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ー
-平
成
三
年
度
道
路
管
理
関
係
会
議
の
主
要
議
題
‘ー

道
路
法
令
研
究
会

道
路
の
適
切
な
管
理
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
基
本
法
と

し
て
の
道
路
法
に
基
づ
き
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
実

際
に
は
、
そ
の
解
釈
を
含
め
、
運
用
に
当
た
っ
て
は
さ
ま

ざ
ま
な
検
討
を
要
す
る
事
態
に
直
面
す
る
こ
と
が
多
い
。

ま
た
、
昨
年
の
道
路
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
有
料
の
自

動
車
駐
車
場
の
規
定
の
整
備
等
が
行
わ
れ
、
道
路
管
理
の

実
務
担
当
者
に
お
い
て
も
、
新
た
な
制
度
の
十
分
な
理
解

に
基
づ
く
運
用
が
要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

本
稿
に
お
い
て
は
、
最
近
の
法
改
正
に
伴
う
も
の
を
含
め
、

各
種
の
会
議
等
に
お
い
て
比
較
的
多
く
み
ら
れ
る
事
例
等

に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
本
稿
中
、

見
解
に
係
る
部
分
は
筆
者
の
個
人
的
見
解
で
あ
る
旨
予
め

ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
。

ま
ず
、
道
路
の
供
用
開
始
を
行
う
た
め
に
は
、
道
路
の

敷
地
等
に
つ
い
て
、
道
路
管
理
者
が
所
有
権
等
の
権
原
を

取
得
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
事
例
で
は
、

道
路
管
理
者
に
よ
る
所
有
権
の
取
得
の
有
無
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
が
、
我
が
国
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
原
則
と
し
て

売
買
契
約
成
立
時
に
所
有
権
は
移
転
す
る
も
の
と
さ
れ
て

お
り
、
当
時
者
間
に
お
い
て
は
、
登
記
が
移
転
し
て
い
る

か
否
か
は
所
有
権
の
移
転
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
従
っ
て
、

こ
の
事
例
に
お
い
て
も
、
売
買
契
約
が
有
効
に
成
立
し
て

い
れ
ば
、
土
地
の
所
有
権
は
道
路
管
理
者
に
移
転
し
て
お

り
、
供
用
開
始
は
適
法
に
行
わ
れ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で

き
る

(こ
の
場
合
、
売
買
契
約
書
の
存
在
は
、
契
約
の
成

立
の
有
力
な
証
拠
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。)。

た
だ
、
新
た
に

(道
路
管
理
者
が
登
記
移
転
手
続
を
し

な
い
う
ち
に
)
い
わ
ゆ
る
二
重
譲
渡
を
受
け
、
登
記
も
備

え
た
者

(以
下

〔A
〕
と
す
る
。)
が
あ
ら
わ
れ
た
場
合
、 :響き獨轢総理;恐妻6醒響き6窓朝廷"-轢き㈱異端羽翼撥翌る要職惑溺。業特異::轢き6き騒l

を現
在
供
用
し
て
い
る
道
路
の
中
に
個
人
名
義
の
土

地
が
あ
り
、
用
地
買
収
当
時
の
所
有
者
と
の
売
買
契

約
書
は
あ
り
ま
す
が
、
登
記
手
続
は
未
了
の
ま
ま
と

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
例
の
よ
う
な
場
合
、
供
用
開

始
は
適
法
に
行
わ
れ
た
と
解
し
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ

う
か
。

ま
た
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
、
今
後
、
転
売
に
よ

り
新
た
に
所
有
権
を
取
得
し
た
と
主
張
す
る
者

(登

記
も
移
っ
て
い
る
)
が
現
れ
、
そ
の
者
か
ら
損
害
賠

償
請
求
が
あ
っ
た
場
合
、
請
求
に
応
じ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
し
ょ
う
か
。



道
路
管
理
者
は
、
自
ら
の
所
有
権
取
得
を
も
っ
て
A
に
対

抗
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

(民
法
第

一
七
七
条
)
。

つ
ま
り
、
所
有
権
は
A
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
当
初
適
法
に
供
用
開
始
が
な
さ
れ
た
の
で
あ

る
な
ら
、
道
路
と
し
て
供
用
が
開
始
さ
れ
た
以
上
、
当
該

道
路
敷
地
に
つ
い
て
は
、
公
物
た
る
道
路
の
構
成
部
分
と

し
て
道
路
法
所
定
の
制
限
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る

(道
路
法
第
四
条
に
よ
り
、
所
有
権
を
移
転
し
、
又
は
抵

当
権
を
設
定
し
、
若
し
く
は
移
転
す
る
以
外
は
私
権
を
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
)
そ
し
て
、
そ
の
制
限
は
、
当

該
道
路
敷
地
が
公
の
用
に
供
さ
れ
た
結
果
発
生
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
道
路
敷
地
使
用
の
権
原
に
基
づ
く
も
の
で
は

な
い
か
ら
、
そ
の
後
に
至
っ
て
、
道
路
管
理
者
が
対
抗
要

件

(登
記
)
を
欠
く
た
め
、
敷
地
の
所
有
権
を
取
得
し
た

A
に
対
抗
し
え
な
い
こ
と
と
な
っ
て
も
、
当
該
道
路
の
廃

止
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
敷
地
所
有
権
に
加
え
ら
れ
た
制

限
は
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
供
用
開
始
後

に
当
該
敷
地
の
所
有
権
を
取
得
し
た
A
は
、
制
限
の
加
わ

っ
た
状
態
に
お
け
る
土
地
所
有
権
を
取
得
す
る
に
す
ぎ
ず
、

道
路
管
理
者
に
対
し
、
当
該
道
路
敷
地
た
る
土
地
に
つ
い

て
そ
の
使
用
収
益
権
の
行
使
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

理
由
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(最
判
昭
和
四
四
年
三
一月

四
日
同
旨
)
。

そ
も
そ
も
、
現
に
道
路
管
理
者
に
よ
っ
て
一
般
交
通
の

用
に
供
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
供
用
開
始
の
公

示
を
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
状
態
は
道
路
法
の
予
定
す
る

と
こ
ろ
で
は
な
い
。

道
路
法
上
道
路
は
、
路
線
の
指
定
又
は
認
定
↓
道
路
の

区
域
の
決
定
↓
供
用
の
開
始
、
と
い
う
手
続
を
経
た
後
に

一
般
交
通
の
用
に
供
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

｢権
原
を
取
得
し
た
後
、
現
に
一
般
交
通
の
用
に
供
さ
れ

て
い
る
道
路
で
供
用
開
始
の
公
示
が
未
了
の
も
の
に
つ
い

て
は
、
早
急
に
供
用
開
始
の
公
示
を
行
う
こ
と
。｣と
の
通

達

(昭
和
三
三
年
七
月
二
四
日
道
発
第
二
八
二
号

｢道
路

の
区
域
決
定
及
び
供
用
開
始
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
｣
各

都
道
府
県
及
び
五
大
都
市
あ
て
道
路
局
長
通
達
)
も
出
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
供
用
の
開
始
は
、
道
路
を
一
般
の
交
通
の
用
に

供
す
る
旨
の
意
思
表
示
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
り
道
路
法

の
規
定
が
全
般
的
に
適
用
と
な
る
道
路
法
上
の
道
路
と
な

る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
供
用
の
開
始
以
前
は
道
路
法
上

の
道
路
と
は
い
え
ず
、
道
路
法
上
は
、
道
路
予
定
区
域
と

で
も
い
う
し
か
で
き
な
い

(区
域
決
定
、
権
原
取
得
を
し

た
後
と
し
て
)。
と
な
れ
ば
、
道
路
法
の
規
定
は
道
路
法
第

九
一
条
で
準
用
さ
れ
る
範
囲
し
か
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に

な
り
、
適
正
な
道
路
管
理
が
期
待
で
き
な
い
。
例
え
ば
、

道
路
法
第
五
八
条

〔原
因
者
負
担
金
〕
も
適
用
さ
れ
ず
、

同
条
の
規
定
に
よ
り
、
工
事
の
原
因
を
生
じ
さ
せ
た
者
に

費
用
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
道
路
管
理
者
と
し
て
は
、
厳
に
、
一

般
交
通
の
用
に
供
す
る
以
前
に
供
用
開
始
の
公
示
を
す
べ

き
で
あ
る
。

一
方
、
管
理
瑕
疵
の
責
任
の
問
題
で
あ
る
が
、
以
下
の

よ
う
に
解
す
る
。

浦
和
地
裁
昭
和
六
一
年
一
一
月
二
六
日
判
決
が
傍
論
で

は
あ
る
が
、
｢
一
般
に
供
用
開
始
前
の
道
路
に
つ
い
て
は
、

法
律
上
の
概
念
と
し
て
は
厳
密
な
意
味
で
は

｢道
路
｣
と

は
呼
べ
ず
、
言
う
な
れ
ば

『道
路
予
定
地
』
と
で
も
呼
称

す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
い
う
『公

の
営
造
物
の
設
置
又
は
管
理
の
瑕
疵
』
の
存
否
の
判
断
に

際
し
て
は
、
法
律
上
道
路
と
し
て
供
用
開
始
さ
れ
た
か
否

か
は
そ
れ
自
体
が
決
定
的
意
味
を
も
つ
も
の
と
は
い
え
な

い
。
当
該

『道
路
予
定
地
』
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
の

程
度
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
供
用
開
始
前
で
あ
る
と
の
一

事
を
も
っ
て
直
ち
に
公
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
道
路
と
ま

二供
用
開
始
の
告
示
を
機
械
処
理
に
よ
り
、
年
度
末

に
一
括
告
示
し
て
い
る
例
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
こ

の
よ
う
な
処
理
は
道
路
法
上
許
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
実
際
は
一
般
交
通
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る

が
、
供
用
開
始
の
告
示
が
な
さ
れ
て
い
な
い
道
路
に

お
い
て
、
道
路
管
理
者
が
管
理
瑕
疵
責
任
を
問
わ
れ

る
こ
と
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。



っ
た
く
異
な
っ
た
基
準
が
一
律
に
妥
当
す
る
と
解
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
ず
、
当
該

『道
路
予
定
地
』
の
道
路
と
す
る

目
的
･
性
質
･
形
状
･
外
観
･
既
存
道
路
と
の
関
係
及
び

実
際
上
の
利
用
状
況
等
の
具
体
的
事
情
に
照
ら
し
て
個
別

的
に
判
断
す
べ
き
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
L
と
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
供
用
開
始
前
の
道
路
で
あ
れ
ば
道
路
管
理

者
は
道
路
管
理
上
の
責
任
を
負
わ
な
い
と
は
一
概
に
は
言

え
な
い
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
事
例
の
よ
う
に
供
用
の
開
始

の
告
示
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
道
路
管
理
者
自

ら
が
道
路
を
一
般
交
通
の
用
に
供
し
て
い
る
場
合
は
、
上

記
裁
判
例
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
道
路
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ

た
場
合
、
道
路
管
理
者
が
国
家
賠
償
法
第
二
条
第
一
項
の

責
任
を
問
わ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
供
用
開
始
が
な
さ
れ
る
以
前
の
道
路
を
あ
え
て

通
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
事
故
等
が
発
生
し
て
も
道
路
管

理
者
が
道
路
管
理
上
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と

一
般
的
に
は
い
え
る
。

三既
に
供
用
し
て
い
る
ト
ン
ネ
ル
上
部
の
土
地
の
開

発
が
行
わ
れ
、
ト
ン
ネ
ル
に
対
す
る
影
響
も
懸
念
さ

れ
ま
す
が
、
道
路
管
理
者
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
対

応
が
可
能
で
し
ょ
う
か
。

道
路
法
の
規
定
は
原
則
と
し
て
道
路
区
域
内
に
適
用
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
道
路
区
域
と
は
道
路
の
構
造
の
保
全
、

交
通
の
危
険
防
止
そ
の
他
道
路
管
理
上
必
要
な
範
囲
で
あ

り
、
上
下
の
空
間
に
つ
い
て
は
、
一
応
無
限
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
道
路
法
の
適
用
を
受
け
る
の
は
、
道
路
と
し

て
公
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
効
果
で
あ
る
の
で
、

供
用
の
開
始
が
あ
れ
ば
底
地
の
権
原
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
道
路
法
の
適
用
が
あ
る
。

ゆ
え
に
、
ト
ン
ネ
ル
部
分
に
お
い
て
道
路
区
域
が
か
か

っ
て
い
る
範
囲
の
上
部
の
土
地
に
つ
い
て
は
道
路
法
第
四

三
条
の
適
用
が
あ
り
、｢道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を

及
ぼ
す
虞
の
あ
る
行
為
｣
に
対
し
て
は
道
路
法
第
七
一
条

の
監
督
権
の
発
動
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
悪
質
な
違
反

行
為
に
対
し
て
は
告
発

(刑
事
訴
訟
法
第
二
三
九
条
第
二

項
)
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る

(道
路
法
第
一

〇
〇
条
に
よ
り
、
同
法
第
四
三
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

は
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ

ら
れ
る
。
)
。

た
だ
、
ト
ン
ネ
ル
部
分
の
権
原
が
使
用
承
諾
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
場
合
に
上
記
の
よ
う
な
対
応
を
と
る
こ
と
ば

現
実
に
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
相
手
方
と
の
話
合

い
･
協
議
に
よ
り
協
力
を
求
め
る
の
が
望
ま
し
く
、
ま
た
、

そ
の
結
果
、
所
有
権
等
の
権
原
を
設
定
す
る
こ
と
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
当
該
土
地
を
買
収
す
る
義
務
は
な
い
。

た
だ
、
道
路
区
域
以
外
の
土
地
を
買
収
す
る
こ
と
は
理
由

が
な
い
と
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
ト
ン
ネ
ル
部
分
に
お
い
て
道
路
区
域
が
か
か
っ

て
い
る
範
囲
の
上
部
以
外
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
道
路
法

の
適
用
は
な
い
の
で
、
道
路
法
に
基
づ
く
措
置
を
と
る
こ

と
ば
で
き
ず
、
相
手
方
と
の
話
合
い
･
協
議
に
よ
り
協
力

を
求
め
る
の
が
望
ま
し
い
。

道
路
一
体
建
物
に
係
る
道
路
の
権
原
と
し
て
は
、
土
地

の
一
部
を
利
用
す
る
た
め
の
土
地
に
関
す
る
権
原
と
、
道

路
を
支
え
る
構
造
物
と
し
て
建
物
を
利
用
す
る
た
め
の
建

物
に
関
す
る
権
原
の
双
方
を
取
得
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
権
原
に
つ
い
て
は
、

①

完
全
な
道
路
管
理
確
保
の
観
点
か
ら
円
満
無
欠
な

権
原
が
の
ぞ
ま
し
い
こ
と

(完
全
な
対
抗
力
)

②

事
業
執
行
上
、
明
確
な
補
償
を
行
い
う
る
だ
け
の

根
拠
と
な
る
べ
き
権
原
で
あ
る
こ
と

(補
償
費
支
出

の
根
拠
)

③

収
用
適
格
事
業
の
代
表
と
し
て
、
所
有
権
取
得
に

よ
り
事
業
を
執
行
し
て
い
る
原
則
に
反
し
な
い
権
原

で
あ
る
こ
と

(収
用
等
と
の
均
衡
)

と
い
う
要
請
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

道
路
一
本
建
物
の
場
合
の
道
路
側
の
帷
原
と
し
て
、
ま

四道
路
一
体
建
物
に
係
る
権
原
と
し
て
は
、
ど
の
よ

う
な
も
の
を
取
得
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。



ず
、
考
え
付
く
の
は

｢建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法

律
｣
に
規
定
す
る
区
分
所
有
権
及
び
敷
地
利
用
権
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
区
分
所
有
権
の
対
象
と
な
る
の
は
、

①

そ
れ
自
体
が
独
立
し
た
一
つ
の
建
物
と
し
て
の
利

用
に
供
さ
れ
る
こ
と

②

物
理
的
に
区
画
さ
れ
た
空
間
で
あ
る
こ
と

と
い
う
二
つ
の
用
件
が
必
要
で
あ
り
、
道
路
一
体
建
物

に
係
る
道
路
の
部
分
は
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
該
等
し
な
い
。

特
に
建
物
の
屋
上
を
道
路
が
通
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
道
路

部
分
に
区
分
所
有
権
を
設
定
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
現
行
法
上
、
道
路
一
体
建
物
に
係
る
道

路
に
つ
い
て
は
区
分
所
有
権
及
び
敷
地
利
用
権
を
権
原
と

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

建
物
に
つ
い
て
区
分
所
有
権
、
土
地
に
つ
い
て
敷
地
利

用
権
と
い
う

｢建
物
の
区
分
所
有
権
等
に
関
す
る
法
律
｣

の
規
定
に
よ
る
権
原
の
設
定
が
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
土

地
と
建
物
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
別
個
の
権
原
を
設
定
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
ず
、
土
地
に
つ
い
て
の
権
原
と
し
て
通
常
考
え
ら
れ

る
の
は
区
分
地
上
権
で
あ
る
が
、
建
物
に
よ
っ
て
道
路
が

支
持
さ
れ
て
い
る
道
路
一
体
建
物
の
場
合
に
は
、
昭
和
四

八
年
一
二
月
二
四
日
付
の
法
務
省
民
事
局
長
照
会
回
答
が

｢階
層
的
区
分
建
物
の
特
定
階
層
を
区
分
所
有
す
る
た
め

に
、
当
該
専
有
部
分
を
占
め
る
空
間
部
分
に
、
区
分
地
上

権
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｣
と
し
て
い
る
た
め
、

現
状
で
は
区
分
地
上
権
を
設
定
す
る
こ
と
に
し
て
も
、
法

務
局
で
登
記
が
認
め
ら
れ
ず
、
対
抗
力
の
面
で
全
く
債
権

契
約
と
同
じ
意
味
し
か
も
た
な
い
こ
と
に
な
り
、
道
路
の

権
原
の
設
定
方
法
と
し
て
適
切
さ
を
欠
く
も
の
と
い
わ
ざ

る
を
え
な
い
。

実
際
に
区
分
地
上
権
の
設
定
が
難
し
い
以
上
、
道
路
の

権
原
と
し
て
考
え
得
る
の
は
、
建
物
の
所
有
者
と
の
土
地

の
共
有

(又
は
地
上
権
の
準
共
有
)
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

道
路
管
理
者
は
道
路
を
建
設
･
管
理
す
る
た
め
に
、
そ
れ

ぞ
れ
共
有
持
分
権
を
所
有
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
両

者
は
土
地
を
道
路
と
道
路
一
体
建
物
の
敷
地
と
し
て
利
用

す
る
と
い
う
合
意
を
行
っ
て
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
共
有

を
行
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
両
者
の
合
意
は
、
一
般
承
継

人
は
も
ち
ろ
ん
、
民
放
第
二
五
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
共

有
持
分
を
買
収
等
に
よ
り
取
得
し
た
特
定
承
継
人
に
対
し

て
も
効
力
を
有
す
る
た
め
、
後
発
的
に
共
有
の
相
手
方
が

代
わ
っ
て
も
、
道
路
管
理
者
は
当
該
土
地
を
道
路
一
体
建

物
の
敷
地
と
し
て
ひ
き
つ
づ
き
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

わ
け
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
土
地
に
つ
い
て
の
権
原
と
し
て

は
、
共
有

(又
は
地
上
権
の
準
共
有
)
持
分
権
を
取
得
す

れ
ば
よ
い
。

さ
ら
に
、
建
物
を
道
路

一
体
建
物
と
し
て
利
用
す
る

(つ
ま
り
、
建
物
に
よ
り
道
路
を
支
持
さ
せ
る
)
た
め
に
、

道
路
管
理
者
は
建
物
に
つ
い
て
も
必
要
な
権
原
を
取
得
す

る
必
要
が
あ
る
o

建
物
が
、
区
分
所
有
権
で
な
い
場
合
に
は
、
道
路
管
理

者
と
建
物
所
有
者
が
建
物
を
共
有
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、

そ
の
共
有
持
分
権
は
登
記
す
る
こ
と
が
で
き
、
共
有
者
同

士
の
合
意
は
特
定
承
継
人
に
も
有
効
で
あ
る
こ
と
か
ら

(民
法
第
仁
五
四
条
)、
道
路
管
理
者
の
対
抗
力
も
万
全
と

な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
建
物
が
区
分
所
有
建
物
で
あ
る
場
合

に
は
、
道
路
管
理
者
が
区
分
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
以
上
は
、
建
物
を
建
物
所
有
者

(す
な
わ
ち
区

分
所
有
者
)
と
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
建
物
に
関
す
る
権
原
と
し
て
は
、
道
路
管
理
者
は
建

物
所
有
者
と
の
間
に
債
権
的
契
約
を
締
結
し
て
、
そ
の
使

用
権
を
取
得
す
る
し
か
方
法
が
な
い
が
、
そ
れ
で
は
道
路

側
の
対
抗
力
に
問
題
が
あ
る
の
で
、
道
路
法
第
四
七
条
の

六
以
下
に
お
い
て
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
必
要
な
措
置
を

法
定
す
る
と
と
も
に
、
協
定
を
公
法
上
の
契
約
と
し
て
位

置
付
け
た
。
よ
っ
て
、
道
路
側
の
建
物
の
使
用
に
関
す
る

権
原
と
し
て
は
、
こ
の
協
定
を
締
結
す
れ
ば
よ
い
。

道
路
法
第
四
八
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
歩
行

者
専
用
道
路
を
指
定
す
る
に
は
、
同
条
同
項
の
規
定
に
よ

五既
に
供
用
し
て
い
る
市
道
を
、
交
通
の
状
態
か
ら

み
て
歩
行
者
専
用
道
路
に
指
定
し
た
い
の
で
す
が
、

当
該
市
道
を
一
旦
供
用
廃
止
し
、
そ
の
後
道
路
法
第

四
八
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
歩
行
者
専
用

道
路
に
指
定
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。



り
、
｢
ま
だ
供
用
の
開
始
が
な
い
道
路
又
は
道
路
の
部

分
｣
で
あ
る
こ
と
が
要
件
で
あ
る
。
指
定
で
き
る
道
路
を

ま
だ
供
用
の
開
始
の
な
い
道
路
又
は
道
路
の
部
分
に
限
定

し
た
の
は
、
既
供
用
の
道
路
に
つ
い
て
歩
行
者
専
用
道
路

等
を
指
定
す
る
こ
と
は
、
交
通
規
制
権
の
一
態
様
で
あ
り
、

道
路
交
通
法
で
既
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
た
め

(道

路
交
通
法
第
八
条
第
一
項
及
び
第
九
条
の
道
路
標
識
に
よ

り
、
歩
行
者
の
通
行
の
安
全
と
円
滑
を
図
る
た
め
車
両
の

通
行
を
禁
止
す
る
場
合
が
あ
る
。)、
道
路
法
で
は
、
道
路

管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
専
ら
歩
行
者
等
の
通
行
の
用
に
供

す
る
道
路
と
し
て
構
造
上
も
配
慮
し
て
建
設
し
た
も
の
に

つ
い
て
、
道
路
管
理
者
の
供
用
意
思
に
基
づ
き
指
定
す
る

こ
と
と
し
灯
も
の
で
あ
る
o

こ
の
趣
旨
か
ら
、
歩
行
者
専
用
道
路
と
し
て
建
設
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
市
道
を
一
旦
供
用
の
廃
止
を
し
て
、
法

の
要
件
を
か
た
ち
だ
け
満
た
し
た
と
し
て
も
、
歩
行
者
専

用
道
路
に
指
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

道
路
法
第
五
二
条
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
は
、
市
町
村

と
が
で
き
る
と
の
規
定
が
あ
る
。
こ
の
規
定
と
道
路
法
と

に
対
し
受
益
の
限
度
に
お
い
て
費
用
の
一
部
を
負
担
さ
せ

の
関
係
で
あ
る
が
、
費
用
負
担
に
関
し
て
は
、
地
方
財
政

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
。
た
だ
、
法
第
五
二
条
で

法
と
道
路
法
は
、
一
般
法
と
特
別
法
の
関
係
に
あ
り
、
ま

は

｢第
四
九
条
又
は
第
五
〇
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

た
先
法
と
後
法
の
関
係
に
も
あ
る
の
で
、
道
路
法
の
規
定

の
負
担
す
る
費
用
の
う
ち
、
･!
ゞ

と
あ
り
、
負
担
さ
せ

が
優
先
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
附
属
物
の
新

る
費
用
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
第
四
九
条
は
道
路
の

設
･
改
築
費
用
を
市
町
村
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

目
理
に
関
す
る
費
用
負
担
の
規
定
で
あ
る
が
、
ま
た
別
に

い
と
い
う
、
道
路
法
の
趣
旨
が
優
先
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
。

六県
道
の
地
下
に
建
設
す
る
駐
車
場

(道
路
の
附
属

物
)
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
道
路
法
第
五
二
条
に

基
づ
き
市
町
村
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
道
路
法
上
許

さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
。
た
だ
、
法
第
五
二
条
で

は

｢第
四
九
条
又
は
第
五
〇
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

の
負
担
す
る
費
用
の
う
ち
、
･!
ゞ

と
あ
り
、
負
担
さ
せ

る
費
用
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
第
四
九
条
は
道
路
の

管
理
に
関
す
る
費
用
負
担
の
規
定
で
あ
る
が
、
ま
た
別
に

第
八
五
条
第
三
項
に
お
い
て
道
路
の
附
属
物
の
新
設
･
改

築
費
用
の
負
担
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
第
四
九
条
に
規
定
す
る
費
用
に
当
然
附
属
物

に
関
す
る
費
用
も
含
ま
れ
、
第
八
五
条
第
三
項
は
そ
の
確

認
的
規
定
に
す
ぎ
な
い
、
と
考
え
る
な
ら
附
属
物
の
新

設
･
改
築
費
用
を
第
五
二
条
に
基
づ
き
市
町
村
に
負
担
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

し
か
し
、
現
在
の
よ
う
に
地
下
駐
車
場
の
よ
う
な
規
模

の
大
き
な
附
属
物
は
道
路
法
制
定
時
は
想
定
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
も
第
八
五
条
第
三
項
は
、
一
般
に
費
用

の
額
の
小
さ
な
附
属
物
に
つ
い
て
、
第
四
九
条
と
は
別
に

“創
設
的
に
附
属
物
の
費
用
負
担
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る

の
が
妥
当
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
第
四
九
条
に
い
う
費
用
に
附
属
物
の
新
設
･

改
築
に
要
す
る
費
用
は
含
ま
れ
ず
、
第
五
二
条
に
基
づ
き

市
町
村
に
費
用
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え

ろ
↓。ま

た
、
地
方
財
政
法
第
二
七
条
に
は
、
都
道
府
県
の
行

う
建
設
事
業
の
経
費
の
一
部
を
市
町
村
に
負
担
さ
せ
る
こ

道
路
法
第
五
八
条
に
定
め
る
原
因
者
負
担
金
制
度
は
、

道
路
が
一
般
国
民
の
日
常
生
活
に
必
要
不
可
欠
な
重
要
性

を
も
つ
公
共
用
物
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
他
の
者

(原
因

者
)
の
行
為
に
よ
り
、
道
路
に
損
傷
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

円
滑
な
交
通
の
確
保
、
事
故
防
止
の
必
要
等
か
ら
、
そ
の

道
路
に
つ
き
、
迅
速
に
本
来
の
機
能
を
回
復
す
る
た
め
の

修
理
を
実
施
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
か
つ
、
こ
れ
に
要

し
た
費
用
は
、
当
該
損
傷
を
与
え
た
者

(原
因
者
)
に
負

担
さ
せ
る
の
が
衡
平
の
原
則
に
合
致
し
、
ま
た
、
実
際
の

取
扱
い
に
お
い
て
も
便
宜
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
定
め
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
原
因
者
負
担
金
制
度
は
、
私

法
上
の
一
般
不
法
行
為
に
対
す
る
特
別
の
制
度
で
は
な
く
、

不
法
行
為
制
度
と
は
異
質
の
法
目
的
を
有
す
る
公
法
上
の

七道
路
法
第
五
八
条
に
よ
り
原
因
者
に
費
用
を
負
担

さ
せ
る
に
あ
た
り
、
原
因
者
の
故
意
･
過
失
は
必
要

で
し
ょ
う
か
。



特
別
な
人
的
公
用
負
担
の
制
度
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
。
ゆ
え
に
、
原
因
者
に
費
用
を
負
担
さ
せ
る
に
あ
た
っ

て
は
、
私
法
上
の
不
法
行
為
の
場
合
の
よ
う
に
、
原
因
者

の
故
意
･
過
失
は
不
要
で
あ
り
、
ま
た
、
原
因
者
の
行
為

が
適
法
で
あ
る
と
違
法
で
あ
る
と
を
問
わ
な
い
も
の
で
あ

る
↓。路

線
の
指
定
又
は
認
定
の
た
め
の
調
査
･
測
量
等
を
す

る
た
め
、
道
路
法

(以
下

｢法
｣
と
い
う
。)
第
六
六
条

を
根
拠
に
他
人
の
土
地
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

解
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
路
線
の
指
定
又
は
認
定
の
前

に
は
、
同
条
同
項
の
権
限
を
行
使
す
べ
き
道
路
管
理
者
が

存
在
し
て
い
な
い
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
(法
第
一

二
条
か
ら
第
一
七
条
ま
で
の
規
定
か
ら
、
道
路
の
管
理
は
、

路
線
の
指
定
又
は
認
定
に
よ
り
一
般
国
道
、
都
道
府
県
道

等
に
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
行
う
こ
と
と
解
さ
れ
、
法
第

一
八
条
に
よ
り
当
該
管
理
を
行
う
者
が
道
路
管
理
者
と
解

さ
れ
て
い
る
。
)

な
お
、
以
上
に
対
し
て
、
バ
イ
パ
ス
計
画
に
よ
り
現
地

測
量
等
を
実
施
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
道
路

管
理
者
は
存
在
し
て
お
り
、
法
第
六
六
条
第
一
項
の
適
用

が
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

道
路
の
地
下
を
利
用
し
て
そ
の
道
路
の
道
路
附
属
物
と

し
て
自
動
車
駐
車
場
を
整
備
す
る
場
合
、
道
路
法
上
は
道

路
に
接
す
る
自
動
車
駐
車
場
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る

(道
路
法
第
二
条
第
二
項
第
六
号
参
照
)。
こ
の
場
合
、

道
路
の
利
用
者
が
そ
の
自
動
車
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
制
度
上
も
措
置
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
地
上
の
路
面
と
地
下
の
自
動
車
駐
車
場
の
間
を

結
ぶ
出
入
庫
口
も
当
該
道
路
の
区
域
に
入
っ
て
お
り
、
道

路
区
域
と
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め

て

｢道
路
に
接
す
る
｣
と
い
う
法
律
上
の
要
件
を
満
た
す

こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
(少
な
く
と
も

一
つ
の
)出
入
庫

口
は
、
道
路
区
域
が
か
か
り
、
道
路
の
一
部
を
構
成
す
る

よ
う
措
置
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

な
お
、
出
入
庫
口
を
沿
道
の
建
築
物
の
整
備
と
併
せ
て

設
置
す
る
場
合
、
道
路
の
区
域
を
上
下
の
範
囲
を
定
め
て

立
体
的
に
定
め
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
が
、
立
体
的
に
定
め
た
区
域
の
上
下
に
建
築
物
の

建
築
が
建
築
基
準
法
上
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
、
別
途
、

慎
重
な
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

昨
年
、
道
路
法
及
び
駐
車
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律

(平
成
三
年
法
律
第
六
〇
号
)
に
よ
り
、
道
路
管
理
者

は
、
そ
の
整
備
す
る
自
動
車
駐
車
場
に
自
動
車
を
駐
車
さ

せ
る
者
か
ら
駐
車
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
さ
れ
た
。
こ
の
際
、
①
整
備
し
た
自
動
車
駐
車
場
か
ら

駐
車
料
金
を
徴
収
し
な
い
こ
と
と
す
る
と
、
道
路
管
理
者

の
設
置
す
る
自
動
車
駐
車
場
の
利
用
者
と
他
の
民
間
駐
車

場
の
利
用
者
と
の
間
に
著
し
い
不
公
平
を
生
じ
、
ひ
い
て

は
交
通
流
の
混
乱
や
民
間
駐
車
場
等
の
業
務
を
圧
迫
す
る

こ
と
と
な
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
、
②
自
動
車
駐
車
場
の
利

用
者
は
極
め
て
貴
重
な
道
路
の
一
定
ス
ペ
ー
ス
を
排
他
的

に
利
用
す
る
た
め
、
そ
の
利
用
を
無
料
と
す
る
こ
と
は
社

会
通
念
上
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
か
ら
、
都
市
部
等
に
お
い

て
は
道
路
管
理
者
が
整
備
す
る
自
動
車
駐
車
場
に
お
い
て

も
駐
車
料
金
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
、
料
金
徴
収
の
根
拠

八路
線
の
指
定
又
は
認
定
の
た
め
の
調
査
･
測
量
等

を
す
る
た
め
、
道
路
法
第
六
六
条
第
一
項
を
根
拠
に

他
人
の
土
地
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ
う

,ヵ

九道
路
附
属
物
と
し
て
道
路
の
地
下
に
整
備
す
る
自

動
車
駐
車
場
に
つ
い
て
、
そ
の
出
入
庫
口
を
沿
道
の

民
間
の
建
築
物
の
敷
地
を
利
用
し
て
設
置
す
る
こ
と

を
検
討
し
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、
出
入
庫
口
に
つ

い
て
は
道
路
区
域
に
入
れ
な
い
こ
と
が
許
さ
れ
ま
す

　　　

一
〇

昨
年
道
路
法
の
改
正
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
有
料
の

自
動
車
駐
車
場
に
お
い
て
、
駐
車
料
金
を
徴
収
で
き

な
い
自
動
車
と
は
具
体
的
に
何
で
す
か
。



規
定
を
道
路
法
に
設
け
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
前
述
の
立
法
の
趣
旨
に
鑑
み
て
、
道
路
管
理

者
が
整
備
す
る
自
動
車
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
必
要

や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
駐
車
料
金
を
徴
収
す
る
こ

と
が
公
益
上
著
し
く
妥
当
性
を
欠
く
も
の
に
つ
い
て
は
、

駐
車
料
金
を
徴
収
で
き
な
い
こ
と
と
し
た
。
具
体
的
に
は
、

駐
車
料
金
の
徴
収
の
対
象
か
ら
は
、
道
路
交
通
法
第
三
九

条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
自
動
車
そ
の
他
政
令
で
定
め

る
自
動
車
が
除
外
さ
れ

(道
路
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項

た
だ
し
書
)、
こ
れ
を
受
け
て
道
路
法
施
行
令
第
三
条
の

三
に
お
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
自
動
車
と
し
て
、
｢道

路
の
改
築
、
修
繕
、
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
、
道
路
の

維
持
そ
の
他
特
別
の
理
由
に
基
づ
き
当
該
自
動
車
駐
車
場

に
駐
車
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
自
動

車
で
、
建
設
大
臣
が
定
め
る
も
の
｣
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

｢建
設
大
臣
が
定
め
る
自
動
車
｣
は
、
近
日
告
示
さ

れ
る
予
定
で
あ
る
。

今
回
の
告
示
に
よ
っ
て
駐
車
料
金
の
徴
収
の
対
象
外
と

す
る
も
の
の
基
準
と
し
て
は
、
前
述
の
趣
旨
か
ら
、
①
公

共
性

(又
は
公
益
性
)
が
強
い
業
務
の
た
め
に
使
用
す
る

自
動
車
で
あ
る
こ
と
、
②
当
該
自
動
車
駐
車
場
に
駐
車
す

る
こ
と
が
、
当
該
業
務
の
緊
急
性
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、

そ
の
円
滑
な
執
行
上
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
の
二
つ

の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
た
。

具
体
的
に
は
、
①
警
察
用
自
動
車
、
②
災
害
救
助
、
水

防
活
動
又
は
消
防
活
動
の
た
め
使
用
す
る
自
動
車
、
③
防

疫
活
動
等
の
公
務
を
行
う
た
め
使
用
す
る
自
動
車
、
④
郵

便
物
の
集
配
の
た
め
使
用
す
る
自
動
車
、
⑥
ご
み
、
ふ
ん

尿
等
を
収
集
す
る
た
め
使
用
す
る
自
動
車
、
⑥
公
益
施
設

の
応
急
工
事
の
た
め
使
用
す
る
自
動
車
、
⑦
道
路
管
理
用

自
動
車
、
を
告
示
に
お
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

道
路
は
本
来
車
両
が
自
由
に
通
行
し
う
る
施
設
で
あ
り
、

道
路
上
に
車
両
を
と
め
て
お
く
こ
と
も
通
行
の
一
つ
の
形

態
で
あ
る
。
従
っ
て
、
一
般
的
に
言
っ
て
道
路
上
で
の
車

両
の
放
置
は
道
路
法
上
達
法
で
は
な
く
、
車
両
は
道
路
法

(以
下

｢法
｣
と
い
う
。)
第
四
四
条
の
二
の
対
象
と
な
る

｢違
法
｣
放
置
物
件
で
は
な
い
。

た
だ
し
、
廃
棄
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
車
両
に
つ
い
て

は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
対
象
と
な
る
。
こ
こ
で
、

明
ら
か
に
所
有
権
を
放
棄
し
た
と
認
め
ら
れ
、
破
棄
物
と

し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
通
常
の

維
持
管
理
の
一
環
と
し
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
同
条

の
対
象
と
な
り
得
る
の
は
、
例
え
ば
、
そ
の
外
見
や
置
か

れ
て
い
る
状
態
等
か
ら
み
て
、
機
能
を
喪
失
し
も
は
や
車

両
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
物
件
と
し
て
は

廃
棄
さ
れ
ず
に
道
路
上
に
置
か
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
場

合
が
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
実
際
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の

｢廃
棄

さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
車
両
｣
の
具
体
的
要
件
を
は
じ
め
、

判
断
の
方
法
等
に
つ
い
て
関
係
機
関
と
の
調
整
を
要
す
る

た
め
、
当
分
の
間
は
法
第
四
四
条
の
二
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
従
前
の
例
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

=い
わ
ゆ
る
廃
棄
車
両
に
つ
い
て
、
昨
年
の
道
路
法

の
改
正
後
の
取
扱
い
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。



電
線
類
蝋
璽
電
離
進

　　
　　

検
討
▲璽
飜報
告
鑑
つ
い
て
は

道
路
占
用
問
題
研
究
会

平
成
四
年
一
月
一
七
日
に
開
催
さ
れ
た
第
三
回
電
線
類

地
中
化
推
進
検
討
会
議
に
お
い
て
、
今
後
の
電
線
類
地
中

化
の
推
進
方
策
等
に
関
す
る
報
告
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
そ
の
会
議
報
告
の
内
容
に
つ
い
て

紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

【
1

経
緯
及
び
現
状

…
電
線
類
の
地
中
化
は
、
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
の

｢キ
…

…
ャ
ブ
シ
ス
テ
ム
研
究
委
員
会
報
告
｣
(以
下
｢委
員
会
報
…

左
軒

と
い
う
。)
に
基
づ
き
、
都
市
の
成
熟
度
が
高
く
、
…

…電
力
及
び
通
信
の
需
要
が
安
定
し
て
い
る
大
都
市
の
中

…

　

　

…心
部
の
主
要
道
路
等
を
主
体
と
し
て
、
関
係
行
政
機
関

｣

　

　

…
の
支
援
、
地
域
住
民
等
の
協
力
の
下
に
電
線
管
理
者
の
-

…
多
大
な
投
資
努
力
及
び
道
路
管
理
者
の
取
組
み
も
あ
っ
-

　

　

…て
、
当
初
の
計
画
を
大
幅
に
前
倒
し
し
つ
つ
、
積
極
的

…

…に
推
進
し
て
き
た
。
電
線
類
が
地
中
化
さ
れ
た
箇
所
は
ミ

　

　

…
い
ず
れ
に
お
い
て
も
安
全
で
快
適
な
通
行
空
間
の
確
保
、一

…
都
市
災
害
の
防
止
、
都
市
景
観
の
向
上
等
そ
の
多
様
な

…

　

　

…
整
備
効
果
に
つ
い
て
、
沿
線
住
民
は
も
と
よ
り
、
地
域

…

　

　

…
社
会
の
中
で
高
い
評
価
を
得
て
い
る
。
さ
ら
に
、
近
年
、一

　

　

…
経
済
的
な
発
展
、
価
値
観
の
多
様
化
等
を
背
景
に
ゆ
と
-

“
り
と
豊
か
さ
が
求
め
ら
れ
る
時
代
を
迎
え
、
快
適
な
通

…

…
行
空
間
の
確
保
、
都
市
景
観
の
向
上
等
の
観
点
か
ら
、

…

…
電
線
類
地
中
化
の
社
会
的
要
請
は
一
層
高
ま
っ
て
き
て
…

…
い
る
。
ま
た
、
都
市
の
再
開
発
等
に
合
わ
せ
た
総
合
的

…

…
な
都
市
造
り
の
一
環
と
し
て
、
電
線
類
の
地
中
化
を
都
…

　

　

…
市
計
画
等
と
の
十
分
な
整
合
性
を
図
り
つ
つ
、
計
画
的

…

…
に
推
進
し
て
い
く
必
要
性
が
増
加
し
て
き
て
い
る
。

-
2

基
本
的
考
え
方

…
電
線
類
の
地
中
化
は
、
安
全
で
快
適
な
通
行
空
間
の
…

…
確
保
、
都
市
災
害
の
防
止
、
都
市
景
観
の
向
上
等
の
観

…

…
点
か
ら
、
地
域
と
の
調
和
を
図
り
つ
つ
、
社
会
資
本
整

…

…

…

…
備
の
一
環
と
し
て
、
関
係
者
間
の
密
接
な
協
力
の
下
に
ふ

　

　

…
整
備
さ
れ
た
推
進
方
策
を
踏
ま
え
積
極
的
に
推
進
す
る
…

…
も
の
と
す
る
。

…

そ
の
際
、
建
設
費
用
、
需
要
変
動
へ
の
即
応
性
、
事

…

…
故
時
の
早
期
復
旧
等
の
面
で
留
意
す
べ
き
点
も
あ
る
こ
【

…
と
に
か
ん
が
み
、
電
気
事
業
、
電
気
通
信
事
業
等
の
健

…

Q

…
全
な
発
展
と
の
調
和
を
図
る
も
の
と
す
る
。

　

　

　



3

地
中
化
地
域
の
考
え
方

の

地
中
化
実
施
箇
所

地
中
化
実
施
箇
所
は
、
そ
の
必
要
性
、
整
備
効
果
等

…

が
高
い
以
下
の
地
中
化
対
象
地
域
の
中
か
ら
選
定
す
る
ぶ

①

需
要
密
度
及
び
需
要
の
安
定
性
、
施
工
の
難
易

…

性
並
び
に
景
観
保
持
の
需
要
性
か
ら
委
員
会
報
告

…

に
お
け
る
地
中
化
地
域
の
範
囲
に
相
当
す
る
地
域
』

②

都
市
の
再
開
発
等
に
合
わ
せ
て
総
合
的
な
都
市

…

造
り
の
一
環
と
し
て
先
行
的
に
地
中
化
を
行
う
、

-

上
記
①
の
地
域
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
地
域
認

③

上
記
①
ま
た
は
②
に
該
当
し
な
い
地
域
で
あ
っ
…

て
、
安
全
で
快
適
な
通
行
空
間
の
確
保
、
都
市
災

…

害
の
防
止
、
都
市
景
観
の
向
上
等
の
観
点
か
ら
特

…

に
地
中
化
の
必
要
性
が
高
い
以
下
の
地
域
。

･
地
域
活
性
化
に
資
す
る
地
方
都
市
の
主
要
道
路

…

沿
道
地
域

･
比
較
的
大
規
模
な
商
業
業
務
地
域

･
地
域
住
民
等
多
数
の
人
が
集
ま
る
文
化
施
設
周

辺
地
域

･
主
要
官
公
庁
等
事
務
所
が
集
中
し
て
い
る
オ
フ

ィ
ス
街

･
主
要
な
駅
の
周
辺
等
街
の
玄
関
口
を
中
心
と
す

る
地
域

･
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
地
域

･
歴
史
的
風
土
保
存
･
形
成
地
区

･
都
市
計
画
法
に
お
け
る
風
致
地
区
、
美
観
地
区

…

･
国
際
観
光
施
設
周
辺
地
域

な
お
、
地
中
化
対
象
地
域
内
に
、
歩
道
整
備
等
の
事

-

業
が
行
わ
れ
て
い
る
箇
所
、
災
害
時
の
非
難
道
路
等
と
…

　

　

　

し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
道
路
等
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
き

具
体
的
な
地
中
化
実
施
箇
所
の
選
定
過
程
に
お
い
て
美

…

施
時
期
等
を
考
慮
す
る
こ
と
と
す
る
。

②

地
中
化
の
規
模

電
線
類
の
地
中
化
は
、
今
後
、
平
成
七
年
度
ま
で
の
…

五
年
間
で
一
、
○
○
○
蝿
程
度
を
目
標
に
進
め
る
も
の
…

と
す
る
。

-
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3

地
中
化
地
域
の
考
え
方

の

地
中
化
実
施
箇
所

①
の
地
域

･
従
前
の
地
中
化
対
象
地
域
で
あ
る
。

②
の
地
域

･
今
回
新
た
に
追
加
さ
れ
た
地
域
で
あ
る
。

･
｢都
市
の
再
開
発
等
｣
と
は
、
面
的
な
開
発
を

広
く
指
す
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
市
街

地
開
発
事
業
、
土
地
区
画
整
理
事
業
等
が
あ
げ

ら
れ
る
が
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
の
中
心
商
業

地
域
な
ど
①
の
地
域
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
地
域
等
も
含
ま
れ
る
。

③
の
地
域

･
今
回
新
た
に
追
加
さ
れ
た
地
域
で
あ
る
。

･
地
中
化
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
と
し
て
、

従
来
の
需
要
密
度
を
満
足
し
な
い
地
域
に
お
い

て
も
、
安
全
で
快
適
な
通
行
空
間
の
確
保
、
都

市
災
害
の
防
止
、
都
市
景
観
の
向
上
等
の
観
点

か
ら
社
会
的
要
請
等
を
踏
ま
え
、
地
中
化
の
必

要
性
が
特
に
高
い
地
域
に
つ
い
て
は
地
中
化
対

象
地
域
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

｢な
お
書
｣

･
地
中
化
事
業
の
実
施
箇
所
を
選
定
す
る
際
に
お

け
る
留
意
点
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
他
に
例
え
ば
、
雪
国
に
お
い
て
冬
期
の
歩

行
者
の
安
全
確
保
の
観
点
に
配
慮
す
べ
き
道
路

等
に
つ
い
て
も
実
施
時
期
等
に
つ
い
て
考
慮
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
o

②

地
中
化
の
規
模

･
昭
和
六
〇
年
の
委
員
会
報
告
に
お
い
て
は
、
地
中
化

の
規
模
に
つ
い
て
一
〇
年
間
で
一
、
0
0
0
蝿
程
度

を
目
標
と
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
事
業
実
施
に
当
た
り
、
昭
和
六

一
年
度
か
ら
の
円
高
差
益
に
よ
る
還
元
等
社
会
的
背

景
も
あ
っ
て
、
当
初
計
画
を
大
幅
に
前
倒
し
し
、
そ

の
結
果
、
平
成
二
年
度
ま
で
の
五
年
間
で
約
一
、
0

0
0
如
の
地
中
化
が
達
成
さ
れ
た
。

今
回
は
、
こ
の
実
績
を
踏
ま
え
電
線
管
理
者
等
と

調
整
を
行
い
、
円
高
差
益
等
の
外
的
要
因
で
は
な
く



各
種
支
援
措
置
を
講
じ
、
ま
た
は
、
拡
充
す
る
こ
と

等
に
よ
り
平
成
七
年
度
ま
で
の
五
年
間
で
約
一
、
0

0
o
m
程
度
を
目
標
に
進
め
る
こ
と
の
合
意
を
得
た
。

-
4

地
中
化
の
進
め
方

…

①

地
中
化
の
方
式

…

電
線
類
の
地
中
化
は
、
キ
ャ
ブ
シ
ス
テ
ム
、
管
路
方

…

　

　

…式
等
の
中
か
ら
道
路
管
理
上
の
要
請
、
電
力
･
通
信
の
…

　

　

…安
定
供
給
の
確
保
、
収
容
及
び
作
業
空
間
の
確
保
の
観
…

　

　

…
点
か
ら
の
施
工
の
難
易
性
、
支
障
物
件
の
状
況
、
経
済

…

性
等
を
総
合
的
に
評
価
し
、
適
切
な
方
式
を
選
定
す
る
。-

な
お
、
そ
の
際
、
関
係
者
が
協
力
し
、
キ
ャ
ブ
シ
ス
テ
…

ム
を
積
極
的
に
採
用
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

…

ま
た
、
管
路
方
式
等
に
は
、
地
方
自
治
体
が
管
路
設

一

備
を
整
備
す
る
方
式

(以
下

｢自
治
体
管
路
方
式
｣
と
…　

い
う
。)
と
電
線
管
理
者
が
単
独
で
実
施
す
る
方
式

…

(以
下

｢単
独
地
中
化
方
式
｣
と
い
う
。)
と
が
あ
る
が
△

地
方
自
治
体
が
管
理
す
る
道
路
に
お
い
て
管
路
方
式
を

…

選
定
す
る
場
合
に
は
、
関
係
者
が
協
力
し
、
自
治
体
管

…　

路
方
式
を
原
則
と
し
て
採
用
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
“

す
る
。

"

②

地
中
化
の
推
進
組
織

電
線
類
の
地
中
化
を
実
施
す
る
に
際
し
て
は
、
道
路

…

管
理
者
、
電
線
管
理
者
、
地
方
自
治
体
等
関
係
者
か
ら
…

成
る
電
線
類
地
中
化
協
議
会

(全
国
一
〇
ブ
ロ
ッ
ク
ご

…

と
に
設
置
)
に
お
い
て
、
構
成
員
の
意
見
を
十
分
反
映

…

し
た
協
議
に
よ
り
、
地
中
化
の
実
施
箇
所
等
を
ま
と
め

た
五
年
間
の
基
本
構
想
を
策
定
し
て
計
画
的
に
進
め
る

…
も
の
と
す
る
。

-

そ
の
際
、
共
架
物
件
及
び
支
障
物
件
の
移
設
調
整
、
…

…
工
程
調
整
な
ど
円
滑
な
地
中
化
の
事
業
実
施
に
資
す
る
…

た
め
に
、
道
路
管
理
者
、
電
線
管
理
者
、
地
方
自
治
体

等
関
係
者
か
ら
成
る
都
道
府
県
単
位
な
ど
の
地
方
部
会

を
必
要
に
応
じ
設
置
す
る
こ
と
と
す
る
。

4

地
中
化
の
進
め
方

の

地
中
化
の
方
式

地
中
化
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
、
従
来
は
キ
ャ
ブ
シ
ス

テ
ム
ま
た
は
単
独
地
中
化
方
式

(電
線
管
理
者
に
よ
る
管

路
設
置
方
式
)
に
よ
り
行
っ
て
き
た
が
、
地
元
自
治
体
か

ら
の
地
中
化
に
対
す
る
強
い
要
望
等
を
踏
ま
え
、
地
方
自

治
体
が
管
路
を
設
置
し
、
そ
の
管
路
を
電
線
管
理
者
が
使

用
す
る

｢自
治
体
管
路
方
式
L
を
新
し
く
採
用
し
、
電
線

管
理
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
も
っ
て
地
中

化
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
と
し
た
。

①

地
中
化
方
式
の
選
定

@
キ
ャ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
積
極
的
採
用

地
中
化
を
実
施
す
る
際
に
は
、
ま
ず
、
道
路
管
理

上
設
置
が
望
ま
し
い
キ
ャ
ブ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
整
備

の
可
能
性
を
検
討
し
、
で
き
る
限
り
キ
ャ
ブ
シ
ス
テ

ム
を
積
極
的
に
活
用
す
る
も
の
と
し
、
歩
道
幅
員
が

狭
い
等
物
理
的
に
キ
ャ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
設
置
が
不
可

能
で
あ
る
こ
と
、
移
設
が
困
難
な
支
障
物
件
が
あ
る

こ
と
等
、
キ
ャ
ブ
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
難
い
場
合
に
管

路
方
式
を
採
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

⑲
管
路
方
式
の
採
用

管
路
方
式
の
う
ち
、
自
治
体
管
路
方
式
と
は
、
地

方
自
治
体
が
自
ら
管
理
す
る
道
路
に
道
路
管
理
者
で

は
な
い
管
路
管
理
者
と
し
て
の
当
該
自
治
体
が
管
路

を
敷
設
し
そ
の
管
路
を
電
線
管
理
者
に
使
用
さ
せ
る

方
式
で
あ
る
。
地
方
自
治
体
が
管
理
す
る
道
路
に
お

い
て
管
路
方
式
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し

て
自
治
体
管
路
方
式
を
採
用
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と

と
さ
れ
た
。

な
お
、
道
路
管
理
者
と
管
路
管
理
者
と
が
異
な
る

場
合

(例
え
ば
道
路
管
理
者
が
県
、
管
路
管
理
者
が

市
の
よ
う
な
場
合
等
)
に
は
、
自
治
体
管
路
方
式
は

採
用
で
き
な
い
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。

ま
た
、
自
治
体
管
路
方
式
に
よ
り
、
設
置
さ
れ
る

管
路
は
道
路
管
理
者
と
し
て
で
は
な
く
、
管
路
管
理

者
と
し
て
の
当
該
自
治
体
が
設
置
す
る
管
路
で
あ
る

こ
と
か
ら
道
路
法
上
は
占
用
物
件
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
の
で
、
適
性
な
道
路
占
用
事
務
手
続

き
が
必
要
と
な
る
。
道
路
占
用
許
可
に
当
た
っ
て
は
、

自
治
体
に
よ
る
管
路
敷
設
と
電
線
管
理
者
に
よ
る
ケ

ー
ブ
ル
敷
設
に
つ
い
て
双
方
の
内
容
を
踏
ま
え
総
合



的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
占
用
申

請
を
同
時
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

②

地
中
化
の
推
進
組
織

地
中
化
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
現
在
、
全
国
一
〇
ブ

ロ
ッ
ク
に
設
置
さ
れ
て
い
る
電
線
類
地
中
化
協
議
会
に
お

い
て
、
新
五
ヶ
年
計
画
に
関
す
る
基
本
構
想
を
策
定
し
、

計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
そ
の
際
、
都
道
府
県
単
位
な
ど
に
必
要
に
応
じ
、

地
方
部
会
を
設
置
し
、
地
中
化
計
画
の
策
定
、
地
中
化
実

施
に
伴
う
各
種
問
題
の
解
決
を
図
り
、
も
っ
て
、
円
滑
な

事
業
実
施
に
資
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
自
治
体
管
路
方
式
の
創
設
に
伴
い
、
従
来
の
協

議
会
の
メ
ン
バ
ー
に
地
方
自
治
体
が
追
加
さ
れ
た
が
、
こ

の
地
方
公
共
団
体
は
道
路
管
理
者
で
は
な
い
地
方
公
共
団

体
、
す
な
わ
ち
担
当
部
局
的
に
い
え
ば
、
道
路
担
当
部
局

以
外
の
部
局
を
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
協
議
会
へ

の
参
加
に
当
た
っ
て
は
、
実
質
的
に
道
路
の
建
設
、
管
理

に
携
わ
っ
て
い
る
道
路
担
当
部
局
が
自
治
体
内
の
意
見
、

意
向
等
を
と
り
ま
と
め
、
自
治
体
を
代
表
し
て
協
議
会
に

臨
む
方
が
、
協
議
会
の
効
率
的
運
営
が
図
ら
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。

ま
た
、
今
回
、
地
中
化
実
施
箇
所
と
し
て
都
市
再
開
発

等
に
合
わ
せ
て
総
合
的
な
都
市
造
り
の
一
環
と
し
て
、
先

行
的
に
地
中
化
を
行
う
箇
所
が
追
加
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、

協
議
会
に
お
い
て
自
治
体
を
代
表
し
て
参
加
す
る
道
路
管

理
者
は
、
当
該
自
治
体
の
都
市
計
画
部
局
と
の
調
整
も
事

前
に
十
分
行
い
、
都
市
計
画
等
を
地
中
化
計
画
に
的
確
に

反
映
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

5

費
用
負
担
の
在
り
方

電
線
類
地
中
化
に
伴
う
費
用
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

と
お
り
、
道
路
管
理
者
、
電
線
管
理
者
、
地
方
自
治
体

等
で
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
地
中
化
の
費
用

負
担
の
詳
細
等
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
関
係
者
間
で
検

討
す
る
も
の
と
す
る
。

1

3
の
①
ま
た
は
②
の
地
域

①

キ
ャ
ブ
シ
ス
テ
ム

キ
ャ
ブ
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
地
中
化
の
費
用
に
つ

い
て
は
、
電
線
管
理
者
は
各
々
単
独
で
地
中
化
を

行
う
と
し
た
場
合
に
要
す
る
費
用
を
基
に
委
員
会

報
告
に
基
づ
く
こ
れ
ま
で
の
負
担
方
法
に
よ
り
算

定
し
た
額
を
負
担
す
る
も
の
と
し
、
残
り
を
道
路

管
理
者
が
負
担
す
る
。

②

自
治
体
管
路
方
式

管
路
設
備
の
材
料
費
及
び
敷
設
費
を
地
方
自
治

体
が
負
担
し
、
残
り
を
電
線
管
理
者
が
負
担
す
る

③

単
独
地
中
化
方
式

全
額
電
線
管
理
者
が
負
担
す
る
。

2

3
①
③
の
地
域
で
あ
っ
て
、
需
要
密
度
が
比
較
的

高
位
で
安
定
し
て
い
る
地
域
等
3
の
①
に
準
じ
た
地

域

o

①

キ
ャ
ブ
シ
ス
テ
ム

道
路
管
理
者
は
、
上
記
の
①
の
費
用
に
加
え
、

電
線
管
理
者
の
行
う
設
備
の
移
設
費
用
に
対
し
て

一
部
補
償
を
行
う
。

②

自
治
体
管
路
方
式

上
記
①
②
に
同
じ

③

例
え
ば
以
下
の
地
域
で
あ
っ
て
、
需
要
密
度
が
比

…

較
的
低
い
な
ど
上
記
○
ま
た
は
②
の
い
ず
れ
の
地
域
…　

に
も
該
当
し
な
い
も
の
の
、
地
中
化
の
実
施
に
係
る

…　

技
術
的
問
題
が
回
避
で
き
る
地
域
に
つ
い
て
は
、
地

中
化
方
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
則
と
し
て
全
額
要
請

者
が
負
担
す
る
。

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
地
域

歴
史
的
風
土
保
存
･
形
成
地
区

風
致
地
区
･
美
観
地
区

国
際
観
光
施
設
周
辺
地
域

等

-r----!‘-----------------‐◆‐-------------"‘-----------------‐-'‘--------

費
用
負
担
の
在
り
方

1

3
0
①
ま
た
は
②
の
地
域

①
キ
ャ
ブ
シ
ス
テ
ム

従
前
と
同
様
、
電
線
管
理
者
及
び
道
路
管
理
者
が

負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

②
自
治
体
管
路
方
式

前
述
し
た
と
お
り
、
自
治
体
管
路
方
式
と
は
、
管

路
の
設
置
を
自
治
体
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ



と
か
ら
そ
れ
に
要
す
る
費
用
は
自
治
体
が
負
担
す
る

こ
と
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
管
路
設
置
に
伴
う
、
土
木
費
及
び
管

路
設
備

(マ
ン
ホ
ー
ル
類
、
引
き
込
み
管
等
を
含

む
。)
等
は
自
治
体
が
負
担
し
、
残
り
の
ケ
ー
ブ
ル

等
電
線
管
理
者
の
資
産
と
な
る
施
設
に
要
す
る
費
用

を
電
線
管
理
者
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
。

③
単
独
地
中
化
方
式

従
前
と
同
様
、
全
額
電
線
管
理
者
が
負
担
す
る
。

2

3
0
③
の
地
域
で
あ
っ
て
、
需
要
密
度
が
比
較
的
高

位
で
安
定
し
て
い
る
地
域
等
3
0
①
に
準
じ
た
地
域

①
キ
ャ
ブ
シ
ス
テ
ム

需
要
密
度
を
満
足
し
な
い
地
域
で
は
あ
る
が
需
要

密
度
が
比
較
的
高
位
で
安
定
し
て
い
る
地
域
等
に
お

い
て
、
キ
ャ
ブ
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
地
中
化
を
実
施
す

る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
電
線
管
理
者
が
負
担
す
る
地

中
化
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
現
に
道
路
を
占
用
し

て
い
る
架
空
線
、
電
柱
等
の
施
設
を
地
下
に
移
設
す

る
た
め
に
要
す
る
費
用

(電
線
管
理
者
の
資
産
と
な

る
材
料
費
等
は
除
く
。)
の
一
部
を
道
路
管
理
者
が

補
償
す
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
需
要
密
度
は
電
線
管
理
者
に
お
い
て
、
把

握
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
道
路
管
理
者

が
補
償
を
行
う
際
に
は
、
電
線
管
理
者
に
対
し
需
要

密
度
の
算
定
方
法
等
の
提
示
を
求
め
、
需
要
密
度
の

算
定
根
拠
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

②
自
治
体
管
路
方
式

①
②
に
同
じ

③

全
額
要
請
者
負
担

昭
和
六
〇
年
の
委
員
会
報
告
に
お
い
て
も
、
要
請

者
負
担
に
よ
る
地
中
化
に
つ
い
て
の
制
度
は
お
か
れ

て
い
た
が
維
持
管
理
を
含
め
具
体
的
方
法
、
内
容
等

に
つ
い
て
の
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
実
際
の
適
用
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
も
の
で
あ

る
。今

回
、
管
路
の
敷
設
費
用
等
に
つ
い
て
、
全
額
要

請
者
が
負
担
す
れ
ば
、
電
線
管
理
者
は
地
中
化
に
応

じ
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
今
回
の
会
議
報
告
に
お

い
て
改
め
て
全
額
要
請
者
負
担
に
関
す
る
規
定
が
置

′

′

か
れ
た
が
、
要
請
者
負
担
費
用
か
ら
、
架
空
線
供
給

費
用
相
当
分
は
除
か
れ
る
の
が
公
平
の
観
点
か
ら
妥

当
で
あ
る
と
と
も
に
、
維
持
管
理
費
に
つ
い
て
も
協

定
等
で
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

-
6

個
別
課
題
へ
の
対
応
方
策

…

電
線
類
の
地
中
化
を
円
滑
に
推
進
し
て
い
く
た
め
、
…

…

占
用
料
軽
減
措
置
の
延
長
及
び
拡
充
、
浅
層
埋
設
化
…

-

等
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
地
中
化
を
さ
ら
に
…

　

　

…
推
進
す
る
た
め
の
技
術
的
課
題
等
を
引
続
き
検
討
す

…

…

る
も
の
と
す
る
。

6

個
別
課
題
へ
の
対
応
方
策

○

税
制
の
拡
充
及
び
延
長

①
国
税

(所
得
税
･
法
人
税
)

税
制
の
特
例
対
象
と
し
て
、
先
行
地
中
化
施
設
に

つ
い
て
も
追
加
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

②
地
方
税

(固
定
資
産
税
)

国
税
と
同
様
、
税
制
の
特
例
対
象
に
先
行
地
中
化

施
設
を
追
加
し
て
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
適
用
期

限
を
二
年
延
長
さ
れ
た
。

⑦

占
用
料
軽
減
措
置
の
延
長
及
び
拡
充

道
路
の
上
空
に
、
設
置
さ
れ
て
い
る
電
線
類
を
撤

去
し
、
地
中
化
を
行
っ
た
施
設

(地
上
機
器
を
除

く
。)
の
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
占
用
許
可
日
以
降
五

年
間
は
、
政
令
で
定
め
る
額
の
1
/
3
に
減
額
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
措
置
の
適
用
を
延
長

す
る
と
と
も
に
、
ト
ラ
ン
ス
等
の
地
上
機
器
に
も
こ

の
措
置
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
拡
充
を
図

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

③

浅
層
埋
設
化

歩
道
部
の
地
下
に
お
け
る
埋
設
深
度
に
つ
い
て
は
、

各
道
路
管
理
者
に
お
い
て
、
道
路
法
施
行
令
等
の
規

定
を
も
と
に
、
現
地
の
状
況
、
他
の
占
用
物
件
と
の

関
係
等
、
道
路
管
理
上
、
支
障
の
有
無
を
判
断
し
、

そ
れ
ぞ
れ
基
準
を
設
け
埋
設
深
度
を
決
定
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
一
部
の
道
路
管
理
者
に
お
い
て



安
易
に
深
い
埋
設
深
度
を
設
定
し
て
い
る
向
き
も
聞

か
れ
る
こ
と
か
ら
施
行
令
等
の
趣
旨
を
再
確
認
し
地

中
化
費
用
の
節
減
を
図
る
た
め
、
道
路
管
理
上
特
に

支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
箇
所
に
お
い
て
は
、
原

則
○
･
六
m
の
埋
設
深
度
を
採
用
す
る
こ
と
を
明
記

す
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
そ
の
際
、
埋
設
深
度
を
決
定
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
マ
ウ
ン
ト
ア
ッ
プ
構
造
の
歩
道
に
お
け
る

将
来
的
な
切
下
げ
計
画
等
と
十
分
調
整
し
、
そ
れ
ら

の
頂
都
と
路
面
と
の
距
離
が
○
･
六
m
以
下
と
な
ら

な
い
よ
う
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
当
然
の
こ

と
で
あ
る
。

ま
た
、
占
用
許
可
に
あ
た
っ
て
は
、
道
路
工
事
等

に
よ
り
当
該
埋
設
物
件
が
支
障
と
な
っ
た
場
合
に
は
、

電
線
管
理
者
の
負
担
に
よ
り
移
設
を
行
う
旨
の
条
件

を
付
す
こ
と
が
望
ま
し
い
。

そ
の
他
の
技
術
的
課
題

上
記
に
述
べ
た
支
援
策
等
の
ほ
か
技
術
的
課
題
と

し
て

①

キ
ャ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
蓋
の
軽
量
化

②

キ
ャ
ブ
構
造
の
検
討

③

仮
復
旧
方
法

④

残
土
理
戻
し

等
、
今
後
、
地
中
化
を
強
力
に
推
進
す
る
た
め
、

引
続
き
検
討
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

地
方
自
治
体
に
対
す
る
財
政
支
援
措
置

地
方
自
治
体
が
、
キ
ャ
ブ
シ
ス
テ
ム
及
び
自
治
体

管
路
方
式
に
よ
り
、
地
中
化
事
業
を
行
う
場
合
、
当

該
自
治
体
が
負
担
す
る
費
用
に
対
し
、
一
般
事
業
債

を
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

本
誌
は
、
平
成
二
年
四
月
の
創
刊
以
来
、
皆
様
の
御
支
援
を
頂
い
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の

度
、
誌
面
の
な
お
一
層
の
充
実
の
た
め
、
読
者
の
皆
様
方
か
ら
の
原
稿
を
掲
載
す
る
コ
ー
ナ

J
を
設
け
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。

日
頃
道
路

･
道
路
行
政
に
対
し
て
感
じ
て
い
る
こ
と
、
現
場
か
ら
の
生
の
話
題
、
ユ
ニ
ー

ク
な
試
み
、
海
外
へ
の
出
張
報
告
等
、
そ
れ
ぞ
れ
の
御
立
場
か
ら
自
由
に
テ
ー
マ
を
選
び
、

四
0
0
字
詰
め
原
稿
用
紙
五
ー
一
〇
枚
程
度
に
ま
と
め
て
く
だ
さ
い
。

奮
っ
て
の
御
応
募
お
待
ち
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
投
稿
原
稿
の
採
否
、
掲
載
号
、
送
り
ガ
ナ
等
文
章
表
現
に
つ
き
ま
し
て
は
、
事
務

局
に
御
一
任
下
さ
い
。
掲
載
原
稿
に
つ
き
ま
し
て
は
、
薄
謝
を
進
呈
い
た
し
ま
す
。

宛
先

千
一
〇
〇

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
ニ
ー
一
-
三

建
設
省
道
路
局
路
政
課
内

｢道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
｣
事
務
局



は
じ
め
に

道
路
交
通
管
理
統
計
調
査
は
、
建
設
省
道
路
局
が
全
国

の
道
路
管
理
者
の
協
力
を
得
て
毎
年
実
施
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
今
回
も
そ
の
取
り
ま
と
め
作
業
が
終
了
し
た
の

で
、
そ
の
概
要
を
紹
介
し
た
い
。

調
査
は
、
全
国
の
道
路
法
上
の
道
路
に
つ
い
て
、
道
路

交
通
管
理
の
実
態
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
社

会
･
経
済
状
態
の
変
化
に
対
応
し
、
道
路
交
通
の
実
戦
に

即
し
た
望
ま
し
い
管
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
研
究
す
る
た

め
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
今
回
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
平
成
二
年
度

調
査
は
、
原
則
と
し
て
平
成
三
年
四
月
一
日
現
在
の
道
路

交
通
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
、
計
数
的
に
調
査
し
た
も
の

で
あ
る
。

な
お
、
本
文
お
よ
び
表
中

｢都
市
高
速
道
路
公
団
等
｣

と
あ
る
の
は
、
首
都
高
速
道
路
公
団
、
阪
神
高
速
道
路
公

団
、
名
古
屋
高
速
道
路
公
社
お
よ
び
福
岡
北
九
州
高
速
道

路
公
社
を
、
｢都
市
高
速
道
路
等
｣
と
あ
る
の
は
、
首
都
高

速
道
路
、
阪
神
高
速
道
路
、
名
古
屋
高
速
道
路
お
よ
び
福

岡
北
九
州
高
速
道
路
を
、
ま
た
、
｢県
公
社
等
｣と
あ
る
の

は
、
土
木
部
企
業
局
お
よ
び
地
方
道
路
公
社
を
指
す
。

一
道
路
管
理
延
長
の
現
状

平
成
三
年
四
月
一
日
現
在
に
お
け
る
道
路
管
理
延
長
の

状
況
を
み
る
と
、
全
国
の
道
路
管
理
延
長
は
て

一
四
七
、

三
六
二
･
二
懸
で
あ
っ
て
、
前
年
度
に
比
べ
て
約
二
･
五

%
増
加
し
て
い
る
。

道
路
種
別
で
は
、
市
町
村
道
が
九
六
三
、
七
四
五
･
一

如
と
総
延
長
の
約
八
四
%
を
占
め
、
以
下
都
道
府
県
道
の

一
二
九
、
七
六
一
･
六
如
、
指
定
区
間
外
一
般
国
道
の
二

六
、
一
一
二
･
九
如
の
順
に
な
っ
て
い
る

(表
1
)。

二

道
路
交
通
管
理
の
現
況

1

道
路
管
理
用
車
両
の
保
有
状
況
お
よ
び
道
路
監
理
員

の
任
命
状
況

パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
一
台
当
た
り
の
道
路
管
理
延
長
を
み

る
と
、
全
国
平
均
で
二
〇
三
･
六
如
で
あ
る
が
、
道
路
管

理
者
別
で
は
、
都
市
高
速
道
路
公
団
等
が
二
･
九
蹴
と
最

も
短
く
、
次
い
で
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
四
･
三
虹
、

日
本
道
路
公
団
の
六
･
八
如
、
県
公
社
等
の
一
0
･
七
如

の
順
に
な
っ
て
い
る
。

逆
に
パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
一
台
当
た
り
の
道
路
管
理
延
長

が
長
い
の
は
、
市
町
村
の
三
三
八
･
七
楓
、
指
定
市
の
一

七
七

･
九
如
と
な
っ
て
い
る
。

攣
戚
二
筆
廳
週
騰
秦
週
管
理

統
計
調
鱸
結
果
◎
柳
嚢
幅
つ
い
で

建
設
省
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
企
画
係



こ
の
よ
う
に
、
市
町
村
で
は
、
都
市
高
速
道
路
公
団
等

に
比
べ
、
約
一
一
七
倍
の
管
理
延
長
と
な
っ
て
お
り
、
パ

ト
ロ
ー
ル
カ
ー
一
台
当
た
り
の
管
理
範
囲
が
広
域
に
わ
た

っ 卜 に
て ロ 比 こ
い l べ の

表 l 道路管理延長の現状
＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼

項

＼

目

道路種別
道路管理延長(km )

沿道状況別延長(km )

市街部(D I D ) 市街部(その他) 平 地 部 山 地 部

高速自動車国道 4,869.4 221.6 389.2 2,049 ,7 2 ,208 ,9

本州四国連絡道路 107,4 0･0 2.4 50.6 54 ,4

都市高速道路等 465.2 410.3 38.3 l6.6 0･0

ー般 指定区間内 20,113,3 2,973.6 3,009.4 10,016.8 4,113.5

国道 指定区間外 26,112.9 1,989.6 3,622.4 9 ,923.9 10,391.1

都道府県道 129,761.6 9,647 .O l4,0115 55,l13.5 50,361.9

市町村道 963,745.1

般

料

路

一

右

道

日本道路公団管理 674.8 102.6 65,3 149 .O 357 .9

土木部企業局管理 399.8 4 .7 4.O 22,O 369.1

地方道路公社管理 1,u 2 .7 20 .3 45.2 301.6 745.6

合 計 1,147,362 ,2 15,369 ,7 21,187 .7 77,643.7 68,602,4

表 2 パトロールカー保有台数と道路監理員任命数(平成 3 年 4 月 1日)
　　 　　
の 逆 っ
は に て

逆
に
道
路
監
理
員
一
人
当
た
り
の
道
路
管
理
延
長
が
長

い
の
は
、
市
町
村
の
八
八
･
九
如
、
指
定
市
の
三
三
･
四

ま
た
、
道
路
監
理
員
一
人
当
た
り
の
道
路
管
理
延
長
を

み
る
と
、
全
国
平
均
で
三
九
･
七
畑
で
あ
る
が
、
道
路
管

理
者
別
で
は
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
お
よ
び
都
市
高
速

道
路
公
団
等
が
○
･
七
如
と
最
も
短
く
、
次
い
で
、
日
本

道
路
公
団
の
一
･
八
虹
、
県
公
社
等
の
三
･
四
如
の
順
に

し、

る≧〆
パトロール力-

保有台数

(台)

パトロール力 -

1台当たり

の管理延長

(km )

道路管理員

任命数

(人)

道路管理員

1 人当たり

の管理延長

(km )

日本道路公団 820 6 .8 3,161 1.8

本州四国連絡橋公団 25 4.3 165 0 ･7

都市高速道路公団等 159 2.9 685 0 ･7

地方建設局等 560 35.9 2,572 7 ,8

都道府県 948 161.O lo,079 15 1

指定市 266 177 .9 1,419 33.4

市町村 2,7l5 338.7 10,345 88.9

県公社等 142 10･7 443 3.4

計 5,635 203.6 28,869 39 .7

注 道路管理員とは、 道路法第71条第 5 項の規定により、 道路管理者力きその職員のう
ちから命じた者をいう。 四

2 管 管 お km
理 理 よ こ と

道 範 延 び の な
路 園 長 都 よ っ
パ が と 市 う て
ト 広 な 高 に い
口 域 っ 速 、 る
l に て 道 市 o

ル わ お 路 町
の た り 公 村

こ
の
よ
う
に
、
市
町
村
で
は
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団

平
成
二
年
一
〇
月
に
お
け
る
日
常
パ
ト
ロ
ー
ル
の
実
施

状
況
は
、
全
体
で
延
時
間
が
三
四
八
、
一
一
九
時
間
、
延

距
離
数
が
五
、
九
六
三
、
七
一
二
如
で
あ
る
が
、
道
路
管

理
者
別
に
み
る
と
、
延
時
間
で
は
市
町
村
に
よ
る
も
の
が

一
三
三
、
九
七
四
時
間
で
最
も
多
く
、
次
い
で
都
道
府
県

の
一
〇
四
、
二
一
六
時
間
、
地
方
建
設
局
等
の
四
六
、
七

五
四
時
間
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
延
距
離
数
で
も

て 日 長 市 五 の 一
い 本 く 町 四 一 =

る 道 、 村 時 ○ 三

日
本
道
路
公
団
の
一
、
四
三
五
、
八
六
二
虹
の
順
と
な
っ

に

、 村 時 0 三
次 に 間 四 ･

い よ の 、 九
で る 順 二 七
都 も と 一 四
道 の な 六 時
府 が っ 時 間
県 一 て 間 で
の 、 し＼ 、 日

管
理
延
長
一
如
当
た
り
の
日
常
パ
ト
ロ
ー
ル
の
延
時
間

を
み
る
と
、
都
市
高
速
道
路
公
団
等
が
約
二
三
時
間
で
最

も
多
く
次
い
で
、
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
の
約
一
四
時
間
、

日
本
道
路
公
団
、
県
公
社
等
の
約
五
時
間
の
順
に
な
っ
て

お
り
、
市
町
村
の
約
0
･
二
時
間
が
最
も
少
な
い
。
ま
た
、

管
理
延
長
に
対
す
る
日
常
パ
ト
ロ
ー
ル
の
延
距
離
数
の
比

も に
同 対

　　
　　
　　
3 ロ
　 　

　　

の
延

　
の
比

た り 公
っ 、 団
て 道 等
い 路 に
る 監 比
( 理 べ
表 員 、

2 ー 約
　 　 　

当 ニ
た 七
り 倍

t の の

　　
る 施
日 状
常 況
ノぐ

一 五

五 一

五 三

五 〇
七 km
一 で、

km 最
、 も



表 3 道路パトロールの実施状況( 2 年 10月実績)

ふ
ハ ト ロ ー ル

長

し
“

延

マ
数
理

離
管

口

翻
/

野

鉤

r

数

夜

離延延時間数(時間) 閉

1k

やす

1

印

長

の
数

延

り
間

理
た
時

管
当

延 延距離数(km)

延距離数

/ 管理延長 延距離数(km)

n 本道路公

梵 靭 鰡 郷 鱗
336

.
36

本州四国連絡橋公団 廓 纖 47
,
776

翻 顔 鰡都市高速道路等 10
,
602 22

,
79

鯖 " 蹴 鰄地方建設局等

雛 捌 ㈱ 鰓 翻 鰡
都道府県

礪 鵤 蝉 郷 燃 鰍
指定市

翔 ㈱ 聯 溜 榔 鵤
市町村 133

,
974 鵤 鞠 贓 鯖 ㈱

県公社等 7
,
858 勤 蟠 鬱 ^ 蹴 “

合 計

棘 … 蹴 " 紳 新
一一

3

道
路
モ
ニ
タ
ー
の
設
置
状
況

道
路
モ
ニ
タ
ー
の
設
置
状
況
に
つ
い
て
み
る
と
、
平
成

三
年
四
月
一
日
現
在
、
道
路
種
別
で
は
、
指
定
区
間
内
一

般
国
道
で
一
級
モ
ニ
タ
ー
八
三
人
、
二
級
モ
ニ
タ
ー
一
、

一
三
二
人
、
指
定
区
間
外
一
般
国
道
で
一
級
モ
ニ
タ
ー
一

六
八
人
、
二
級
モ
ニ
タ
ー
八
四
二
八
、
都
道
府
県
道
で
一

級
モ
ニ
タ
ー
五
七
一
人
、
二
級
モ
ニ
タ
ー
一
、
六
二
六
人

と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
モ
ニ
タ
ー
の
通
報
回
数
に
つ
い
て
は
、

一
級
モ

ニ
タ
ー
で
は
、
指
定
区
間
内
一
般
国
道
の
七
七
三
回
が
最

も
多
く
、
次
い
で
都
道
府
県
道
の
六
八
三
回
、
指
定
区
間

外
一
般
国
道
の
二
五
四
回
の
順
に
な
っ
て
お
り
、
二
級
モ

ニ
タ
ー
で
は
、
指
定
区
間
内
一
般
国
道
の
七
、
五
二
七
回
、

都
道
府
県
道
の
二
、
九
一
二
回
、
指
定
区
間
外
一
般
国
道

の
一
、
三
四

一
回
の
順
に
な
っ
て
い
る
。

モ
ニ
タ
ー
一
人
当
た
り
の
通
報
回
数
で
み
る
と
、
指
定

区
間
内

一
般
国
道
の

一
級
モ
ニ
タ
ー
に
よ
る
も
の
が
、

九
･
三
回
と
最
も
多
く
、
以
下
、
指
定
区
間
内
一
般
国
道

の
二
級
モ
ニ
タ
ー
に
よ
る
も
の
の
六

･
六
回
、
都
道
府
県

道
の
二
級
モ
ニ
タ
ー
に
よ
る
も
の
の
一
･
八
回
の
順
に
な

っ
て
お
り
、
市
町
村
道
の
二
級
モ
ニ
タ
ー
に
よ
る
も
の
の

○
･
二
回
が
最
も
少
な
い
。

モ
ニ
タ
ー
の
通
報
に
基
づ
い
て
実
施
し
た
通
行
規
制
回

数
を
み
る
と
、
通
行
注
意
回
数
に
つ
い
て
は
、
指
定
区
間

内
一
般
国
道
の
三
九
三
回
、
通
行
止
回
数
に
つ
い
て
は
、

都
道
府
県
道
の
二
五
〇
回
が
そ
れ
ぞ
れ
最
も
多
く
、
特
に

都
道
府
県
道
に
お
け
る
情
報
収
集
に
お
い
て
モ
ニ
タ
ー
の

果
た
し
て
い
る
役
割
が
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
最
近
は
道
路
モ
ニ
タ
j
の
人
数
が
減
少
す
る
傾
向

に
あ
る
が
、
異
常
気
象
時
等
に
お
け
る
事
故
の
発
生
を
防

止
す
る
た
め
に
も
、
よ
り
一
層
の
活
用
が
望
ま
れ
る

(表

4
)
0

4

道
路
情
報
管
理
施
設
等
の
設
置
状
況

道
路
情
報
管
理
施
設
等
の
設
置
状
況
に
つ
い
て
、
道
路

種
別
に
み
て
み
る
。

道
路
情
報
板
の
設
置
状
況
を
み
る
と
、
表
示
板
に
よ
り

表
示
す
る
C
型
が
依
然
と
し
て
最
も
多
く
、
全
体
の
約
三

九
･
三
%
を
占
め
て
い
る
。
な
か
で
も
都
道
府
県
道
で
は

C
型
が
約
七
割
を
占
め
て
い
る
。

道
路
情
報
板
の
道
路
管
理
延
長
に
対
す
る
平
均
設
置
間

隔
を
み
る
と
、
都
市
高
速
道
路
等
が
約
○
･
六
輌
と
最
も

短
く
、
続
い
て
本
州
四
国
連
絡
道
路
、
日
本
道
路
公
団
管

理
一
般
有
料
道
路
の
約
一
･
三
畑
、
高
速
自
動
車
国
道
の

二
･
二
蝋
の
順
に
な
っ
て
お
り
、
都
市
高
速
道
路
等
に
お

い
て
き
め
の
細
か
い
情
報
提
供
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

道
路
管
理
者
が
設
置
し
て
い
る
道
路
標
識
に
つ
い
て
み

3

る
と
、
総
設
置
総
数
は
一
、
六
五
三
、
四
一
三
本
と
な
っ

セ

て
お
り
、
都
道
府
県
道
、
市
町
村
道
で
こ
の
う
ち
の
約
七

断

二
%
を
占
め
る
。
標
識
の
種
類
別
で
は
、
警
戒
標
識
が
六

　　

九
七
、
四
七
五
本
で
最
も
多
く
、
以
下
案
内
標
識
の
五
二

ノ



表 4 道路モニターの設置及び活動状況(平成 3 年 4月 1日現在)

モニター 1人当たり
通報回数 (回)

モニターの通報に

基づいて実施した

通行規制

,ふ
き
~処

計‐ 1級

モニター

2 級

モニター
2扱

モニター

0

2級
モニター 通行注意 通行 1と

高速自動車国道 0

本州四国連絡道路

都市高速道路等

0 0 ハU

nV0 0

ー般

国道

指定区間内 83 1,132 1,215

1'010

773

254

7,527 8,300 9 .3 6.6 393 7

1,341 1,595 1.5 1,6 76 44指定区間外 168 842

都道府県道 571 1,626 2,197 683 2,912 3,595 1.2 1,8 197 250

市町村道 19 994

0

1,013

0

3 1,178 L 181 0 .2 1.2 36 15

ー自費

有料

H 本道路公団 0

県公社等 14 11 0 0 0 ･0 0･0

lo,046 11,076 3 .6 3.4 505 66284 2,979

25 0

3,263 1,030

道
路
管
理
者
の
設
置
す
る
道
路
標
識
の
道
路
管
理
延
長

に
対
す
る
平
均
設
置
間
隔
を
み
る
と
、
都
市
高
速
道
路
等

が
約
0
･
0
三
如
と
最
も
短
く
、
続
い
て
本
州
四
国
連
絡

道
路
の
約
○
･
0
四
畑
、
地
方
道
路
公
社
管
理
一
般
有
料

道
路
の
約
○
◆
0
六
畑
の
順
に
な
っ
て
お
り
、
市
町
村
の

約
一
･
三
九
如
が
最
も
長
い

(表
5
)。

車
両
監
視
装
置
や
気
象
観
測
装
置
等
の
設
置
状
況
に
つ

い
て
み
る
と
、
車
両
監
視
用
テ
レ
ビ
や
交
通
量
測
定
器
は
、

高
速
自
動
車
国
道
や
都
市
高
速
道
路
等
で
多
く
設
置
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
道
路
に
お
い
て
交
通
量
、

交
通
流
の
状
況
の
適
格
な
把
握
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。

一
方
、
雨
量
計
、
気
温
、
雪
、
路
面
凍
結
等
の
気
象
観

る

二
、
五
〇
五
本
、
規
制
標
識
の
三
四
三

四
四
二
本
、
指

示
標
識
の
九
一
、
九
九
一
本
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
な
か

で
も
、
指
定
区
間
外
一
般
国
道
、
都
道
府
県
道
、
お
よ
び

市
町
村
道
で
は
、
警
戒
標
識
の
占
め
る
割
合
が
高
く
な
っ

て
お
り
、
総
設
置
本
数
に
対
す
る
割
合
は
、
都
道
府
県
道

で
は
約
五
○
%
、
市
町
村
道
で
約
四
三
%
、
指
定
区
間
外

一
般
国
道
で
は
約
四
二
%
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
高
速

自
動
車
国
道
、
本
州
四
国
連
絡
道
路
、
都
市
高
速
道
路
等

お
よ
び
指
定
区
間
内
一
般
国
道
に
お
い
て
は
、
案
内
標
識

の
占
め
る
割
合
が
高
く
、
総
設
置
本
数
に
対
す
る
割
合
は
、

指
定
区
間
内
一
般
国
道
で
は
約
五
八
%
、
高
速
自
動
車
国

道
で
は
約
四
八
%
、
都
市
高
速
道
路
等
で
は
約
四
七
%
と

な
っ
て
お
り
、
積
極
的
に
利
用
者
の
便
宜
を
図
っ
て
い
る

表 5 道路情報板 ･道路標識の設置状況

道 路 標 識

警 戒 規 制 指 示 計 平均設置

標 識 標 識 標 識 間隔 & m )

18,524 3,716 66,070

5,733 1,145 l7,247

8,4l2 7,838 198,435

62,094 12,041 3,830 146,112

45,171 16,075 497,423

298,145 237,906 57,766 694,791

L 080 2,648 826 7,366 0.09

l-776 2,230

4,306 7,754 619 18,374 0.06

697,475 341,442 91,991 1-653,413

B
刑工
一
部
"

C

脱
609

8

案 内
標 識

31,543

1'101

8,130

114,217

68-147

188β99

100,974

2,812

84

0 44

161

1,009

2,826

149

195

820

2,303

2,058

41 37

249

533

攝
三
脚-“

8.7

12.7

31 4

3,870.5

1.3212

5

l63

54 70 5.7

2,1

88.O

987

5,695

522,505

143 523

＼＼ 項目

＼＼
道路種別j ＼＼
高速自動車道

本州四国連絡道路

都市高速道路等

一般 指定区間内

国道 指定区間外

都道府県道

市岡村道

般

料

路

一

目

道

(日本道路公団)

土不都企業局

地方道路公社

計 4,245

道行セ 92,3 ノタ



測
装
置
は
、
都
道
府
県
道
や
市
町
村
道
に
お
い
て
多
く
設

行
注
意
回
数
一
、
二
三
六
回
の
約
三
･
四
倍
、
市
町
村
道

増
加
し
て
お
り
、
次
い
で
雪
崩
に
よ
る
も
の
が
約
三
一
八

置
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
れ
ら
の
道
路
に
お
い
て
は
、

気
象
状
況
に
関
す
る
デ
ー
タ
の
収
集
が
よ
り
重
視
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
路
側
通
信
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
高
速
自
動

車
国
道
に
お
い
て
三
八
区
間
、
都
市
高
速
道
路
等
に
お
い

て
二
五
区
間
、
指
定
区
間
内
一
般
国
道
に
お
い
て
六
一
区

間
等
と
な
っ
て
お
り
、
全
体
で

一
六
六
区
間
と
な
っ
て
い

る

(表
6
)。

5

異
常
気
象
時
に
お
け
る
通
行
規
制
状
況

平
成
二
年
度
の
異
常
気
象
時
に
お
け
る
通
行
規
制
状
況

を
み
る
と
、
通
行
注
意
回
数
は
、
総
回
数
が
五
九
、
一
一

八
回
で
、
道
路
種
別
で
は
、
高
速
自
動
車
国
道
が
五
0
、

二
二
一
回
と
全
体
の
約
八
五
%
を
占
め
、
次
い
で
指
定
区

間
内
一
般
国
道
の
一
、
七
九
七
回
、
県
公
社
等
管
理
一
般

有
料
道
路
の
一
、
七
八
二
回
と
な
っ
て
い
る
。
昨
年
度
と

比
べ
る
と
、
総
回
数
で
通
行
注
意
回
数
が
約
三
七
%
、
通

行
止
回
数
が
約
五
七
%
増
加
し
て
い
る
。

ま
た
、
通
行
止
回
数
で
は
総
通
行
止
回
数
九
、
九
〇
四

回
の
う
ち
、
都
道
府
県
道
が
四
、
二
一
九
回
、
市
町
村
道

が
三
、
六
一
七
回
と
な
っ
て
お
り
、
都
道
府
県
道
、
市
町

村
道
で
全
体
の
約
七
九
%
を
占
め
て
い
る
。
(な
お
、
高
速

自
動
車
国
道
に
お
け
る
通
行
止
回
数
は
四
二
二
回
で
通
行

注
意
回
数
五
○
、
二
二
一
回
の
約
一
一
九
分
の
一
、
都
道

府
県
道
に
お
け
る
通
行
止
回
数
は
約
四
、
ニ
ー
九
回
で
通

に
お
け
る
通
行
止
回
数
は
三
、
六
一
七
回
で
通
行
注
意
回

数
一
、
七
四
一
回
の
約
二
･
一
倍
と
な
っ
て
い
る
ご

通
行
規
制
回
数
を
事
前
お
よ
び
事
後
別
に
み
る
と
、
通

行
注
意
回
数
で
は
、
総
規
制
回
数
の
中
で
事
前
規
制
の
占

め
る
割
合
に
つ
い
て
は
、
本
州
四
国
連
絡
道
路
が
一
〇
0

%
で
最
も
高
く

(都
市
高
速
道
路
等
に
お
い
て
は
総
通
行

注
意
回
数
自
体
が
0
回
)、次
い
で
日
本
道
路
公
団
管
理
一

般
有
料
道
路
の
約
九
七
%
、
高
速
自
動
車
国
道
の
約
九
六

%
、
指
定
区
間
内
一
般
国
道
の
約
八
七
%
の
順
と
な
っ
て

お
り
、
市
町
村
道
が
約
一
三
%
で
最
も
低
く
な
っ
て
い
る
。

通
行
止
回
数
で
は
、
本
州
四
国
連
絡
道
路
が
一
〇
0
%
で

最
も
高
く
、
次
い
で
県
公
社
等
管
理
一
般
有
料
道
路
の
約

八
二
%
、
日
本
道
路
公
団
管
理
一
般
有
料
道
路
の
約
七
七

%
、
高
速
自
動
車
国
道
の
約
六
九
%
の
順
に
な
っ
て
お
り
、

市
町
村
道
が
約
一
四
%
で
最
も
低
く
な
っ
て
い
る
。

通
行
規
制
状
況
を
原
因
別
で
み
る
と
、
通
行
注
意
回
数
、

通
行
止
回
数
と
も
に
、
豪
雨
に
よ
る
も
の
の
割
合
が
最
も

高
く
、
通
行
注
意
回
数
の
約
四
八
%
、
通
行
止
回
数
の
約

七
七
%
を
占
め
て
い
る
。

平
成
元
年
度
に
比
べ
る
と
、
通
行
注
意
回
数
で
は
地
吹

雪
に
よ
る
も
の
が
約
五
四
五
%
増
加
し
て
お
り
、
次
い
で

波
浪
に
よ
る
も
の
が
約
一
七
九
%
、
霧
に
よ
る
も
の
が
約

六
七
%
、
豪
雨
に
よ
る
も
の
が
約
五
0
%
増
加
し
て
い
る
。

反
対
に
路
面
凍
結
に
よ
る
も
の
は
約
一
0
%
減
少
し
て
い

る
。
通
行
止
回
数
で
は
強
風
に
よ
る
も
の
が
約
三
三
八
%

%
、
地
震
に
よ
る
も
の
が
約
九
二
%
、
河
川
氾
濫
に
よ
る

も
の
が
約
九
一
%
、
地
吹
雪
に
よ
る
も
の
が
約
九
0
%
、

豪
雨
に
よ
る
も
の
が
約
六
八
%
増
加
し
て
い
る
。
反
対
に

路
面
凍
結
に
よ
る
も
の
は
約
二
七
%
減
少
し
て
い
る

(表

7
、
8
)
0

三

平
成
三
年
度
に
お
け
る
事
前
通
行
規
制
に

つ
い
て
の
一
分
析

ー

事
前
通
行
規
制
区
間
の
状
況

事
前
通
行
規
制
区
間
の
延
長
は
道
路
総
延
長
の
約
二
%

で
あ
り
、
過
去
五
年
間
の
推
移
を
み
て
も
横
ば
い
で
あ
る
。

指
定
区
間
内
一
般
国
道
で
は
約
七
･
五
%
で
あ
り
、
そ

の
う
ち
山
地
部
に
限
る
と
約
二
七
%
で
あ
る
。
指
定
区
間

外
一
般
国
道
で
は
約
二
0
%
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
山
地
部

に
限
る
と
約
四
七
%
で
あ
る
。
都
道
府
県
道
で
は
約
一
一

%
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
山
地
部
に
限
る
と
約
三
○
%
で
あ

る

(表
9
)。

2

道
路
災
害
の
発
生
状
況

平
成
二
年
度
に
お
け
る
通
行
規
制
を
伴
う
道
路
災
害
は

ニ
ベ

0
0
0
件
余
で
あ
っ
て
、
こ
の
う
ち
事
前
規
制
区

間
内
で
発
生
し
た
も
の
は
二
、
四
一
七
件
で
あ
り
、
全
体

の
約

=
%
で
あ
る
。

指
定
区
間
内
一
般
国
道
に
お
い
て
は
道
路
災
害
は
二
五

○
余
件
で
、
こ
の
う
ち
事
前
規
制
区
間
内
で
発
生
し
た
も



表 6 気象観測装置等の設置状況

ぷ
報

表

示

板
園

車両監視装置(台) 路
側
通
信
シ
ス
テ
ム

道
路
交
通
遮
断
装

気 象 観 測 装 置

雨 計 気

温

雪

路

面

凍

結

風

視

程

障

害

車
両
監
視
用
テ
レ
ビ

交 通 量

測 定 器 道 路 管 理 者 そ

の

他

料
金
所

そ
の
他

I テ
タ レ
1 メ

自
記
式

簡
易
式

計

高 速 自 動 車
国 道

〈 871〉

968

〈1,187〉

1,486 102 691 38
〔 0〕

0

( 197 )

287

( 60 )

130
( 4 )

9

( 261)

426

( 0)

3
〔 268〕

41l
〔 107〕

193
〔 200〕

268
〔 256〕

316
〔 117〕

141

本 州 四 国
達 橋

〈 15〉

17

〈 0〉

49 98 16 3
〔 0〕

0
( 5 )

10
( 2 )

2

( 0 )

0
( 7 )

12
( 0)

0
〔 13〕

13
〔 0〕

0
〔 8〕

8
〔 21〕

25
〔 10〕

10

都 市 高 速
道 路 等

〈 45〉

45

〈 233〉

816 324 2,451 25
〔 0〕

73
( 0 )

2
( 3 )

12

( 0 )

0
( 3)

14
( 0)

0
〔 29〕

33
〔 lo〕

10
〔 38〕

40
〔 12〕

23
〔 4〕

4

般

国
道

指 定
区 間 内

〈 721
777

〈 183〉

413 0 881 61
〔 41〕

572
( 203 )

495
( 15)

219
( 0)

5
( 218)

719

( 0)

28
〔 205〕

477
〔 212〕

433
〔 128〕

361
〔 118〕

247
〔 9〕

12

指 定

区 間 外

〈 335
390

〈 32〉

32 0 18 17
〔 0〕

108
( 31)

42
( 51)

76
( 12)

43
( 94)

161

( 0)

154
〔 8〕

95
〔 7〕

121
〔 8〕

76
〔 4〕

10
〔 2〕

4

都 道 府 県 道 〈 143
244

〈 42〉
42 0 45 6

〔 14〕
544

( 65)

142
( 143 )

287

( 51)

82

( 259)

511

( 0)

448
〔 9〕

350

〔 16〕
521

〔 22〕
78

〔 1〕
23

〔 0〕
0

市 町 村 道 〈 32
63

〈 0〉

4 0 21 1
〔 13〕

114
( 17 )

107
( 32 )

650
( 5)

160

( 54)

917
( 0)

240
〔 17〕

217
〔 12〕

221
〔 2〕

23
〔 14〕

103
〔 0〕

3

般

有

料

日本道路公団 〈 151

156

〈 173〉

211 4 143 0
〔 0〕

0
( 20 )

27
( 19 )

26

( 2)

4
( 41)

57

( 0)

0
〔 31〕

45
〔 11〕

14
〔 17〕

20
〔 30〕

41
〔 3〕

14

土木部企業局 〈 9〉

9

〈 2〉

3 5 0 0
〔 0〕

29

( 0)

2

( lo)

12
( 0)

0
( 10)

14
( 0)

0
〔 0〕

2
〔 0〕

7
〔 0〕

1

〔 1〕

1
〔 0〕

0

地方道路公社 〈 71〉
75

〈 270〉

349 300 23 15
〔 7〕

131
( 7)

8
( 41)

81
( 2 )

7
( 50)

96
( 0)

3
〔 10〕

49
〔 1〕

20
〔 2〕

18
〔 13〕

36
〔 9〕

11

合 計 〈2,393〉

2,744

〈2,122〉

3,405 833 4,289 166

〔 75〕
1,571

( 545)

1,122
( 376)

1,495
( 76)

310
( 997)

2,927
( 0)

876
〔 590〕

1,692
〔 376〕

1,540
〔 425〕

893
〔 470〕

825
〔 154〕

199

注1 .施設は道路管理者所有に係るもので、 警察等他機関に保管せしめているものを含む。
2‐〔 〕 は遠隔繰作できるものを内書きで示す。
3.〈 〉 はトンネルの管理に伴って設置しているものを内書きで示す。
4‐警報表示板とは、 トンネル事故、 雪崩等の発生を表示し、それ以外の目的のためには機能しない装置で、 通常上部に運転者に対し注意を喚起する点滅灯等を併置したもの

をいう。
5.施設は道路管理者所有に係るもので、 警察等他機関に保管せしめているものを含む。
6. ( ) は異常気象時における通行規制の実施の判定のために用いているものを内書きで表す。



の
は
九
五
件
で
あ
り
、
全
体
の
約
三
七
%
で
あ
っ
て
、
平

成
元
年
度
に
比
べ
て
構
成
比
は
か
な
り
減
少
し
て
い
る
。

指
定
区
間
外
一
般
国
道
に
お
い
て
は
道
路
災
害
は
一
、
一

〇
〇
余
件
、
こ
の
う
ち
事
前
規
制
区
間
内
で
発
生
し
た
も

の
は
五
〇
二
件
で
あ
り
、
全
体
の
約
四
五
%
で
あ
る
。
都

道
府
県
道
に
お
い
て
は
道
路
災
害
は
四
、
二
〇
〇
余
件
で
、

こ
の
う
ち
事
前
規
制
区
間
内
で
発
生
し
た
も
の
は
一
、
四

四
三
件
で
あ
り
、
全
体
の
約
三
四
%
で
あ
る

(表
10
)。

こ
の
よ
う
に
全
体
の
件
数
で
み
る
と
、
事
前
規
制
区
間

内
で
発
生
し
た
道
路
災
害
は
規
制
区
間
外
で
発
生
し
た
災

害
の
八
分
の
一
以
下
で
あ
る
が
、
単
位
道
路
管
理
延
長
当

た
り

(
一
、
○
○
○
如
当
た
り
)
の
発
生
件
数
で
み
る
と
、

全
道
路
に
お
い
て
は
、
事
前
規
制
区
間
内
は
規
制
区
間
外

の
六
倍
以
上
で
あ
る
。

指
定
区
間
内
一
般
国
道
に
お
い
て
は
、
事
前
規
制
区
間

内
で
発
生
し
た
単
位
道
路
管
理
延
長
当
た
り
の
道
路
災
害

は
規
制
区
間
外
の
七
倍
以
上
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
平
成
元

年
度
に
比
べ
て
規
制
区
間
内
の
構
成
比
が
か
な
り
減
少
し

て
い
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
指
定
区
間
外
一
般
国
道
に

お
い
て
は
、
事
前
規
制
区
間
内
で
発
生
し
た
単
位
道
路
管

理
延
長
当
た
り
の
道
路
災
害
は
規
制
区
間
外
の
三
倍
以
上

で
あ
り
、
ま
た
都
道
府
県
道
に
お
い
て
は
約
四
倍
と
な
っ

て
い
る

(表
=
)。

全
道
路
災
害
に
占
め
る
事
前
規
制
区
間
内
で
発
生
し
た

災
害
の
構
成
比
は
、
規
制
区
間
の
取
り
方
の
適
切
さ
の
一

つ
の
目
安
に
な
る
と
考
え
ら
れ
、
今
後
も
よ
り
適
切
な
規

表 7 原因別通行注意回数

道#各種
前~ ＼

原因 豪 雨 地 震 豪 雪 地吹雪 雪 崩 路面凍結 霧 強 風 波 浪 河川氾濫 その他 計

高 疎 自動車

国 道

内 nU nv nU nU nU nU AV nV AV nU nU nV

計 皺
れ 鰔 131 nU 趣 鵺 鰓 nU nU 嫌鰄

本 州 四 国
連 絡 橋

内 nU nU nU nU nV nU nU n〉 nV nU nV nU

計 視 Û QU nU nv n′“ 視 断 nU nU ny 腱
都 市 高 速

道 路 等

内 nV nU nU nU nU nU nU nU AV nV nY nU

計 nU nU nU nv n〕 nu ny nU AV nu nU nU

一

般

国

道

定

内間

指

区

内 129 nU 綿 M 11 344 185 第 20 nU リム 743

上II一言n.
175 nU 49 邱 20 螂 299 “ 鵠 nU 48 朔

定
外間

指
区

内 “ AV 俎 11 nV 84 12 12 m nU 0の 郷
上II
一言n 120 RU 41 11 nU 220 12 13 m nU 31 454

都 道 府県道
内 346 12 爛 にU ▲11 264 119 芻 m 11 狙 937

計 405 12 203 にU 9ム 396 119 " m 4 邱 鱗
市 町 村 道

内 鎚 nU nU nU nu にu nU nU nU QJ nU 第

計 燃 AV 昭 nV 18 90 30 nU 12 “ 芻 鼬
一

般

有

料

路
理

道
管躰

姻
内 nV nU nU nU AV nV nU nV nU nU nU nU

計 994 イ怯 134 AV nV M 225 179 バ畦 nU 第 緘
等
理

社公県
管

内 46 nU 蜷 nU 即 273 276 213 nU nV nU 901

計 的 nU れ に〉 139 724 430 314 m nv nU 遊
合 計

内 688 艶 201 20 劫 970 592 264 40 4 46 燃
計 狄 “ 緘 200 鱒 贓 締 榔 視 “ 躍鰈



表 8 原因別通行止め回数

道路種詞＼＼
原因

豪 雨 地 震 豪 雪 地吹雪 雪 崩 路 面
凍 結 霧 強 風 波 浪 河 川

氾 濫 その他 計-

高速 自 動 車

国 道

内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 5 1且 72 0 0 11 5 0 0 0 15 99

41 5 193 16 0 11 114 16 2 0 24 422

本 州 四 国
連 絡 橋

内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6

都 市 高 速

道 路 等

内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

2 0 0 0 0 9 '･1 2 0 0 0 l4

般

国

道

指 定
区 間 内

内 24 0 0 0 0 0 0 0 18 0 10 52

206 0 0 14 4 0 0 11 22 ･1I▲ 16 264

計 91 0 0 1具 0 0 0 5 24 4 19 144

338 10 3 27 6 0 0 7 31 12 45 479

指 定

区 間 外

内 39 0 0 0 11 11 0 0 0 0 8 49

507 0 18 11 7 22 1驫 1具 4 9 20 590

計 114 11 0 0 14 3 臀具 2 0 2 10 134

818 11 22 1 7 32 4 9 6 27 32 959

都道府 県 道

内 175 14 2 0 1 8 1 0 0 3 10 201

1,599
11▲ 53 6 27 160 4 9 32 30 56 1,977

計 631 3 2 0 2 11 4 6 4 18 14 695

3,397 4 117 114 37 182 13 26 47 182 100 4,219

市 町 村 道

内 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5

143 0 0 0 0 2 0 1 0 9 0 155

計 533 0 0 0 2 19 0 4 1 19 4 582

2,939 2 40 8 21 65 0 48 35 429 30 3,617

般

有

料

日本道路

公団管理

内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 1具 0 1颪 0 0 0 0 0 0 0 0 2

22 14 5 0 0 6 8 9 1 0 0 52

県公社等

管 理

内 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

39 0 2 0 0 13 0 38 0 1 2 95

計 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

51 0 12 1驫 0 17 0 41 9 1 4 136

合 計

内 247 ･1I▲ 2 0 2 9 1 1 18 3 28 312

2,494 11 73 21 38 197 5 50 58 50 94 3,081

計 1,382 5 75 11 5 34 10 17 29 43 62 1,663

7,610 23 392 167 71 322 140 162 131 651 235 9,904



表 9 事前規制区間の状況

道路管理延長(総延長)
(km)(A )

通行規制区間(総延長)
(km)(B )

(B / A )(% )
道路管理延長(山地部)

(km)(C )
通行規制区間(山地部)

(km)(D )
(D / C )(% )

指定区間内一般国道 昭和61年 19,816.9 1,556.6 7.85 痣125.8 1,091.7 26.46

62年 19,923.2 1,559.9 7.83 4,1115 1,186.9 28.87

63年 19,990 2 1,567.O 7.84 41 011 1,171.6 28.57

平成元年 20,040.6 1,525.6 7.61 4-105,3 1,1477 27.96

2年 20,113.3 1,515.9 7.54 4,113.5 1,125.O 27.35

指定区間外一般国道 昭和61年 26,022.3 5,661.6 21.76 11,ool.5 4,989.O 45.35

62年 25,98L 3 5,372.7 20.68 10,792.l 4,863,4 45.06

63年 26,0553 52 81,2 20.27 10,655.1 4,900,2 45.99

平成元年 26,151.7 5,4523 20,85 10,391.7 4,9l5.5 47,30

47.682年 26,112.9 5,3394 20.45 lo,391.l 4,954.1

都道府県道 昭和61年 l26,8l23 15,237.9 l2.02 47,621.9 l3,324.5 27.98

62年 128,029.2 l4,756.3 11.53 48,304.7 12,994.2 26.90

63年 127,836.3 14,8004 11.58 48,l78.2 13,274.1 27.55

平成元年 l27,6985 14,2097 ll.13 49江24,2 l2,970.8 26.40

2年 1297 61.6 l4,995.7 n .56 50,36上9 13,711.7 27.23

全道路 昭和61年 1,107,352.8 23,518.3 2.12 65,814.9 19,893.1 30.23

62年 1,112,985.4 22,649.6 2.04 66,510.2 I9,460.4 29.26

63年 1J 1銭1677 22,731.O 2.04 66,322.4 19,767.4 29,81

29.26平成元年 上119,260.3 23,882.6 2.13 67,200.9 19,660.O

2年 1,147,362.2 22,434.8 1,96 68,602.4 20,260.4 29.53

月:) 全道路に係る山地部の道路管理延長、通行規制区間延長には、市町村道分を除外してある.

表lo 道路災害の発生状況( 1)

規制区間内における
発生件数 (A )

規制区間外における
発生件数 (B )

計‐(A + B ) (A / (A + B ))

(% )

指定区間内一般国道 平成元年度 75 95 170 44.1

2年度 95 161 256 37 ,1

指定区間外一般国道 平成元年度 421 444 865 48 .7

2年度 502 620 1,122 44.7

都道府県道 平成元年度 1,431 2,904 4,335 33,O

2 年度 1,443 2,788 4,231 344

全道路 平成元年度 2,223 18,079 20,302 10 ,9

2‐年度 2,417 19,364 21,781 11･1



制
区
間
を
設
定
し
、
こ
の
構
成
比
を
高
め
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

3

事
前
規
制
区
間
内
に
お
け
る
通
行
規
制
と
交
通
障
害
、

崩
壊
等
の
発
生
状
況

平
成
二
年
度
に
お
け
る
事
前
規
制
区
間
内
で
の
規
制
基

準
に
よ
る
通
行
規
制
を
行
っ
た
回
数
の
う
ち
、
規
制
中
に

実
際
に
交
通
障
害
、
崩
壊
等
が
発
生
し
た
も
の
は
、
全
道

路
平
均
で
は
約
一
八
%
で
あ
り
、
こ
れ
は
平
成
元
年
度
に

比
べ
一
割
近
く
減
少
し
て
い
る
。

指
定
区
間
内
一
般
国
道
に
お
い
て
は
約
三
二
%
で
あ
り
、

平
成
元
年
度
に
比
べ
一
割
以
上
増
加
し
て
い
る
。
指
定
区

間
外
一
般
国
道
に
お
い
て
は
約
一
六
%
で
あ
り
、
平
成
元

年
度
に
比
べ
二
割
近
く
減
少
し
、
ま
た
都
道
府
県
道
に
お

い
て
は
約
一
三
%
で
あ
り
、
平
成
元
年
度
に
比
べ
か
な
り

減
少
し
て
い
る

(表
掟
)。

事
前
規
制
区
間
内
に
お
い
て
交
通
障
害
、
崩
壊
等
が
発

生
し
た
場
合
で
、
通
行
規
制
を
事
前
に
行
い
得
た
の
は
約

一
八
%
に
す
ぎ
ず
、
平
成
元
年
度
に
比
べ
一
割
近
く
減
少

し
て
い
る
。

指
定
区
間
内
一
般
国
道
に
お
い
て
は
約
四
四
%
で
あ
り
、

平
成
元
年
度
に
比
べ
か
な
り
減
少
し
て
い
る
。
指
定
区
間

外
一
般
国
道
に
お
い
て
約
一
六
%
で
あ
り
、
平
成
元
年
度

に
比
べ
一
割
以
上
減
少
し
て
い
る
。
都
道
府
県
道
に
お
い

て
は
約
一
八
%
で
‐あ
り
、
平
成
元
年
度
に
比
べ
一
割
以
上

減
少
し
て
い
る

(表
協
)。

表 道路災害の発生状況(2

規制区間内における1oookm
当たりの発生件数 ( A )

規制区間外におけるlooo km
当たりの発生件数 ( B )

( A / B )

指定区間内一般国道 平成元年度 49
.
2 5

.
1 9

.
6

2 年度 62
.
7 8

.
7 7

.
2

指定区間外一般国道 平成元年度 77
.
2 鴉 範

2 年度 ㈱ 郷 鉈
都道府県道 平成元年度 鰡 擬 鉋

2 年度 鰡 鸚 如
全道路 平成元年度 獺 碗 於

2 年度 鰍 吻 邱

表12 事前規制区間内における通行規制と交通障害、崩壊等の発生状況( 1)

規制基準による
通行止め回数( A )

交通障害 ･ 崩壊等の ( B / A )
( % )有( B ) 鑑

{
指定区間内一般国道 平成元年度 1lo 21 89 19

.
1

2 年度 162 駝 110 瀕
指定区間外一般国道 平成元年度 174 卸 鼬 添

2 年度 256 俎 215 ㈱
都道府県道 平成元年度 740 158 582 怨

2 年度 774 106 彌 癩
全道路 平成元年度 1

,087 278 809 鰯
2 年度 1

,
299 233 鮴 鱒



平
成
二
年
度
に
お
い
て
も
、
徳
島
県
内
の
国
道
一
一
号

線
上
に
お
け
る
落
石
事
故
に
よ
り
、
三
名
の
尊
い
人
命
が

失
わ
れ
た
の
を
は
じ
め
、
多
数
の
道
路
災
害
が
発
生
し
た
。

道
路
管
理
者
と
し
て
は
こ
う
し
た
災
害
が
発
生
す
る
前
に

通
行
止
め
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
が
、
前
述
の

よ
う
に
事
前
に
措
置
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
割
合
は
平
成

元
年
度
に
比
べ
て
大
き
く
減
少
し
て
お
り
、
改
め
て
事
前

規
制
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
平
成
二
年
度
道
路
交
通
管
理
統
計
の
概
要
に
つ
い

て
紹
介
し
た
。

わ
が
国
は
、
国
土
の
四
分
の
三
が
山
地
で
あ
り
、
豪
雨
、

豪
雪
、
地
震
等
が
頻
発
に
発
生
す
る
厳
し
い
自
然
状
況
の

下
で
道
路
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
道
路
管
理
者

は
、
特
異
な
自
然
現
象
に
よ
っ
て
災
害
が
発
生
す
る
恐
れ

が
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
日
頃
よ
り
異
常
の
有
無
を
把
握
し
、

ま
た
異
常
気
象
時
等
に
お
い
て
は
、
そ
の
状
況
を
適
格
に

判
断
し
、
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
今
後
と

も
、
情
報
収
集
体
制
の
整
備
、
関
係
機
関
と
の
協
力
を
進

め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、
近
年
の
情
報
化
の
進
展
に
伴
い
、
道
路
利
用
者

の
情
報
提
供
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
ま
す
ま
す
高
度
化
、
多

様
化
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
、
安
全
か

つ
円
滑
な
道
路
交
通
を
確
保
す
る
た
め
、
道
路
情
報
板
、

路
側
通
信
シ
ス
テ
ム
等
の
一
層
の
整
備
･
拡
充
を
図
る
必

要
が
あ
る
。

今
後
と
も
社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
、
道
路
の
実
態

に
即
し
た
望
ま
し
い
道
路
管
理
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
引

き
続
き
、
調
査
、
研
究
を
行
っ
て
い
く
所
存
で
あ
る
の
で
、

全
国
の
道
路
管
理
者
の
皆
様
の
御
協
力
を
お
願
い
し
た
い
。

最
後
に
、
本
調
査
に
御
協
力
を
い
た
だ
い
た
全
国
の
担

当
者
の
方
々
に
、
こ
の
紙
面
を
お
借
り
し
て
御
礼
を
申
し

上
げ
、
本
稿
を
終
わ
る
こ
と
と
す
る
。

表l3 事前規制区間内における通行規制と交通障害、崩壊等の発生状況(2 )

に
等
毯

中

壊
数

制

崩

回

親

･
た

行

害

し

通
障

生

前

通

発

事

交

が

事後規制回数( B ) l･( A + B )
( A / ( A + B ))

( % )

指定区間内一般国道 平成元年度 27 26 53 50
.
9

2 年度 65 83 148 43
,
9

指定区間外一般国道 平成元年度 72 168 240 酬
2 年度 琉 郷 341 箙

都道割県道 平成元年度 206 518 724 獺
2 年度 l43 892 蝋 鯲

全道路 平成元年度 346 814 脚 沸
2 年度 306 鱗 贓 膨



以
下
に
紹
介
す
る
も
の
は
平
成
元
年
度
及
び
二
年
度
に

お
け
る
道
路
管
理
瑕
疵
に
関
す
る
判
例
で
あ
る
。

平
成
元
年
度
分
は
一
三
件
あ
り
、
道
路
管
理
瑕
疵
を
否

定
し
た
も
の

(無
責
)
が
一
〇
件
、
道
路
管
理
瑕
疵
を
認

容
し
た
も
の

(有
責
)
が
二
件
、
損
害
賠
償
金
額
を
争
っ

た
も
の
が

一
件
と
な
っ
て
い
る
。

有
責
判
決
の
あ
っ
た
判
例
〔1
〕
は
工
事
不
全
の
事
例
で

あ
り
、
類
似
判
例
と
し
て
は
、
山
間
部
の
軽
舗
装
さ
れ
た

県
道
を
時
速
三
○
如
で
走
行
し
て
い
た
軽
貨
物
自
動
車
が
、

県
道
の
改
良
工
事
を
施
工
し
て
い
た
ト
ラ
ッ
ク
が
カ
ー
ブ

毎
に
落
と
し
た
と
推
定
さ
れ
る
舗
装
用
の
油

(濃
い
油
が

広
い
範
囲
で
路
面
に
付
着
)
に
よ
っ
て
、
ス
リ
ッ
プ
を
起

こ
し
、
道
路
崖
下
に
転
落
し
た
事
故
に
つ
き
、
ス
リ
ッ
プ

事
故
が
起
き
る
危
険
性
は
極
め
て
高
く
工
事
現
場
付
近
一

帯
道
路
の
管
理
を
厳
重
に
行
う
必
要
が
あ
る
と
し
た

｢高

知
県
道
車
両
転
落
事
件

(昭
和
五
一
年
八
月
一
九
日
高
知

地
裁
中
村
支
部
判
決
、
有
責
等
が
あ
る
。

判
例
〔m
〕
は
、
長
大
ト
ン
ネ
ル
の
火
災
事
故
に
つ
い
て
、

ト
ン
ネ
ル
の
安
全
体
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
判
断
が
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
現
在
東
京
高
裁
に
係
属
中
で
あ
る
が
、

関
連
す
る
第
二
次
訴
訟
に
つ
い
て
も
本
年
一
月
、
静
岡
地

裁
に
お
い
て
ほ
ぼ
同
旨
の
有
責
判
決
が
あ
り
、
同
様
に
現

在
東
京
高
裁
に
係
属
中
で
あ
る
。

平
成
二
年
度
分
は
一
八
件
あ
り
、
道
路
管
理
瑕
疵
を
否

定
し
た
も
の

(無
堂
貝
)
が
一
三
件
、
道
路
管
理
瑕
疵
を
認

容
し
た
も
の

(有
責
)
が
五
件
と
な
っ
て
い
る
。

有
責
判
決
の
あ
っ
た
判
例
〔3
〕
は
道
路
の
狭
窄
部
分
に

係
る
事
例
で
あ
り
、
類
似
判
例
と
し
て
は
、
橋
に
か
か
っ

て
幅
員
が
狭
く
な
る
よ
う
な
道
路
に
つ
い
て
は
、
橋
の
か

か
り
口
の
手
前
に
照
明
施
設
を
施
し
、
進
路
手
前
に
警
戒

標
識
を
設
け
、
遠
方
か
ら
も
認
識
で
き
る
よ
う
な
ガ
ー
ド

レ
ー
ル
を
設
置
す
る
等
の
措
置
が
必
要
で
あ
る
と
し
た

｢千
葉
国
道
一
六
号
親
柱
衝
突
事
件

(昭
和
四
二
年
三
月

二
七
日
東
京
高
裁
判
決
、
有
責
)｣、
｢静
岡
国
道
一
三
六
号

親
柱
衝
突
事
件

(昭
和
四
四
年
二
月
二
八
日
静
岡
地
裁
判

決
、
有
貴
)｣
等
が
あ
る
。

判
例
〔6
〕
は
安
全
施
設
不
備
に
係
る
事
例
で
あ
り
、
無

責
事
例
で
は
あ
る
が
類
似
判
例
と
し
て
は
、
二
、
三
日
前

に
か
な
り
の
降
雨
が
あ
っ
て
冷
え
込
み
、
霜
が
降
り
て
い

る
朝
方
、
山
岳
道
路
を
走
行
中
の
普
通
乗
用
車
が
、
氷
結
、

凍
結
し
て
い
た
路
面
を
ス
リ
ッ
プ
し
て
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
の

切
れ
目
か
ら
川
に
転
落
し
て
運
転
者
が
死
亡
し
た
事
例
に

つ
き
、
自
動
車
運
転
者
が
、
道
路
状
況
、
気
象
状
況
等
に

応
じ
通
常
要
求
さ
れ
る
注
意
を
払
い
安
全
走
行
し
て
も
、

な
お
交
通
上
の
危
険
が
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
を
排
除
す
る

週
蟠
管
理
臓
癇
に
関
す
る
判
例

建
設
省
道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係



た
め
の
措
置
等
が
道
路
管
理
上
要
求
さ
れ
る
が
本
件
は
四

輪
と
も
磨
耗
し
て
い
た
車
両
を
運
転
す
る
等
運
転
者
が
通

常
要
求
さ
れ
る
運
転
上
の
注
意
を
欠
い
た
こ
と
に
よ
っ
て

起
き
た
事
故
で
あ
る
と
し
た

｢長
野
県
道
車
両
転
落
事
件

(昭
和
五
九
年
七
月
一
七
日
長
野
地
裁
松
本
支
部
判
決
、

無
責
)｣
等
が
あ
る
。

判
例
〔12
〕
は
路
面
不
良
に
係
る
事
例
で
あ
り
、
穴
ぼ
こ

に
係
る
類
似
判
例
が
多
数
あ
る
。
本
件
は
コ
ン
ク
リ
-
、

舗
装
の
接
合
部
の
亀
裂

(幅
約
五
伽
、
長
さ
約
七
0
m
、

深
さ
約
二
･
五
m
)
に
つ
い
て
道
路
管
理
瑕
疵
の
有
無
を

争

っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

判
例
〔M
〕
は
前
方
の
見
通
し
の
悪
い
交
差
点
で
発
生
し

た
事
故
に
つ
い
て
安
全
施
設
の
不
備
が
問
題
に
な
っ
た
事

例
で
あ
り
、
類
似
判
例
と
し
て
は
、
沿
道
に
民
家
が
あ
り

側
方
の
見
通
し
の
悪
い
交
差
点
に
侵
入
し
て
き
た
貨
物
自

動
車
が
停
止
線
付
近
で
停
車
し
て
い
た
バ
イ
ク
に
接
触
し

負
傷
さ
せ
た
事
故
に
つ
き
、
道
路
を
通
行
す
る
者
が
必
ず

し
も
道
路
状
況
に
詳
し
い
者
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、

道
路
管
理
者
は
見
通
し
の
悪
い
交
差
点
に
お
い
て
は
道
路

標
識
等
に
よ
っ
て
交
通
の
安
全
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
が
、

一
旦
停
止
、
十
字
交
差
点
あ
り
の
標
識
が
設
置
さ
れ
て
お

り
、
運
転
者
が
注
意
を
つ
く
せ
ば
事
故
は
防
止
で
き
た
と

し
た

｢香
川
県
道
交
差
点
不
全
車
両
衝
突
事
件

(昭
和
五

八
年
四
月
二
二
日
高
松
地
裁
判
決
、
無
責
)｣
等
が
あ
る
。

判
例
〔16
〕
は
現
道
拡
幅
工
事
中
の
土
砂
崩
落
に
係
る
事

例
で
あ
る
。
類
似
判
例
と
し
て
は
擁
壁
の
補
強
と
落
石
防

止
柵
の
設
置
工
事
を
施
工
中
、
本
件
擁
壁
を
含
む
山
肌
が

崩
壊
し
作
業
員
が
そ
の
下
敷
に
な
り
死
亡
し
た
事
故
に
つ

き
、
工
事
の
設
計
に
当
た
り
事
前
に
本
件
擁
壁
の
構
造
強

度
等
に
及
ぼ
す
べ
き
危
険
性
に
留
意
し
、
そ
の
危
険
性
に

応
じ
た
安
全
対
策
を
講
ず
べ
き
注
意
義
務
が
あ
る
と
こ
ろ
、

工
事
に
際
し
て
十
分
な
設
計
及
び
請
負
業
者
に
対
す
る
適

切
な
指
示
を
怠
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
過
失
が
あ
る
と
し

て
国
賠
法
第
一
条
、
民
法
第
七
一
六
条
、
七
一
九
条
を
適

用
し
た

｢京
都
市
国
道
一
六
二
号
擁
壁
等
崩
壊
事
件

(昭

和
五
八
年
一
〇
月
一
八
日
最
高
裁
判
決
、
有
責
)｣等
が
あ

る
。
と
こ
ろ
で
、
工
事
中
の
道
路
崩
壊
等
の
事
故
に
つ
い

て
は
国
賠
法
の
適
用
に
つ
い
て
第
一
条
責
任
か
第
二
条
責

任
か
の
見
解
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
前
記
判
例
も

同
法
第
一
条
を
適
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
件

判
決
で
は
、
本
件
崩
落
は
現
道
拡
幅
工
事
中
で
は
あ
る
が

崩
落
部
分
の
法
面
工
事
は
終
わ
っ
た
後
で
あ
り
、
営
造
物

の
築
造
に
付
随
し
た
行
為

(工
事
)
に
よ
る
も
の
で
は
な

い
と
し
て
同
法
第
二
条
を
適
用
し
た
。



平
成
元
年
度
判
決
一
覧

QJ n/“
14

番
号

鳥
取
県
道
通
行
規
制

用
ゲ
ー
ト
衝
突
事
件

(平
成
元
年
の

第
六
七
〇
号
)

鳥
取
県

国
道
一
六
三
号
車
両

衝
突
控
訴
事
件

(昭
和
六
一
年
④

第
二
五
七
一
号
)

国

外

(工
事
請

負
者
)

京
都
市
道
"〉
^
バ
イ

ク
転
倒
事
件

(昭
和
六
三
年
の

第
四
号
、
第
五
号
)

京
都
市

外

(工

事
請
負
者
)

事
件
名
･
当
事
者

最
高
裁

大
阪
高
裁

京
都
地
裁

裁
判
所

元
･

一
○
･
一
三

元
･六

･
二
九

元
･四

･
二
八

判
決
年
月
日

原
告
が
軽
四
輪
ト
ラ
ッ
ク
を
運
転
し
て
本
件
現
場
を
通

行
中
、
県
が
管
理
す
る
通
行
規
制
用
ゲ
ー
ト
が
突
風
の
た

め
突
然
道
路
を
閉
鎖
す
る
状
態
に
な
り
、
上
記
車
両
が
衝

突
し
た
。

(広
島
高
裁
松
江
支
部
昭
和
六
三
年
黛
第
二
三
号
の
上

告
審
)

(※
被
害
の
認
定
額
に
つ
い
て
控
訴
人
が
上
告
し
た
も

の
で
あ
り
、
被
控
訴
人
は
上
告
し
な
か
っ
た
。)

自
動
二
輪
車
で
走
行
中
、
道
路
災
害
復
旧
工
事
の
た
め

設
置
さ
れ
て
い
た
バ
リ
ケ
ー
ド
に
接
触
し
、
折
り
か
ら
対

向
し
て
き
た
貨
物
自
動
車
の
右
側
面
に
衝
突
し
て
脳
挫
傷

に
よ
り
死
亡
し
た
。

(大
阪
地
裁

昭
和
五
九
年
の
第
九
六
八
〇
号
の
控
訴

審
)

原
動
機
付
自
転
車
を
運
転
し
て
道
路
舗
装
工
事
中
の
本

件
道
路
を
進
行
中
、
道
路
に
流
出
し
た
油
で
ス
リ
ッ
プ
し

原
動
機
付
自
転
車
も
ろ
と
も
転
倒
し
負
傷
し
た
。

油
の
流
出
に
つ
い
て
は
、
舗
装
機
械
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
フ

ィ
ニ
ッ
シ
ャ
ー
の
移
動
の
際
メ
イ
ン
パ
イ
プ
の
裂
傷
に
よ

り
、
油
圧
油
が
道
路
上
に
漏
れ
、
清
掃
処
理
を
し
た
も
の

の
路
面
上
に
油
が
残
存
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

事

故

概

要

(勝
訴
)(※

但
し
、
管
理
瑕
疵
責
任
は
原
審
で
確
定
し
て
お
り
、
被

害
の
認
定
額
に
係
る
判
断
の
み
で
あ
る
。)

(無
責
)
(原
審
と
同
旨
)

工
事
の
規
模
、
道
路
状
況
等
か
ら
み
て
、
保
安
灯
、
バ
リ
ケ

ー
ド
等
の
視
認
は
容
易
で
あ
り
、
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠

い
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
事
故
現
場
の
工
事
用

仮
信
号
機
は
右
側
に
お
い
て
も
そ
の
本
来
の
機
能
を
果
た
し
て

お
り
、
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

(有
費
)
(原
審
と
同
旨
)

一

市
は
、
本
件
舗
装
工
事
の
請
負
業
者
に
対
し
、
油
流
出
等
の

事
故
が
発
生
し
な
い
よ
う
指
導
、
監
督
を
行
う
と
と
も
に
、
事

故
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て
適
格
か
つ
十
分
な
指
導

を
行
う
べ
き
で
あ
り
、
市
職
員
は
舗
装
工
事
中
の
道
路
を
随
時

検
査
し
、
道
路
の
安
全
性
に
つ
い
て
確
認
す
べ
き
で
あ
る
。

二

道
路
管
理
者
は
、
道
路
の
安
全
性
を
確
保
す
る
責
務
を
常
時

負
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
道
路
に
後
発
的
瑕
疵

が
現
出
し
た
後
そ
の
安
全
性
を
回
復
す
る
措
置
を
と
る
べ
き
で

あ
り
、
こ
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
適
切

な
措
置
を
欠
い
た
結
果
本
件
事
故
は
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
不

可
抗
力
に
よ
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。

(過
失
相
殺
五
割
!
安
全
確
認
に
欠
け
た
)

判

決

要

旨

確
定

確
定

確
定

備
考

4

東
名
高
速
大
井
松
田

東
京
地
裁

元
･

清
掃
作
業
に
よ
る
交
通
規
制
の
た
め
に
本
件
道
路
が
渋

(無
責
)

控
訴



車
両
火
災
事
件

(昭
和
五
五
年
⑭

第
一
四
三
二
七
号
)

日
本
道
路
公
団

一
○
･
二
四

滞
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
大
型
貨
物
自
動
車
が
渋
滞
し
て
い

る
車
両
に
追
突
し
、
当
該
追
突
事
故
に
起
因
す
る
車
両
火

災
に
よ
り
三
名
が
死
亡
し
た
。

原
告
は
渋
滞
に
対
す
る
特
段
の
対
策
を
講
じ
な
か
っ
た

結
果
、
通
行
車
両
が
高
速
道
路
上
に
停
止
を
余
儀
な
く
な

っ
て
安
全
性
を
欠
い
た
状
態
に
な
っ
た
こ
と
を
道
路
の
管

理
瑕
疵
と
主
張
し
た
。

高
速
自
動
車
国
道
は
、
重
要
幹
線
道
路
で
あ
り
、
大
量
の
自

動
車
が
高
速
で
走
行
す
る
た
め
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
自
動
車
の
運
転
者
に
は
道
路
、
交
通
及
び
当
該
車
両
の
状

況
に
応
じ
他
人
に
危
害
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
な
速
度
と
方
法
で

運
転
す
べ
き
義
務

(道
路
交
通
法
七
〇
条
)
が
課
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
道
路
上
に
物
が
存
在
す
る
こ
と
等
に
よ
っ
て

当
該
道
路
が
自
動
車
の
前
示
の
よ
う
な
走
行
に
支
障
を
き
た
す

よ
う
な
状
態
に
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
走
行
す
る
自

動
車
の
運
転
者
に
対
し
標
識
等
に
よ
り
十
分
な
情
報
が
提
供
さ

れ
、
こ
れ
か
ら
生
じ
う
る
事
故
等
の
危
険
を
回
避
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
い
え
る
と
き
に
は
、
右
道
路
は
、
通
常
有
す
べ

き
安
全
性
を
欠
如
し
て
い
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。

本
件
事
故
現
場
付
近
は
見
通
し
が
良
い
う
え
、
被
告
に
よ
っ

て
標
識
の
表
示
等
が
適
切
に
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
本

件
渋
滞
を
容
易
に
認
識
し
う
る
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
り
、
運
転
者
に
お
い
て
右
義
務
を
遵
守
し
て
運
転
す
る
と

き
に
は
、
容
易
に
渋
滞
に
よ
る
停
車
車
両
と
の
衝
突
を
回
避
す

る
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
道
路
に
設
置
又
は

管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
被
告
が
、
原
告
主
張
の
流
入
規
制
等
の
渋
滞
解
消
措

置
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
運
転
者
が
注
意
義
務
に

則
っ
て
運
転
し
て
い
て
も
回
避
し
え
な
い
よ
う
な
不
合
理
な
危

険
を
生
ぜ
し
め
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
、
本

件
事
故
は
大
型
貨
物
自
動
車
運
転
手

(訴
外
)
の
重
大
な
過
失

に
起
因
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
本
件
渋
滞
は
本
件

事
故
の
間
接
の
原
因
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
本
件
事
故
と
相
当
因

果
関
係
は
な
い
。

国
道
二
〇
号
バ
イ
ク

転
倒
死
亡
事
件

(昭
和
六
三
年
@

第
四
二
一
六
号
)

国

東
京
地
裁

一元
三
一
･
五

被
害
者
は
当
該
道
路
を
自
動
二
輪
車
で
走
行
中
、
本
件

道
路
上
に
存
し
て
い
た
幅
一
･
一
m
、
長
さ
一
m
、
深
さ

一
○
伽
以
下
の
ほ
ぼ
台
形
状
の
陥
没
部
分
に
本
件
車
両
を

落
ち
込
ま
せ
、
そ
の
衝
撃
に
よ
り
左
に
ハ
ン
ド
ル
を
取
ら

れ
て
転
倒
し
、
左
斜
め
前
方
に
滑
走
し
て
ガ
ー
ド
レ
ー
ル

　　
　
　
　

被
害
者
は
本
件
車
両
と
と
も
に
転
倒
し
た
後
、
ガ
ー
ド
パ
イ

プ
支
柱
に
頭
部
を
激
突
さ
せ
て
頭
蓋
破
裂
等
に
よ
り
死
亡
し
た

と
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
本
件
支
柱
の
後
方
の
緑
石
に
本
件
車

両
に
よ
っ
て
印
さ
れ
た
約
四
m
の
接
触
痕
等
が
あ
る
の
で
あ
る

控
訴
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京
都
市
道
軌
道
敷
横

断
衝
突
事
件

(昭
和
六
二
年
の

第
一
三
六
一
号
)

青
森
県
道
十
三
橋
目

動
車
転
落
事
件

(昭
和
六
三
年
㈱

第
一
古
豆

青
森
県

福
島
･
楢
葉
町
道
車

両
転
落
事
件

(昭
和
六
一
年
の

第
五
二
号
)

楢
葉
町

東
京
都

京
都
地
裁

仙
台
高
裁

秋
田
支
部

福
島
地
裁

会
津
若
松

支
部

二
･一

･
二
六

元
･

一
二
･
二
五

一元
･

一
二
･
二
一

本
件
道
路
を
西
進
中
の
普
通
自
動
車
が
右
に
転
把
し
軌

道
敷
上
を
横
断
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
東
進
し
て
き
た
電
車

と
側
面
衝
突
し
た
。

本
件
箇
所
は
併
用
軌
道
が
専
用
軌
道
に
変
わ
る
地
点
で

県
道
の
木
造
橋
上
を
走
行
中
の
自
動
車
が
橋
か
ら
転
落

し
、
運
転
者
が
溺
死
し
た
。

(青
森
地
裁
弘
前
支
部

昭
和
五
三
年
の
第
一
三
九
号

の
控
訴
審
)

原
告
が
ク
レ
ー
ン
付
の
大
型
貨
物
自
動
車
を
運
転
し
て

本
件
道
路
を
走
行
中
、
沢
側
の
路
肩
の
崩
壊
に
よ
り
原
告

も
ろ
と
も
約
一
〇
0
m
下
の
沢
に
転
落
し
た
。

原
告
は
、
道
路
管
理
者
が
事
前
に
事
故
現
場
の
路
肩
付
近

に
土
留
の
た
め
の
擁
壁
を
設
置
す
る
補
強
工
事
を
す
べ
き

で
あ
っ
た
に
も
講
じ
て
い
な
い
こ
と
、
当
該
路
線
の
車
両

の
通
行
を
禁
止
す
る
か
通
行
で
き
る
車
両
の
種
類
を
制
限

す
る
か
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
そ
の
措
置
を
講
じ
て
い
な

い
と
し
て
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。

の
支
柱
に
激
突
し
て
死
亡
し
た
。

(鉦
坐
貝
)

本
件
事
故
は
被
害
者
が
電
車
の
接
近
を
認
識
し
な
が
ら
、
自

車
が
先
行
で
き
る
と
軽
信
し
、
あ
え
て
右
折
し
た
こ
と
よ
り
発

生
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
原
告
ら
主
張
の
保
安
設
備
の
う
ち
、

(生
霊
昇本

件
橋
梁
は
そ
の
構
造
、
場
所
的
環
境
、
交
通
状
況
か
ら
し

て
徐
行
を
基
本
と
し
た
慎
重
運
転
を
用
法
と
し
て
い
る
営
造
物

で
あ
り
、
こ
の
用
法
範
囲
に
止
ま
っ
て
い
る
限
り
、
通
常
有
す

べ
き
安
全
性
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
る

に
、
被
害
者
は
時
速
四
二
獅
を
相
当
上
回
る
速
度
で
本
件
橋
梁

を
走
行
中
、
右
に
約
二
二
･
五
度
曲
が
っ
て
い
る
カ
ー
ブ
の
直

前
で
ブ
レ
ー
キ
を
掛
け
た
た
め
、
本
件
自
動
車
を
滑
走
さ
せ
車

止
や
欄
干
を
破
壊
し
て
十
三
湖
に
転
落
し
溺
死
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
事
故
は
、
本
件
橋
梁
の
用
法
範
囲
外
の
被
害

者
の
一
方
的
過
失
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
橋
梁
の
設

置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

(鉦
坐
巴本

件
路
肩
の
崩
壊
原
因
は
、
地
質
が
比
較
的
崩
れ
や
す
く
、

長
雨
で
通
常
よ
り
地
盤
が
緩
ん
で
い
た
と
い
う
状
態
の
と
こ
ろ

に
最
大
積
載
量

(七
･
五
屯
)
の
約
二
倍
に
の
ぼ
る
重
量
の
原

告
車
が
走
行
し
た
た
め
に
、
そ
の
重
量
に
耐
え
き
れ
ず
路
肩
が

崩
壊
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
件
道
路
全
体
が
路
肩
崩
壊
の
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
う
か

が
わ
せ
る
事
実
は
な
く
、
本
件
事
故
が
発
生
す
る
こ
と
を
通
常

予
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

か
ら
、
第
二
車
線
を
走
行
し
て
い
た
本
件
車
両
が
左
斜
め
方
向

に
滑
走
し
て
同
接
触
痕
等
を
印
す
た
め
に
は
、
本
件
支
柱
よ
り

も
相
当
距
離
後
方
寄
り
の
地
点
で
被
害
者
が
転
倒
し
た
も
の
と

認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
右
地
点
は
本
件
陥
没
部
分
の
位
置
よ
り

相
当
の
距
離
後
方
寄
り
の
地
点
と
な
る
か
ら
、
被
害
者
が
本
件

陥
没
部
分
に
本
件
車
両
を
落
ち
込
ま
せ
て
転
倒
し
た
と
い
う
こ

と
は
有
り
得
ず
、
原
告
の
請
求
は
理
由
が
な
い
。

確
定

確
定

控
訴

}苦･クニ｣ nnう つ,
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束
名
高
速
日
本
坂
ト

ン
ネ
ル
車
両
火
災
事

件

(第
一
次
、
三
次

訴
訟
)

(昭
和
五
四
年
の

第
八
六
六
七
号
)

八
戸
市
道
ガ
ー
ド
フ

エ
ン
ス
支
柱
激
突
死

亡
事
件

(昭
和
六
二
年
⑭

第
二
五
四
号
)

八
戸
市

京
都
市

外

(軌

道
事
業
者
)

東
京
地
裁

浦
和
地
裁

川
越
支
部

二
･三

･
一
三

二
･

三
･
八

昭
和
五
四
年
七
月
一
一
日
、
東
名
高
速
道
路
下
り
線
日
本

坂
ト
ン
ネ
ル
内
の
西
坑
口

(焼
津
側
)
か
ら
東
に
約
四
三

0
m
の
地
点
に
お
い
て
車
六
合
の
追
突
事
故
が
発
生
し
、

こ
れ
に
起
因
す
る
ト
ン
ネ
ル
火
災
に
よ
り
七
名
が
死
亡
、

右
六
合
の
ほ
か
後
続
の
一
六
七
台
の
車
両
が
焼
け
る
に
至

っ
た
。
原
告
ら
は
、
後
続
車
両
の
一
部
の
所
有
者
で
あ
り
、

本
件
道
路
を
原
動
機
付
自
転
車
で
六
0
j
八
〇
畑
/
h

程
で
走
行
中
、
下
り
坂
の
カ
ー
ブ
を
曲
が
り
切
れ
ず
に
反

対
側
車
線
の
車
道
と
歩
道
と
の
間
に
設
置
さ
れ
て
い
た
ガ

ー
ド
フ
ェ
ン
ス
の
支
柱
若
し
く
は
支
柱
に
取
り
付
け
ら
れ

て
い
た
フ
ェ
ン
ス
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
金
具
に
衝
突
し
死
亡
し

た
。
本
件
事
故
現
場
の
ガ
ー
ド
フ
ェ
ン
ス
は
事
故
の
手
前

約
二
二
m
に
わ
た
っ
て
取
り
除
か
れ
て
お
り
本
件
支
柱
に

は
フ
ェ
ン
ス
取
り
付
け
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
金
具
が
む
き
出
し

の
ま
ま
と
な

っ
て
い
た
。

あ
り
、
道
路
の
西
行
き
車
線
と
軌
道
と
が
交
差
す
る
形
と

な

っ
て
い
た
。

原
告
は
、
本
件
箇
所
に
遮
断
機
等
保
安
施
設
が
な
い
こ

と
が
瑕
疵
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

(有
責
)

一

ト
ン
ネ
ル
の
安
全
性
の
有
無
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
当
該
ト

ン
ネ
ル
内
に
お
い
て
発
生
す
る
こ
と
の
予
見
さ
れ
る
危
険
に
対

処
す
る
た
め
の
物
的
設
備
、
人
的
配
備
等

(以
上
を
ま
と
め
て

｢ト
ン
ネ
ル
の
安
全
体
制
｣
と
い
う
。)
が
そ
の
危
険
を
回
避
す

る
た
め
に
合
理
的
か
つ
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
基
づ

(無
坐
貝
)

フ
ェ
ン
ス
を
接
続
し
て
設
置
し
て
い
れ
ば
、
ジ
ョ
イ
ン
ト
金

具
は
む
き
出
し
に
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
こ
れ
を
撤
去
す
る
等

の
措
置
を
講
じ
て
お
れ
ば
、
あ
る
い
は
本
件
事
故
が
生
ぜ
ず
、

更
に
は
死
亡
事
故
に
至
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
言
い
得

る
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
無
謀
運
転
を
す
る
も
の
が
あ

る
こ
と
ま
で
も
予
想
し
て
右
フ
ェ
ン
ス
を
接
続
し
、
若
し
く
は

金
具
を
取
り
除
く
等
の
措
置
を
採
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
そ
の
構
造
、
用
法
、
場
所
的
環
境
、
利
用
状
況

等
諸
般
の
事
情
に
照
ら
し
て
考
え
て
も
市
道
が
営
造
物
と
し
て

本
来
具
備
す
べ
き
安
全
性
に
欠
け
る
所
が
あ
る
と
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
。

単
に
軌
道
の
存
在
や
電
車
の
接
近
を
知
ら
せ
て
自
動
車
の
運
転

者
に
注
意
を
促
す
の
み
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
設
置
さ

れ
て
い
た
と
し
て
も
本
件
事
故
を
防
止
し
得
た
と
は
認
め
ら
れ

な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
の
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
か
か
る
瑕
疵
と
本
件
事
故
の
間
に
相
当
因
果
関
係
の
存

在
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
本
件
事
故
を
防
止
し
得
る
設
備
と
し
て
信
号
機
が
考

え
ら
れ
る
が
、
信
号
機
の
設
置
は
公
安
委
員
会
が
権
限
を
有
す

る
も
の
で
あ
り
、
本
件
事
故
現
場
付
近
の
交
通
量
、
事
故
発
生

等
の
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
道
路
管
理
者
が
公
安
委
員
会
に
対
し

信
号
機
の
設
置
を
働
き
か
け
る
義
務
を
認
め
、
そ
の
解
怠
が
道

路
管
理
の
瑕
疵
に
な
る
程
同
所
が
危
険
な
状
態
に
あ
っ
た
と
認

め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
本
件
事
故
と
相
当
因
果
関
係
を
有
す
る

瑕
疵
は
な
い
。

控
訴

控
訴



(昭
和
五
六
年
の

第
一
〇
七
九
号
)

日
本
道
路
公
団

車
両
と
積
荷
が
焼
か
れ
て
損
害
を
被
っ
た
。

い
て
判
断
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
そ
の
際
、
設
置
後
事
故
時

ま
で
に
お
け
る
技
術
水
準
及
び
技
術
的
実
施
可
能
性
を
も
考
慮

し
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
物
的
設
備
に
つ
い
て
は
改
修

な
い
し
は
更
新
す
る
こ
と
に
よ
り
危
険
の
回
避
が
よ
り
一
層
確

実
に
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
に
は
改
修
な
い
し
は
更

新
す
べ
き
で
あ
り
、
費
用
や
予
算
上
の
制
約
に
左
右
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
。

被
告
の
定
め
た
ト
ン
ネ
ル
の
安
全
体
制
の
基
準
は
、
合
理
的

か
つ
妥
当
な
も
の
で
あ
り
、
技
術
的
に
も
可
能
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
下
回
る
ト
ン
ネ
ル
は
安
全
性
に
欠
け
る

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

二

増
大
す
る
危
険
物
輸
送
交
通
か
ら
、
長
大
ト
ン
ネ
ル
内
で
は

火
災
の
発
生
と
後
続
車
両
へ
の
類
焼
に
よ
り
及
ぼ
す
危
険
性
が

高
い
こ
と
は
、
過
去
の
ト
ン
ネ
ル
事
故
の
経
験
に
照
ら
し
て
も

明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
本
件
事
故
は
予
見
可
能
で
あ
る
。

三

本
件
の
よ
う
な
高
速
道
路
上
こ
と
に
長
大
ト
ン
ネ
ル
内
は
、

被
告
の
み
が
情
報
収
集
で
き
る
立
場
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

被
告
は
火
災
に
関
す
る
的
確
な
情
報
を
早
急
に
収
集
し
、
消
防

署
等
関
係
機
関
に
提
供
し
得
る
組
織
を
整
え
る
と
共
に
、
ド
ラ

イ
バ
ー
に
対
し
て
、
避
難
方
法
等
の
的
確
な
情
報
を
提
供
し
、

ま
た
、
ト
ン
ネ
ル
内
へ
の
進
入
を
阻
止
す
る
た
め
の
強
力
な
警

告
等
の
物
的
設
備
、
人
的
配
備
を
す
る
等
の
ト
ン
ネ
ル
の
安
全

体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

四

本
件
ト
ン
ネ
ル
の
安
全
体
制
は
、
①
公
団
の
消
防
署
に
対
す

る
情
報
提
供
の
不
足
及
び
遅
延
、
②
初
期
消
火
手
段
の
不
存

在
･
機
能
不
全
及
び
作
動
遅
延
、
③
後
続
車
両
の
運
転
者
に
対

す
る
情
報
提
供
の
不
十
分
及
び
遅
延
並
び
に
警
告
力
の
不
十
分

を
き
た
す
状
態
に
あ
り
、
本
件
事
故
当
時
長
大
ト
ン
ネ
ル
が
通

常
具
有
す
べ
き
安
全
性
が
欠
如
し
て
い
た
。

n

堺
市
道
歩
行
者
側
溝

転
落
事
件

(昭
和
六
二
年
の

第
八
六
六
号
)

大
阪
地
裁

堺
支
部

三
･
ニ
ニ

高
齢
で
盲
目
の
被
害
者
が
嫁

(訴
外
)
に
付
き
添
わ
れ

て
交
差
点
へ
の
出
口
付
近
を
歩
行
中
、
交
差
道
路
か
ら
の

右
折
車
を
避
け
損
ね
て
U
字
型
側
溝
に
は
ま
り
込
み
負
傷
、

入
院
後
併
発
症
に
よ
り
死
亡
し
た
。

　　
　
　本

件
事
故
の
発
生
は
本
件
右
折
車
の
過
失
の
ほ
か
、
客
観
的

な
危
険
性
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

嫁

(訴
外
)
が
狼
狽
の
余
り
被
害
者
を
側
溝
側
へ
押
し
た
過
失

確
定



12

滋
賀
･
近
江
八
幡
市

道
幼
児
河
川
転
落
事

件
(昭
和
六
三
年
②

第
一
〇
七
六
号
)

近
江
八
幡
市

外

(河
川
管
理
者
)

貝
塚
市
道
自
転
車
転

落
死
亡
事
件

(昭
和
六
三
年
の

第
九
七
四
号
)

貝
塚
市

堺
市

大
阪
高
裁

大
阪
地
裁

堺
支
部

一
÷二

･
二
八

二
･三

･
二
六

午
後
九
時
頃
、
原
告
の
家
族
五
人
が
パ
チ
ン
コ
店
に
入

っ
て
い
る
間
に
、
原
告
の
長
男

(当
時
五
歳
)
が
店
外
の

市
道
に
出
て
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
一
級
河
川
三
明
用
に
転

落
し
て
死
亡
し
た
。

当
時
、
三
明
川
は
事
故
当
日
早
朝
か
ら
増
水
し
、
市
道

は
冠
水
し
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
市
は
午
前
六
時
す
ぎ
南

北
の
進
入
口
に
バ
リ
ケ
ー
ド
を
設
置
し
、
そ
の
間
に
ロ
ー

プ
を
張
る
と
と
も
に
進
入
禁
止
の
交
通
標
識
、
赤
色
点
滅

灯
を
設
置
し
通
行
規
制
を
行
っ
た
。

ま
た
、
市
道
の
三
明
川
沿
い
に
転
落
防
止
の
た
め
に
同

自
転
車
で
本
件
道
路
を
進
行
中
、
防
護
柵
の
な
い
部
分

か
ら
本
件
道
路
と
交
差
す
る
川
に
転
落
し
、
死
亡
し
た
。

本
件
道
路
は
、
一
方
通
行
で
二
○
如
/
h
の
速
度
制
限

が
な
さ
れ
て
い
た
。

(無
責
)
(原
審
と
同
旨
)

一

本
件
市
道
か
ら
本
件
河
川
へ
の
転
落
、
特
に
幼
児
の
転
落
の

危
険
性
が
一
応
推
認
で
き
る
が
、
市
は
当
日
バ
リ
ケ
ー
ド
を
設

置
す
る
等
危
険
防
止
措
置
を
講
じ
、
本
件
事
故
現
場
付
近
の
本

件
市
道
へ
の
進
入
を
規
制
す
る
と
と
も
に
、
本
件
河
川
の
溢
水

に
よ
る
本
件
市
道
の
危
険
の
存
在
を
住
民
に
周
知
さ
せ
て
お
り
、

こ
れ
に
近
寄
ら
せ
な
い
た
め
の
措
置
と
し
て
は
十
分
で
あ
っ
て
、

午
後
九
時
過
ぎ
当
時
通
行
規
制
の
な
さ
れ
て
い
た
本
件
市
道
に

お
い
て
本
件
事
故
の
発
生
を
予
測
し
う
る
状
況
は
な
か
っ
た
。

二

南
端
の
バ
リ
ケ
ー
ド
部
分
に
は
ロ
ー
プ
が
張
ら
れ
て
な
か
っ

(無
坐
貝
)

本
件
事
故
は
、
通
常
予
想
し
え
な
い
被
害
者
の
無
謀
な
運
転

に
よ
り
発
生
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
ガ
ー
ド
レ
ー
ル

そ
の
他
の
防
護
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
れ
ば
本
件
事
故
は
発
生

し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、
事
故
現
場

付
近
の
道
路
状
況
は
直
線
で
見
通
し
が
よ
く
幅
員
も
車
道
の
み

で
六
m
も
あ
り
、
通
常
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
粗
雑
な
運
転
を
し

て
い
た
と
し
て
も
、
路
外
に
逸
脱
し
て
川
底
へ
の
転
落
と
い
う

本
件
の
よ
う
な
事
故
が
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
場
所
で
は
な
か
っ

た
も
の
と
推
認
さ
れ
る
。

通
常
予
想
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
不
測
の
事
態
に
つ
い
て
の
対

応
が
欠
け
て
い
て
も
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
道
路
が
備
え
る
べ

き
安
全
性
を
欠
く
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
防
護
柵
等

の
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
道
路
の

設
置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る
と
は
い
い
難
い
。

の
結
果
で
あ
り
、
狼
狽
の
余
り
と
は
い
え
被
害
者
を
本
件
溝
の

部
分
の
方
に
押
し
や
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
通
常
予
測
し
え

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

道
路
の
設
置
、
管
理
の
瑕
疵
と
は
こ
れ
が
通
常
備
え
る
べ
き

性
質
ま
た
は
設
備
を
欠
く
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
通
常
予
測
で
き

な
い
よ
う
な
事
態
に
つ
い
て
の
対
応
が
欠
け
て
い
て
も
、
そ
の

た
め
に
道
路
の
設
置
、
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

確
定

確
定



様
に
バ
リ
ケ
ー
ド
を
設
置
し
、
そ
の
間
に
ロ
ー
プ
を
張
っ

た
。
南
端
の
バ
リ
ケ
ー
ド
の
部
分
に
は
ロ
ー
プ
が
張
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
間
隔
は
比
較
的
狭
か
っ
た
。

原
告
は
長
男
が
死
亡
し
た
の
は
、
河
川
に
隣
接
す
る
道

路
に
防
護
柵
が
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
及
び
、
冠

水
の
始
ま
っ
た
時
に
幼
児
等
が
本
件
市
道
と
本
件
河
川
と

の
間
に
接
近
す
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
ガ
ー
ド
フ
ェ
ン

ス
等
を
設
置
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
設
置
し
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
市
道
管
理
と
河
川
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
し

て
道
路
管
理
者
で
あ
る
市
及
び
河
川
管
理
者
で
あ
る
県
を

訴
え
た
。

(大
津
地
裁

昭
和
五
九
年
の
第
四
五
一
号
の
控
訴
審
)

た
が
、
そ
の
間
隔
は
比
較
的
狭
く
、
ど
こ
か
ら
幼
児
が
転
落
し

た
か
が
不
明
で
あ
り
、
ロ
ー
プ
の
欠
落
部
分
の
存
在
を
も
っ
て

瑕
疵
が
あ
っ
た
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

三

監
護
権
者
で
あ
る
両
親
が
も
う
少
し
十
分
注
意
し
て
い
れ
ば
、

容
易
に
本
件
事
故
を
回
避
し
得
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場

合
ま
で
、
市
の
本
件
危
険
防
止
措
置
が
未
だ
不
十
分
で
あ
る
と

し
て
市
の
責
任
を
問
う
の
は
不
適
当
で
あ
る
。



n乙 1上
番
号

東
大
阪
市
道
水
路
転

落
負
傷
事
件

(昭
和
六
二
年
@

第
九
四
〇
五
号
)

東
大
阪
市

新
潟
県
道
路
上
放
置

消
火
器
爆
発
事
件

(昭
和
六
一
年
@

第
一
二
六
号
)

(昭
和
六
三
年
③

第
二
七
五
号
)

新
潟
県

外

(廃

棄
物
、
清
掃
業
務

の
実
施
主
体
で
あ

る
市
)

箕
面
市
バ
イ
ク
転
倒

事
件(平

成
元
年
の

第
二
五
八
四
号
)

箕
面
市

事
件
名
･
当
事
者

大
阪
地
裁

新
潟
地
裁

大
阪
地
裁

裁
判
所

二
･

八
･
八

二
･七

･
ニ
ハ

二
･五

･
三
一

判
決
年
月
日

夜
、
幅
員
約
六
m
の
市
道
を
自
転
車
で
南
か
ら
北
へ
進

行
中
、
北
西
か
ら
南
東
に
横
断
し
て
い
る
水
路
に
か
か
っ

て
い
る
小
橋
に
さ
し
か
か
っ
た
と
こ
ろ
急
に
幅
員
が
約
五

m
に
狭
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
気
が
つ
か
ず
、
そ
こ
か
ら
水

路
に
転
落
、
負
傷
し
た
。

深
夜
、
県
道
の
歩
道
上
を
歩
行
中
、
歩
道
部
の
ガ
ー
ド

レ
ー
ル
付
近
に
放
置
さ
れ
て
い
た
古
い
消
火
器
の
レ
バ
ー

を
押
し
た
と
こ
ろ
、
突
然
爆
発
し
、
消
火
器
の
底
部
か
ら

分
離
し
た
本
体
部
分
が
原
告
の
頭
部
を
直
撃
し
、
負
傷
し

自
動
二
輪
車
で
市
道
を
走
行
中
、
並
走
車
の
幅
よ
せ
に

あ
い
、
こ
れ
を
避
け
る
た
め
道
路
の
左
側
に
設
置
さ
れ
て

い
た
L
字
型
側
溝
上
で
停
止
し
、
右
足
で
事
故
車
を
支
え

よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
道
路
面
に
長
さ
約
五
m
、
幅
約
二

m
に
わ
た
り
ゆ
る
や
か
な
勾
配
で
沈
下
し
最
も
深
い
と
こ

ろ
で
約
五
皿
の
陥
没
が
あ
っ
た
た
め
、
バ
ラ
ン
ス
を
失
い
、

右
足
で
事
故
車
を
支
え
切
れ
ず
に
転
倒
し
、
自
動
二
輪
車

が
破
損
し
た
。

事

故

概

要

(有
責
)

本
件
の
道
路
状
況
を
認
識
し
て
い
な
い
場
合
に
は
本
件
狭
窄

部
分
か
ら
路
外
に
逸
脱
し
て
水
路
に
転
落
す
る
危
険
が
あ
っ
た
。

殊
に
見
通
し
が
悪
く
な
る
夜
間
に
お
い
て
本
件
道
路
通
行
者

に
対
す
る
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
通
行
者
に
対
し
て
狭

窄
部
分
の
手
前
で
そ
の
存
在
を
認
識
さ
せ
、
水
路
へ
の
転
落
を

(無
坐
巳

一

古
く
な
っ
た
消
火
器
が
路
上
に
放
置
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て

事
故
が
発
生
す
る
事
態
を
本
件
事
故
発
生
以
前
に
道
路
管
理
者

が
予
見
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二

本
件
消
火
器
が
歩
道
上
に
放
置
さ
れ
て
い
る
状
態
自
体
は
、

歩
行
の
障
害
に
な
っ
て
お
ら
ず
人
が
歩
道
を
本
来
の
用
法
に
従

っ
て
通
行
す
る
限
り
は
何
ら
歩
道
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
に

欠
け
る
状
態
に
あ
る
と
は
い
い
難
い
。

(無
責
)

一

本
件
陥
没
は
、
そ
の
深
さ
が
最
大
で
も
五
皿
で
走
行
中
に
一

見
し
た
程
度
で
は
存
在
に
気
が
付
か
ず
、
そ
の
上
を
車
両
で
走

行
し
て
も
シ
ョ
ッ
ク
等
を
感
ず
る
こ
と
が
な
い
程
度
の
も
の
で

あ
り
、
こ
の
程
度
の
段
差
は
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

二

L
字
型
上
と
本
件
陥
没
と
の
段
差
は
前
記
程
度
の
も
の
で
あ

り
、
こ
の
程
度
の
段
差
は
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
予

測
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

三

本
件
事
故
現
場
に
本
件
陥
没
及
び
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
段

差
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
本
件
道
路
が
通
常
有
す
べ
き
安
全

性
を
欠
い
て
い
た
も
の
と
は
言
い
難
く
、
本
件
道
路
に
設
置
又

は
管
理
の
瑕
疵
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

判

決

要

旨

確
定

控
訴

確
定

備
考

平
成
二
年
度
判
決
一
覧



煮優

横
浜
市
道
水
路
転
落

溺
死
事
件

(昭
和
六
〇
年
の

第
四
七
六
号
)

横
浜
市

名
古
屋
市
道
歩
道
橋

損
害
賠
償
請
求
控
訴

事
件(昭

和
四
七
年
㈲

第
四
七
九
号
)

国
、
名
古
屋
市

横
浜
地
裁

名
古
屋
高

裁

二
･八

･
ニ
ニ

二
･

八

･
九

深
夜
、
市
道
を
原
動
機
付
自
転
車
で
走
行
中
、
誤
っ
て

交
差
点
付
近
の
用
水
路
に
バ
イ
ク
も
ろ
と
も
転
落
、
死
亡

し
た
。

原
告
は
、
左
側
端
交
差
点
か
ら
中
央
部
に
わ
た
り
直
径

○
･
七
m
、
深
さ
○
･
二
m
の
決
壊
部
分
が
あ
っ
た
た
め
、

こ
れ
に
原
動
機
付
自
転
車
の
前
輪
を
落
し
操
縦
の
自
由
を

失
っ
た
結
果
、
前
記
用
水
路
に
転
落
し
た
と
主
張
し
た
。

名
古
屋
市
の
設
置
し
た
歩
道
橋
が
当
該
道
路
を
横
断
し

よ
う
と
す
る
歩
行
者
に
と
っ
て
そ
の
利
用
が
強
制
さ
れ
肉

体
的
、
精
神
的
に
多
く
の
負
担
を
与
え
る
も
の
だ
と
し
、

歩
行
者
が
道
路
を
平
面
的
に
横
断
す
る
利
益
が
侵
害
さ
れ

る
本
件
歩
道
橋
に
は
瑕
疵
が
あ
る
と
し
て
損
害
賠
償
を
求

め
て
い
た
。

(名
古
屋
地
裁
昭
和
四
五
年
の
第
一
七
一
九
号
の
控
訴

審
)

(無
坐
貝
)

一

本
件
に
お
い
て
は
、全
証
拠
に
よ
る
も
具
体
的
事
故
態
様
(決

壊
部
分
の
有
無
、
目
撃
者
の
有
無
)
を
認
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
か
ら
、
被
告
が
道
路
を
常
時
良
好
な
状
態
に
保
つ
よ
う
維

持
修
繕
す
る
と
と
も
に
、
破
損
箇
所
が
あ
る
場
合
に
は
交
通
の

制
限
な
ど
を
す
る
義
務
を
怠
っ
た
た
め
本
件
事
故
が
発
生
し
た

と
い
う
主
張
に
は
理
由
が
な
い
。

(鱗
雲
三

一

公
道
の
利
用
が
行
政
庁
の
な
す
公
道
の
設
置
管
理
等
の
行
政

措
置
に
よ
る
反
射
的
利
益
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
訴
え
の
利

益
の
有
無
に
関
す
る
結
論
が
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
仮

に
反
射
的
利
益
で
あ
っ
て
も
、
国
民
が
そ
の
社
会
生
活
の
維
持

の
た
め
に
公
道
を
利
用
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
か
ら
、
公

道
の
利
用
が
法
的
に
保
護
さ
れ
る
国
民
の
生
活
利
益
で
あ
る
こ

と
は
当
然
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
本
件
訴
え
の
却
下
を
求
め
る
被
告
ら
の
主
張
は
理

由
が
な
い
。

二

国
や
地
方
公
共
団
体
が
行
う
交
通
規
制
の
一
切
に
従
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
違
法
な
規
制
に
は
従

う
必
要
は
な
い
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
違
法
な
規
制
に
よ
っ
て

受
け
た
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

本
件
歩
道
橋
を
利
用
す
る
上
で
の
不
便
さ
を
も
っ
て
道
路
の

設
置
･
管
理
上
の
瑕
疵
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
に
は
、
歩
道
橋

の
必
要
性
、
効
果
の
ほ
か
利
用
に
よ
っ
て
受
け
る
肉
体
的
、
精

神
的
な
負
担
の
程
度
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

四

本
件
歩
道
橋
を
利
用
す
る
歩
行
者
に
与
え
る
肉
体
的
負
担
は

自
覚
症
状
を
訴
え
る
程
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
負
担
に

つ
い
て
は
原
告
は
具
体
的
な
主
張
を
せ
ず
、
道
路
が
瑕
疵
あ
る

道
路
と
な
る
に
至
っ
た
こ
と
を
証
す
る
証
拠
は
な
い
。

防
止
す
る
た
め
の
照
明
設
備
や
水
路
の
存
在
を
示
す
標
識
、
も

し
く
は
転
落
防
止
の
欄
干
等
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

(過
失
相
殺
七
割
ー
!
安
全
確
認
に
欠
け
た
)

控
訴

確
定



R
U

ワ･I
ぬU

鹿
児
島
県
道
ダ
ン
プ

鉄
道
敷
(日
豊
本
線
)

転
落
事
件

(昭
和
六
一
年
㈲

第
二
五
六
号
)

鹿
児
島
県

外

(国
鉄
)

国
道
三
七
〇
号
正
面

衝
突
死
亡
事
件

(昭
和
六
三
年
の

第
五
〇
二
号
)

奈
良
県

沖
縄
県
道
排
水
工
事

バ
イ
ク
転
倒
事
件

(昭
和
六
二
年
⑩

第
七
一
三
号
)

沖
縄
県

外

(工

事
請
負
者
)

桜
江
町
道
大
型
特
殊

貨
物
自
動
車
路
外
転

落
事
件

(昭
和
六
一
年
の

第
八
六
二
号
)

桜
江
町

最
高

裁

奈
良
地
裁

那
覇
地
裁

広
島
地
裁

二
･一

一
･
八

二
･九

･
二
六

二
･九

･
一
二

二
･八

･
三
一

大
型
貨
物
自
動
車
が
先
行
車
を
追
い
越
そ
う
と
し
て
県

道
側
溝
に
右
前
車
輪
を
落
と
し
、
右
傾
し
て
車
体
を
石
造

り
緑
壁
に
接
触
さ
せ
な
が
ら
急
制
動
の
措
置
を
と
ら
ず
、

逆
に
ア
ク
セ
ル
を
ふ
か
し
側
溝
か
ら
上
が
ろ
う
と
し
た
た

め
、
緑
壁
を
決
壊
さ
せ
、
こ
の
緑
石
も
ろ
と
も
県
道
崖
下

約
七
m
の
国
鉄
日
豊
本
線
軌
道
上
に
転
落
し
た
。

お
り
か
ら
、
鳥
越
ト
ン
ネ
ル
を
出
て
鹿
児
島
駅
へ
向
け

軽
四
輪
自
動
車
で
走
行
中
、
対
向
車
線
を
走
っ
て
き
た

バ
ス
と
の
衝
突
を
避
け
る
た
め
に
運
転
操
作
を
誤
り
左
前

輪
を
左
側
側
溝
に
脱
輪
さ
せ
、
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
約
一

九
m
進
行
し
、
車
道
に
戻
ろ
う
と
し
て
右
に
ハ
ン
ド
ル
を

切
っ
た
と
こ
ろ
、
ハ
ン
ド
ル
を
切
り
過
ぎ
車
道
に
復
し
た

も
の
の
、
そ
の
ま
ま
対
向
車
線
に
飛
び
出
し
対
向
車
線
を

走
行
し
て
い
た
普
通
貨
物
自
動
車
に
正
面
衝
突
し
た
。

オ
ー
ト
バ
イ
を
運
転
し
て
走
行
中
、
対
向
車
を
認
め
て

制
動
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
、
バ
ラ
ン
ス
を
失
っ
て
転
倒
し
、

県
道
那
覇
糸
満
線
排
水
工
事
現
場
の
掘
削
部
分
に
転
落
し

負
傷
し
た
。

本
件
工
事
現
場
に
は
｢道
路
工
事
中
｣
｢工
事
中
に
つ
き

徐
行
｣
等
の
工
事
標
識
板
が
設
置
さ
れ
、
掘
削
部
の
前
面

に
は
カ
ラ
ー
コ
ー
ン
が
置
か
れ
て
い
た
。

本
件
自
動
車
が
積
雪
及
び
凍
結
し
た
上
り
勾
配
の
本
件

町
道
を
進
行
中
、
ス
リ
ッ
プ
の
た
め
進
行
不
可
能
と
な
り

そ
の
ま
ま
後
退
し
、
路
肩
に
あ
る
駒
止
の
一
部
を
破
壊
し
、

崖
下
に
転
落
し
た
。

な
お
、
本
件
事
故
現
場
は
最
急
勾
配
が
一
三
･
五
%
で

あ
り
、
冬
期
に
は
積
雪
が
多
く
凍
結
す
る
箇
所
で
あ
っ
た
。

(無
坐
三

一

営
造
物
の
設
置
ま
た
は
管
理
の
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
は
、

営
造
物
の
設
置
管
理
者
に
お
い
て
通
常
予
測
す
る
こ
と
の
で
き

る
用
法
を
前
提
と
し
て
定
め
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
趣
旨
に

お
け
る
安
全
性
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
場
合
に
は
、
営
造
物

の
通
常
の
用
法
に
即
し
な
い
行
動
の
結
果
、
事
故
が
生
じ
た
と

し
て
も
、
右
事
故
が
営
造
物
の
設
置
ま
た
は
管
理
の
瑕
疵
に
よ

(鉦
豊
三本

件
事
故
は
訴
外
人
で
あ
る
被
害
者
が
車
の
運
転
手
と
し
て

通
常
の
注
意
を
払
っ
て
い
れ
ば
、
事
故
を
起
こ
す
こ
と
な
く
車

道
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
同
人
は
本
件
事
故
の
日
ま

で
本
件
事
故
現
場
を
通
行
し
て
い
た
か
ら
側
溝
の
存
在
及
び
形

状
を
知
悉
し
て
い
た
。

被
害
者
で
あ
る
訴
外
人
の
事
故
時
の
行
動
に
照
ら
せ
ば
本
件

道
路
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
は
認
め
難
い
。

(鑑
豊
三本

件
事
故
は
、
原
告
が
工
事
標
識
に
従
っ
て
、
徐
行
し
な
い

で
、
道
路
の
状
況
に
照
ら
し
て
ス
ピ
ー
ド
を
出
し
過
ぎ
て
い
た

た
め
に
、
対
向
車
を
認
め
て
制
動
を
開
始
し
た
際
に
バ
ラ
ン
ス

を
失
っ
て
転
倒
し
た
こ
と
に
よ
り
発
生
し
た
も
の
と
推
認
す
る

の
が
相
当
で
あ
る
。

(有
責
)

本
件
町
道
の
構
造
、
形
状
、
用
法
、
場
所
的
環
境
、
自
然
条

件
、
交
通
状
況
等
、
諸
般
の
事
情
を
総
合
考
慮
す
る
と
、
ガ
ー

ド
レ
ー
ル
等
の
防
護
柵
の
設
置
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
に

お
い
て
、
道
路
と
し
て
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
お
り

瑕
疵
が
あ
る
o

ま
た
、
駒
止
は
防
護
柵
と
し
て
有
効
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る

か
ら
安
全
性
を
欠
い
て
い
た
。

(過
失
相
殺
五
割
ー
!
安
全
確
認
に
欠
け
た
)

確
定

控
訴

控
訴

控
訴



虹 m

大
阪
市
道
バ
イ
ク
転

倒
事
件

(昭
和
六
二
年
の

第
一
二
四
二
三
号
)

中
央
自
動
車
道
ブ
リ

ン
カ
ー
ラ
イ
ト
柱
街

突
死
亡
事
件

(平
成
元
年
の

第
七
七
四
号
)

日
本
道
路
公
団

国
道
二
〇
号
線
オ
ー

ト
バ
イ
転
倒
死
亡
事

件
(平
成
元
年
黛

第
四
二
九
四
号
)

国
、
東
京
都

大
阪
地
裁

最
高

裁

東
京
高
裁

二
･

一
一
一
･
二
○

二
･

一
二
･
一
八

二
･

一
二
･
一
三

自
動
二
輪
車
で
発
進
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
前
方
に

駐
車
車
両
が
有
っ
た
た
め
、
駐
車
車
両
の
右
側
を
通
過
す

る
つ
も
り
で
時
速
一
○
如
ま
で
加
速
し
、
右
前
方
に
道
路

中
央
付
近
ま
で
出
て
東
に
進
行
し
た
と
こ
ろ
、
後
輪
が
道

普
通
乗
用
車
で
進
行
中
、
ラ
ン
プ
に
通
じ
る
減
速
車
線

と
本
線
と
の
分
岐
点
で
あ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
台
座
に
衝
突

し
死
亡
し
た
。

(東
京
高
裁
昭
和
六
二
年
㈱
二
四
八
九
号
の
上
告
審
)

国
道
二
〇
号
線
を
自
動
二
輪
車
で
走
行
中
、
道
路
陥
没

部
分
に
車
輪
を
落
ち
込
ま
せ
転
倒
し
て
死
亡
し
た
。

(東
京
地
裁
昭
和
六
三
年
の
四
二
一
六
号
の
控
訴
審
)

進
行
し
て
来
た
急
行
錦
江
一
号
が
こ
れ
に
衝
突
し
、
乗
客

二
人
が
死
亡
、
三
四
人
が
負
傷
し
た
。

(福
岡
高
裁
宮
崎
支
部
昭
和
五
三
年
黛
第
四
二
号
、
第

四
三
号
、
昭
和
五
七
年
黛
第
五
二
号
の
上
告
審
)

(有
責
)

一

本
件
亀
裂
を
遅
滞
な
く
補
修
す
る
か
、
少
な
く
と
も
走
行
す

る
運
転
者
が
本
件
亀
裂
の
相
当
手
前
か
ら
そ
の
存
在
を
容
易
に

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
標
識
を
設
置
す
べ
き
で
あ
り
、

(無
責
)
(原
審
と
同
旨
)

本
線
と
減
速
車
線
と
の
識
別
は
本
件
台
座
の
手
前
約
一
五
m

と
二
0
m
地
点
に
前
示
ド
ラ
ム
が
、
更
に
そ
の
手
前
に
は
約
四

m
間
隔
で
レ
ー
ン
デ
ィ
バ
イ
ダ
ー
が
設
置
さ
れ
て
、
は
っ
き
り

し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
前
照
灯
を
反
射
し
、
又
本

件
台
座
の
二
個
の
プ
リ
ン
カ
ー
ラ
イ
ト
が
交
互
に
点
滅
し
て
い

た
状
況
で
は
本
件
分
岐
端
も
容
易
に
認
識
で
き
た
も
の
で
あ
り
、

本
件
事
故
は
車
線
外
に
逸
脱
を
し
な
い
よ
う
な
速
度
と
ハ
ン
ド

ル
操
作
を
し
な
か
っ
た
自
過
失
に
よ
る
も
の
と
推
認
さ
れ
、
本

件
道
路
の
設
置
･
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
し
た
原
審
の
判
断
は
正
当
と
し
て
是
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

(無
責
)
(原
審
と
同
旨
)

原
告
は
本
件
事
故
現
場
に
底
辺
約
一
･
一
m
、
長
さ
約
一
m
、

深
さ
約

一
〇
皿
以
下
の
ほ
ぼ
台
形
状
の
陥
没
部
分
が
あ
り
、
そ

こ
に
車
両
を
落
ち
こ
ま
せ
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
激
突
し
た
と
主
張

す
る
が
、
現
場
に
は
事
故
の
翌
日
、
陥
没
部
分
を
補
修
し
た
事

実
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
被
害
者
の
転
倒
位
置
か
ら
判
断
し
て

本
件
陥
没
部
分
に
車
両
を
落
ち
込
ま
せ
て
転
倒
し
た
と
い
う
こ

と
は
あ
り
･え
な
い
。

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
。

二

本
件
事
故
に
お
い
て
ダ
ン
プ
運
転
手
の
と
っ
た
措
置
は
極
め

て
異
常
か
つ
無
謀
な
運
転
行
為
で
あ
っ
て
、
県
道
管
理
者
に
お

い
て
、
通
常
予
測
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
行
動
で
あ
り
、
本
件

事
故
は
こ
の
行
動
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

三

国
鉄
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
審
理
を
尽
く
す
必
要
が

あ
る
と
し
て
高
裁
に
差
し
戻
し
た
。

確
定

確
定

確
定

進
行
し
て
来
た
急
行
錦
江
一
号
が
こ
れ
に
衝
突
し
、
乗
客

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当

人
が
負
傷
し
た
。

支
部
昭
和
五
三
年
黛
第
四
二
号
、
第

七
年
黛
第
五
二
号
の
上
告
審
)

で
あ
る
。

二

本
件
事
故
に
お
い
て
ダ
ン
プ
運
転
手
の
と
っ
た
措
置
は
極
め

て
異
常
か
つ
無
謀
な
運
転
行
為
で
あ
っ
て
、
県
道
管
理
者
に
お

い
て
、
通
常
予
測
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
行
動
で
あ
り
、
本
件

事
故
は
こ
の
行
動
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

三

国
鉄
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
審
理
を
尽
く
す
必
要
が

あ
る
と
し
て
高
裁
に
差
し
戻
し
た
。

確
定

と
も
走
行
す

露

大
阪
市
道
バ
イ
ク
転

大
阪
地
裁

二
･

自
動
二
輪
車
で
発
進
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
前
方
に

(有
責
)

倒
事
件

一
一
一
･
二
〇

駐
車
車
両
が
有
っ
た
た
め
、
駐
車
車
両
の
右
側
を
通
過
す

一

本

(昭
和
六
二
年
の

第
一
二
四
二
三
号
)

る
つ
も
り
で
時
速
一
○
如
ま
で
加
速
し
、
右
前
方
に
道
路

る
運
転
者
が
本
件
亀
裂
の
相
当
手
前
か
ら
そ
の
存
在
を
容
易
に

中
央
付
近
ま
で
出
て
東
に
進
行
し
た
と
こ
ろ
、
後
輪
が
道

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
標
識
を
設
置
す
べ
き
で
あ
り
、



M 蜷

鹿
児
島
県
道
自
転
車

転
倒
事
件

(昭
和
六
三
年
の

第
五
〇
八
号
)

鹿
児
島
市

岡
山
県
道
車
両
転
落

控
訴
事
件

(昭
和
六
三
年
㈱

第
四
〇
号
)

岡
山
県

国
道
二
号
仮
設
道
路

衝
突
事
件

平
成
元
年
@

第
二
四
八
四
号
、
第

六
六
八
八
号
)

国 大
阪
市

鹿
児
島
地

裁 広
島
高
裁

岡
山
支
部

大
阪
地
裁

三
･二

･
二
一

三
･二

･
一
四

三
･一

･
三
一

下
り
坂
で
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
さ
れ
た
市
道
を
自
転
車

で
走
行
中
前
方
の
道
路
右
側
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
に
衝
突
し
負

傷
し
た
。

原
告
は
、
事
故
現
場
に
穴
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
避
け
よ

う
と
し
た
結
果
、
事
故
が
発
生
し
た
も
の
と
主
張
し
た
。

夜
、
幅
員
約
八
m
の
農
道
を
西
進
中
の
原
告
の
乗
用
車

が
、
同
農
道
と
平
行
し
て
い
る
県
道
本
庄
玉
島
線

(幅
員

約
四
m
)
と
の
取
り
付
け
部
を
左
折
し
て
県
道
に
入
ろ
う

と
し
た
と
こ
ろ
、
県
道
の
幅
員
、
交
差
角
度
を
誤
認
し
こ

の
カ
ー
ブ
を
曲
が
り
切
れ
ず
に
、
県
道
沿
い
の
川
に
転
落

し
、
一
名
が
死
亡
、
二
名
が
負
傷
し
た
。

原
告
は
、
夜
間
、
農
道
か
ら
県
道
に
侵
入
し
て
く
る
車

両
か
ら
は
交
差
角
度
が
急
な
こ
と
、
県
道
は
入
口
だ
け
が

幅
員
が
広
く
な
っ
て
い
て
、
急
激
に
狭
く
な
っ
て
い
る
こ

と
、
県
道
の
右
側
に
川
が
あ
る
こ
と
は
分
か
り
に
く
く
な

っ
て
お
り
、
ま
た
、
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
ガ
ー
ド
レ
ー
ル

等
の
安
全
施
設
が
な
か
っ
た
と
主
張
し
た
。

(岡
山
地
裁
昭
和
六
〇
年
の
第
七
一
六
号
の
控
訴
審
)

道
路
改
良
工
事
に
伴
う
仮
設
道
路
に
お
い
て
深
夜
、
普

通
自
動
車
を
運
転
中
、
上
り
車
線
の
S
字
カ
ー
ブ

(R
=

一
0
○
)
を
曲
が
り
切
れ
ず
に
反
対
車
線
で
あ
る
下
り
車

線
に
は
み
だ
し
、
下
り
車
線
を
走
行
し
て
い
た
大
型
貨
物

自
動
車
に
衝
突
、
死
亡
し
た
。

な
お
、
本
件
仮
設
道
路
の
制
限
速
度
は
三
〇
畑
/
h
で

あ
っ
た
と
こ
ろ
被
害
車
両
は
約
八
〇
如
/
h
で
走
行
し
て

路
中
央
部
に
あ
っ
た
幅
約
五
皿
、
長
さ
約
七
0
m
、
深
さ

約
二
･
五
伽
の
亀
裂
に
は
ま
り
転
倒
し
負
傷
し
た
。

(鑑
坐
貝
)

一

原
告
主
張
の
穴
が
あ
っ
た
と
い
う
場
所
付
近
は
道
路
の
老
朽

化
に
よ
る
ひ
び
割
れ
、
多
少
の
凹
凸
が
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
が
、
こ
れ
は
、
付
近
を
自
転
車
で
走
行
す
る
に
は
危
険
で

あ
る
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
他
に
本
件
道
路

を
自
転
車
で
走
行
す
る
に
支
障
の
あ
る
穴
が
あ
っ
た
こ
と
を
認

(有
責
)
(原
審
と
同
旨
)

本
件
交
差
点
で
は
、
道
路
状
況
の
把
握
困
難
に
も
か
か
わ
ら

ず
必
要
な
防
護
柵
が
設
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、
当
時
の
交
通
利
用

度
を
考
慮
し
て
も
、
本
件
交
差
点
は
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を

欠

い
て
い
た
。

(過
失
相
殺
三
割
ー
!
安
全
確
認
に
欠
け
た
)

(無
坐
貝
)

安
全
施
設
に
つ
い
て
は
保
安
基
準
ど
お
り
の
設
置
を
し
て
お

り
被
害
者
に
対
し
て
本
件
事
故
現
場
の
S
字
カ
ー
ブ
を
認
識
さ

せ
る
に
は
十
分
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
被
害
車
両

が
規
制
速
度
内
で
走
行
し
て
い
れ
ば
事
故
は
発
生
し
な
か
っ
た

も
の
と
推
定
さ
れ
、
標
識
の
設
置
と
本
件
事
故
と
の
相
当
因
果

関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。

こ
れ
ら
の
措
置
を
講
じ
な
か
っ
た
本
件
道
路
は
通
常
有
す
べ
き

安
全
性
を
欠
け
て
い
た
。

二

し
か
し
な
が
ら
、
原
告
は
労
災
保
険
か
ら
の
受
付
を
受
け
た

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
原
告
が
被
告
に
請
求
し
得
る
残
額

は
存
在
せ
ず
、
被
告
に
対
し
て
損
害
賠
償
の
請
求
は
で
き
な
い
。

確
定

確
定

控
訴
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八
尾
町
の
プ
□
フ
ィ
ー
ル

八
尾
町
は
富
山
県
の
中
央
南
部
に

位
置
し
、
総
面
積
二
三
六
、
八
六
蜜

(富
山
県
の
約
1
/
18
)
で
ほ
ぼ
南

北
の
線
を
長
軸
と
す
る
菱
形
を
な
し
、

南
部
の
境
界
線
は
標
高
｢

六
三
八

m
に
達
す
る
金
剛
堂
山
を
主
峰
に
飛

騨
山
脈
が
連
な
り
、
更
に
尾
根
が
多

く
分
か
れ
、
そ
れ
に
沿
っ
て
川
は
北

上
し
て
い
ま
す
。
各
支
流
は
町
の
中

央
部
で
合
流
し
井
田
川
と
な
り
、
や

が
て
神
通
川
と
合
流
し
て
日
本
海
へ

と
注
い
で
い
ま
す
。
人
口
は
二
二
、

五
〇
〇
人
余
り
で
、
八
尾
町
は
古
来

か
ら
越
中
と
飛
騨
と
の
交
流
の
要
所

と
し
て
蚕
種
、
生
糸
、
和
紙
等
を
生

産
し
、
取
り
引
き
が
盛
ん
に
行
わ
れ

る
な
ど
商
業
の
町
と
し
て
栄
え
、
富

山
藩
の
御
納
所
と
し
て
重
き
を
な
し

ま
し
た
。
江
戸
時
代
の
町
人
文
化
の

最
も
発
達
し
た
華
麗
な
面
影
は
、
豪

華
絢
爛
な
曳
山
、
“風
の
盆
恋
歌
“
で

一
段
と
有
名
に
な
っ
た
全
国
に
名
高

い
民
謡

｢越
中
お
わ
ら
｣
に
今
も
引

き
継
が
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
八
尾

町
は
一
町
八
村
が
昭
和
二
八
年
に
第

一
次
、
昭
和
三
二
年
に
第
二
次
の
合

日本の道100選の諏訪町通り線を祝う

併
に
よ
り
誕
生
し
た
も
の
で
あ
り
、

昭
和
三
九
年
井
田
川
総
合
開
発
事
業

の
完
成
と
と
も
に
豊
か
な
自
然
と
調

和
し
た
農
工
一
体
の
町
づ
く
り
に
努

め
て
き
ま
し
た
。
特
に
昭
和
五
五
年

か
ら
始
ま
っ
た
富
山
八
尾
中
核
工
業

団
地
の
造
成
は
富
山
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス

開
発
計
画
の
中
心
と
し
て
、
我
が
国

の
先
端
技
術
を
リ
ー
ド
す
る
企
業
が

進
出
し
、
工
業
の
振
興
を
軸
に
雇
用

の
拡
大
、
若
者
の
定
着
化
等
町
の
発

展
に
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。お

わ
ら
風
の
盆
と
曳
山
祭
り

日
本
の
道
則
選
に
え
ら
ば
れ
た
八

尾
町
の
諏
訪
町
本
通
り
線
は
八
尾
町

の
中
心
で
あ
る
旧
町
部
の
一
角
を
南

北
に
走
り
、
町
民
の
憩
い
の
場
で
あ

る
城
ケ
山
公
園
を
東
に
控
え
、
道
の

両
側
に
は
間
口
の
狭
い
こ
じ
ん
ま
り

と
し
た
家
が
す
き
間
な
く
並
ん
で
い

ま
す
。
こ
の
町
並
み
は
江
戸
時
代
に

つ
く
ら
れ
た
当
時
そ
の
ま
ま
の
た
た

ず
ま
い
を
色
濃
く
残
し
、
ど
こ
か
城

下
町
の
商
人
町
を
思
わ
せ
て
い
ま
す
。

富山県八尾町

日本の道伯0選より

雪流しの道
- -諏訪町本通り線- -
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こ
の
道
路
は
、
か
つ
て
養
蚕
が
栄

え
た
こ
ろ
は
、
蚕
宮
と
称
さ
れ
る
近

く
の
諏
訪
社
へ
祈
願
す
る
農
民
の
通

行
道
路
と
し
て
、
町
内
外
の
多
く
の

人
々
に
親
し
ま
れ
、
今
も
な
お
花
見

気
分
で

｢お
わ
ら
節
｣
を
口
ず
さ
み

な
が
ら
歩
く
観
光
客
に
桜
吹
雪
が
降

り
か
か
る
そ
ん
な
風
情
が
感
じ
ら
れ

る
道
路
で
あ
り
、
ま
た

｢坂
の
町
八

尾
｣
を
象
徴
す
る
道
路
で
も
あ
り
ま

す
。毎

年
九
月
一
日
か
ら
三
日
間
行
わ

れ
る

｢お
わ
ら
風
の
盆
｣
に
は
踊
り

の
輪
が
で
き
、
五
月
五
日
の
春
の
祭

礼
に
は

｢曳
山
車
｣
が
練
り
廻
さ
れ

町
民
文
化
の
枠
が
路
上
に
展
開
さ
れ

多
く
の
観
光
客
を
魅
了
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

雪
流
し
の
道

本
路
線
が
町
内
外
の
多
く
の
人
々

に
親
し
ま
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
、

道
路
幅
員
五
m
で
若
干
狭
小
な
こ
と

か
ら
必
要
以
上
の
自
動
車
交
通
量
も

な
く
老
人
･
子
供
に
と
っ
て
比
較
的

安
心
し
て
通
行
で
き
る
と
い
う
道
路

状
況
と
、
多
く
の
家
構
え
が
城
下
町

を
思
わ
せ
る
作
り
に
な
っ
て
お
り
、

旧
町
中
心
街
と
は
異
な
っ
た
趣
を
呈

し
て
い
る
町
並
み
と
が
極
め
て
密
接

な
関
連
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
ま
す
。

特
別
豪
雪
地
帯
に
指
定
さ
れ
て
い

る
八
尾
町
の
道
路
で
は
坂
の
町
で
あ

る
と
い
う
地
の
利
を
大
い
に
活
用
し
、

表
流
水
が
比
較
的
利
用
し
や
す
い
地

形
で
あ
り
、全
国
的
に
も
珍
し
い
｢雪

流
し
｣
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
五
五
年
三
一月
中
旬
か
ら
降

り
だ
し
た
雪
は
、
北
陸
･
東
北
地
方

を
中
心
を
二
月
中
旬
ま
で
の
長
期
に

わ
た
っ
て
断
続
的
に
降
り
続
き
、
昭

和
五
二
年
の
大
寒
冬
以
来
、
五
三
年
、

五
四
年
と
連
続
し
た
暖
冬
少
雪
は
、

一
変
し
て
大
雪
と
な
っ
た
こ
と
は
ご

承
知
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
が
、
八

尾
町
で
も
、
毎
年
一
晩
に
数
十
皿
も

の
雪
が
積
も
る
こ
と
も
珍
し
く
な
く

人
々
は
雪
で
家
が
つ
ぶ
れ
る
の
を
防

ぐ
た
め
に
、
一
時
の
冬
の
晴
れ
間
を

見
て
、
一
斉
に
屋
根
の
雪
を
下
ろ
し

ま
す
。
し
か
し
、
び
っ
し
り
密
集
し

た
街
中
に
お
い
て
は
、
屋
根
雪
を
下

曵山祭り

おわら風の盆



ろ
ず
場
所
は
家
々
の
前
を
走
る
道
し

か
な
く
、
雪
が
下
ろ
さ
れ
る
こ
と
に

よ
り
道
は
遮
断
さ
れ
、
人
や
車
の
往

来
が
で
き
な
く
そ
“
て
し
潔
ぃ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
事
態
を
克
服
し
た
の

が
、
道
の
両
側
に
雪
を
流
す
た
め
側

溝
を
掘
り
、
沿
線
住
民
が
総
出
で
道

路
に
下
ろ
し
た
屋
根
雪
等
を
水
路
に

流
す

｢雪
流
し
｣
で
す
。

住
民
自
ら
の
手
に
よ
る
伝
統
的

｢雪
流
し
L
は
、
明
治
以
降
八
〇
年

の
歴
史
を
有
し
て
い
ま
す
。
こ
の
｢雪

き
詳

流
し
｣
は
時
間
が
き
ち
ん
と
決
め
ら

れ
て
い
た
た
め
、
他
の
町
内
は
勝
手

に
雪
流
し
を
し
て
は
い
け
な
い
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
決
め
ら
れ
た

時
間
帯
が
た
と
え
夜
中
で
あ
っ
て
も
、

割
り
振
り
さ
れ
た
町
内
は
時
間
ど
お

り
行
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
勤

め
人
等
で
昼
間
仕
事
の
あ
る
人
は
休

暇
を
と
り
、
大
人
も
子
供
も
沿
線
住

民
が
総
出
で
秩
序
正
し
く
運
営
さ
れ

て
き
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
住
民
自

ら
の
手
に
よ
る

｢雪
流
し
｣
は
、
冬

日本の道牟00選より謬≦“

昭和52年の豪雪におおわれる諏訪町本通り

昭和52年住民総出の雪流し



碑

　
　

　

　

　　　
　
　

　

覇
さ
な
ぎ邁
溌
ぷ導

　　
　　
　　　　
　

　
　　

　　
　

　
　　
　

　
　
　

、

町訪

ヘ

ミ

諏の

き

冬

期
間
の
地
域
住
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
場
と
し
て
、

ー
の
最
大
の
場
と
し
て
利
用
し
て
き

ま
た
安
全
か
つ
潤
い
に
満
ち
た
マ
イ

た
こ
と
に
よ
り
、
昭
和
六
〇
年
度
富

ロ
ー
ド
と
し
て
永
久
に
保
存
し
て
い

山
県
雪
対
策
部
門
の
地
方
自
治
功
労

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

と
し
て
県
知
事
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。

更
に
、
昭
和
六
一
年
八
月
一
〇
日

の

｢道
の
日
｣
に
は
町
道
諏
訪
町
本

通
り
線
が
、
単
に
冬
期
間
の

｢雪
流

し
｣
行
事
だ
け
で
な
く
、
町
並
み
保

存
と
道
路
愛
護
の
住
民
意
識
を
高
揚

さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
建
設
省
の

　　
　
　　
　
　
　
　
　
　

　
　

　

れ
を
記
念
し
て
現
地
に
顕
彰
碑
が
建

て
ら
れ
ま
し
た
。
今
後
と
も
地
域
住



北
の
都
札
幌
の
オ
ア
シ
ス
"札

幌

大
通
“
の
歴
史
と
コ
"≧

テ
ィ
道
路

と
し
て
の
役
割
を
こ
こ
に
紹
介
す
る
。

札
幌
は
、
明
治
初
期
か
ら
建
設
さ

れ
た
歴
史
の
浅
い
街
で
あ
る
が
、
こ

の
街
の
建
設
に
当
た
っ
た
先
人
の
構

想
に
は
平
安
京
の
美
し
い
雄
大
な
街

区
を
こ
の
北
辺
の
地
に
再
現
し
た
い

と
の
夢
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
構
想
は
、
幅
六
〇
間

(約
一

〇
九
m
)
の
大
通
を
南
北
の
境
と
し
、

そ
の
北
側
(現
在
の
北
海
道
庁
付
近
)

に
三
〇
〇
間

(約
五
四
五
m
)
四
方

の
札
幌
本
府

(北
海
道
開
拓
使
)
敷

＼
さ
"

地
を
確
保
し
、
官
庁
、
試
験
場
な
ど

の
宮
地
と
す
る
も
の
で
、
南
は
、
町

場
で
寺
院
や
歓
楽
街
を
置
く
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。

大
通
は
、
市
街
の
基
線
で
あ
る
と

と
も
に
防
火
帯
と
し
て
の
役
目
を
果

た
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

大
通
は
、
そ
の
後
時
代
の
変
遷
と

と
も
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
途
で
利
用
さ

れ
て
お
り
、
短
期
間
で
発
展
し
て
き

た
都
市
に
は
見
ら
れ
な
い
大
が
か
り

な
道
路
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い

る
。大

通
南
北
両
側
が
、
市
道
大
通
南

、
繁
し

、
"
ゞ

＼

　　
　
　
　
　
　
　

　

　
　　
　
　　
　
　
　
　　

　
　

　
　

　

　　
　

　　

　
　

　

^

-
-〆

通

き
-

大

線
、
大
通
北
線
と
し
て
各
三
車
線
、

計
六
車
線
の
整
備
が
な
さ
れ
、
全
幅

員
約
一
〇
五
m
、
延
長
約
一
、
二
六

0
m
で
こ
の
う
ち
中
央
帯

(幅
六
五

m
)
を
公
園
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
中
央
帯
は
、

緑
地
帯
と
し
て
造
成
さ
れ
花
壇
等
が

配
置
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
地
を
代
表
す
る
ハ
ル

ニ
レ
、

ニ
セ
ア
カ
シ
ア
、
ラ
イ
ラ
ッ

ク
等
の
木
が
植
え
込
ま
れ
、
木
蔭
に

は
、
北
海
道
開
拓
に
尽
力
し
た
黒
田

清
隆
像
、
開
拓
の
母
の
像
、
有
島
武

郎
文
学
碑
な
ど
が
設
置
さ
れ
、
往
年

の
心
と
生
活
を
語
り
か
け
て
い
る
。

そ
の
他
に
高
さ
一
四
七
m
の
テ
レ

ビ
塔
な
ど
た
く
さ
ん
の
施
設
が
点
在

し
、
は
る
か
西
遠
方
に
は
手
稲
の

山
々
を
背
景
に
昭
和
四
七
年
冬
季
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
に
お
い
て
笠
谷
幸
生
選

手
が
栄
光
の
金
メ
ダ
ル
を
得
て
晴
れ

の
舞
台
と
な
っ
た
宮
の
森
ジ
ャ
ン
プ

競
技
場
と
肩
を
並
べ
る
大
倉
山
ジ
ャ

ン
プ
競
技
場
が
望
ま
れ
、
四
季
折
々

の
景
観
は
ま
こ
と
に
す
ば
ら
し
く
、

憩
い
の
広
場
と
し
て
市
民
に
親
し
ま

札幌の道路公園
- -札 幌六 通- -

日本の道伯0選より

札 幌 市



れ
て
い
る
。

大
通
は
ま
た
、
｢札
幌
雪
ま
つ

り
｣
、
｢
ラ
イ
ラ
ッ
ク
ま
つ
り
｣
、
初
冬

の
夜
空
を
飾
る

｢
ホ
ワ
イ
ト
イ
ル
ミ

ネ
ー
シ
ョ
ン
｣
等
数
多
く
の
行
事
の

拠
点
で
あ
り
、
い
ま
や
国
家
的
財
産

と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

ろ
↓。特

に
冬
季
に
開
催
さ
れ
る
雪
ま
つ

り
は
、
国
内
外
か
ら
二
三
〇
万
人
も

の
観
光
客
が
集
ま
り
世
界
的
に
有
名

な
冬
の
祭
典
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
大
通
の
地
下
部
分
は
、

地
下
鉄
、
地
下
駐
車
場
な
ど
多
目
的

に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
も
特
徴
の
一

つ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
大
通
は
、
市
街
地
に

お
け
る
南
北
の
中
央
に
あ
り
、
重
要

な
幹
線
道
路
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
な
く
、
一
七
〇
万
都
市
札

幌
の
中
心
に
あ
っ
て
美
し
い
景
観
を

有
し
、
環
境
を
保
全
す
る
貴
重
な
空

間
を
提
供
す
る
と
と
も
に
都
市
機
能

の
補
完
施
設
と
し
て
高
度
に
利
用
さ

れ
て
い
る
。

札
幌
市
民
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
時

計
台
の
鐘
の
音
と
と
も
に
開
拓
の
精

神
を
伝
え
る
大
通
は
こ
れ
か
ら
も
時

代
的
使
命
を
果
た
し
、
そ
の
景
観
は

市
民
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
永

く
後
世
に
親
し
ま
れ
る
こ
と
を
願
っ

て
い
る
。

*
シ

鰍
.
-

(参
考
)

滋

ネ

※

し

｢日
本
の
道
100
選
｣
顕
彰
碑
お
よ
び

イ

除
幕
式
に
つ
い
て

イ

1

顕
彰
碑
の
規
格
等

ワ

①

規
格

ホ ン サッポロプラザ

　
　　
　

　
　
　
　

、

メ
ゼ

会

　

　

　

　
　
　
　

　　

　

　

　　　

　　

/ゞ̂

^
舞

　

　

　
　
　
　

′

-】

　

　
　国

　
　

き
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雪託酔

　

　

　

　

大
通
周
辺
の
景
観
と
の
調
和

を
図
り

｢大
樹
を
イ
メ
ー
ジ
｣

し
た
と
の
こ
と
。

2

除
幕
式

昭
和
六
二
年
一
二
月
二
二
日
午
前

三

時
三
〇
分
か
ら
大
通
西
四
丁
目

に
お
い
て
札
幌
市
建
設
局
長
と
製
作

者
で
あ
る
金
井
英
明
氏
が
除
幕
を
行

っ
た
。

き諫
鼈

ス
テ
ン
レ
ス
製
、
高
さ

一
七

二
伽
、
幅
四
二
伽
で
、
上
部
は

階
段
状
の
弧
を
描
き
、
中
心
部

に
顕
彰
板
を
埋
込
ん
で
い
る
。

製
作
者

金
井
英
明
氏

(グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
札
幌
市
都
市

景
観
委
員
)

顕
彰
碑
の
イ
メ
ー
ジ

②③
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“猟
月
･
日

世

界

の

動

き

o
プ
ッ
シ
ュ
米
大
統
領
が
米
議
会
で
一
般
教
書
を
演
説
。
こ
の
中

で
経
済
政
策
と
し
て
生
産
設
備
投
資
に
対
す
る
減
税
、
住
宅
取
得

援
助
、
投
資
収
益
減
税
な
ど
の
方
針
を
打
ち
出
し
た
。
ま
た
、
景

気
対
策
の
一
部
と
し
て
道
路
建
設
な
ど
公
共
予
算
の
前
倒
し
執
行

や
所
得
税
源
泉
徴
収
の
減
額
な
ど
を
提
案
。

o
米
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
社
は
、
昨
年
の
決
算
が
七
億
九
、
五
〇
〇
万

ド
ル

(約
九
九
五
億
円
)
の
損
失
だ
っ
た
と
発
表
。
同
社
の
赤
字

は
八
一
年
以
来
一
〇
年
ぶ
り
。

0
米
フ
ォ
ー
ド
･
モ
ー
タ
ー
の
英
国
子
会
社
で
あ
る
英
フ
ォ
ー
ド

は
、
雇
用
者
の
五
･
四
%
に
当
た
る
二
、
0
0
0
八
を
年
末
ま
で

に
解
雇
す
る
と
発
表
。
ま
た
、
米
ゼ
ネ
ラ
ル
･
モ
ー
タ
ー
ズ

(G

M
)
の
子
会
社
ボ
ク
ス
ホ
ー
ル
･
モ
ー
タ
ー
ズ
も
部
品
倉
庫
の
従

業
員
七
五
〇
人
の
う
ち
三
〇
〇
人
を
解
雇
。

0
米
フ
ォ
ー
ド
･
モ
ー
タ
ー
の
昨
年
一
年
間
の
決
算
は
、
自
動
車

販
売
の
不
振
を
反
映
し
て
二
二
億
五
、
八
〇
〇
万
ド
ル
の
損
失
。

同
社
の
赤
字
額
と
し
て
は
過
去
最
大
。

0
石
油
輸
出
国
機
構

(O
P
E
C
)
の
閣
僚
監
視
委
員
会
は
、
一

九
九
二
年
第
二
･
四
半
期

(四
ー
六
月
)
の
原
油
生
産
量
を
日
量

二
、
二
五
〇
万
バ
レ
ル
に
協
調
減
産
す
る
こ
と
で
原
則
合
意
。
八

四
年
二

月
以
来
、
約
七
年
半
ぶ
り
の
大
幅
減
産
。

o
米
有
力
経
済
調
査
会
社
、
ダ
ン
･
ア
ン
ド
･
ブ
ラ
ッ
ド
ス
ト
リ

ー
ト
の
報
告
に
よ
る
と
、
昨
年
一
年
間
の
同
国
の
企
業
倒
産
件
数

は
、
前
年
比
四
三
･
七
%
増
の
八
万
七
、
二
六
六
件
に
の
ぼ
り
、

過
去
最
高
を
記
録
。

事

項

““
月
･
日

国

内

の
動

き

0
大
蔵
省
に
よ
る
と
、
九
二
年
度
予
算
案
で
の
補
助
金
総
額
は
、

九
一
年
度
当
初
予
算
に
比
べ
三
･
九
%
増
の
一
六
兆
二
、
六
三
二

億
円
。
一
般
歳
出
に
占
め
る
割
合
は
四
二
･
0
%
。
七
四
年
度
以

来
の
低
い
数
字
。

0
通
産
省
･
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
の
石
油
統
計
速
報
に
よ
る
と
、

九
一
年
の
日
本
の
原
油
輸
入
量
は
、
二
億
四
、
二
七
〇
万
キ
ロ
リ

ッ
ト
ル
で
、
前
年
比
六
･
一
%
増
。
輸
送
機
関
な
ど
に
使
わ
れ
る

軽
油
需
要
が
増
え
た
。

0
日
本
建
設
業
団
体
連
合
会
に
よ
る
と
、
大
手
･
中
堅
五
四
社
の

九
一
年
の
受
注
額
は
、
二
五
兆
七
、
二
五
五
億
円
で
、
前
年
比
一
･

四
%
増
の
低
い
伸
び
。
こ
の
う
ち
民
間
部
門
は
前
年
比
二
･
三
%

減
。
公
共
事
業
の
大
幅
な
伸
び
で
全
体
は
プ
ラ
ス
と
な
っ
た
。

0
建
設
省
に
よ
る
と
、
昨
年
の
住
宅
着
工
戸
数
は
前
年
比
一
九
･

七
%
減
の
一
三
七
万
一
二
六
戸
。
五
年
ぶ
り
の
低
水
準
。
貸
家
と

マ
ン
シ
ョ
ン
･
建
売
分
譲
住
宅
が
減
少
。

o
大
蔵
省
の
昨
年
一
年
間
の
国
際
収
支
状
況
に
よ
る
と
、
貿
易
収

支
の
黒
字
額
は
一
、
0
三
二
億
ド
ル
で
、
前
年
比
六
二
%
増
。
過

去
最
高
で
初
め
て
一
、
○
○
0
億
ド
ル
台
を
突
破
し
た
。
日
本
の

貿
易
黒
字
減
ら
し
に
対
す
る
圧
力
が
一
層
強
ま
る
恐
れ
。

0
不
動
産
経
済
研
究
所
に
よ
る
と
、
九
一
年
の
全
国
の
リ
ゾ
ー
ト

マ
ン
シ
ョ
ン
発
売
戸
数
は
九
、
三
一
九
戸
で
、
前
年
比
四
二
･
七

%
減
。

0
兵
庫
県
内
の
沿
道
住
民
に
よ
る
国
道
四
三
号
訴
訟
で
、
大
阪
高

裁
は
、
騒
音
、
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
被
害
を
認
め
、
総
額
約
二
億

三
、
三
〇
〇
万
円
の
支
払
い
を
国
な
ど
に
命
じ
た
。

事

項

刎機
月
･
日

道
路
行
政
の
動
き

0
高
知
自
動
車
道
一
部
供
用
開
始

･
川
之
江
J
C
T
-
大
豊
I
C

(二
九
･
一
如
)

0
第
一
九
回
道
路
審
議
会
有
料
道
路
部
会
開
催

･
第
七
八
回
道
路
審
議
会
諮
問
に
つ
い
て

(今
後
の
有
料
道
路
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
)

･
採
算
性
確
保
方
策
に
つ
い
て

･
料
金
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て

o
国
道
四
三
号
訴
訟
控
訴
審
判
決

0
第
四
回
道
路
サ
ー
ビ
ス
高
度
化
懇
談
会
開
催

･
道
路
サ
J
ビ
ス
高
度
化
に
関
す
る
全
体
と
り
ま
と
め

(提
言

案
)
に
つ
い
て

･
提
言
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
つ
い
て

事

項
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古
今
東
西
、
人
が
集
ま
れ
ば
争
い
の
種
は
尽
き
な

′て、つ

い
。
争
の
字
は

｢
一
つ
も
の
を
つ
か
ま
え
て
引
き
あ

ら
そ
う
か
た
ち
｣
と
辞
書
に
あ
る
。
動
物
の
す
べ
て

が
持
つ
自
己
保
存
本
能
の
一
つ
の
よ
う
だ
。
が
人
間

　　
　　

の
智
慧
は
争
い
の
結
末
を
第
三
者
に
よ
る
裁
判
に
委

ね
た
。
で
な
い
と
復
仇
の
連
鎖
に
な
る
。
裁
判
は
刑

事
と
民
事
に
大
別
さ
れ
る
。
こ
れ
は
長
老
支
配
の
古

代
も
、
法
が
整
備
さ
れ
た
近
代
で
も
変
り
は
な
い
。

三
0
○
○
年
前
の
占
い
の
書
、
易
経
も
こ
の
二
つ
に

区
分
し
て
い
る
。

中
国
の
書
物
に
争
し
罪
曰
し獄
。
争
し財
曰
し訟
。
罪

刑
を
争
う
を
獄
、
財
産
を
め
ぐ
る
争
い
を
訟
と
い
う

と
あ
る
。
獄
は
牢
獄
監
獄
あ
る
い
は
地
獄
と
い
う
よ

う
に
、
罪
人
を
収
容
す
る
場
所
の
意
味
に
使
わ
れ
る

が
、
本
来
は
裁
判
宣
告
の
義
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

獄
の
字
の
構
成
を
見
れ
ば
わ
か
る
。
ガ
と
犬
と
が

争
っ
て
い
る
中
に
人
が
言
葉
で
割
っ
て
入
る
こ
と
を

表
し
て
い
る
。
方
と
犬
と
の
争
い
を
人
間
の
動
物
的

な
争
い
と
置
き
換
え
て
も
よ
い
。
地
獄
の
閻
魔
さ
ま

は
裁
き
の
大
王
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
嘘
を
つ
く
と

舌
を
抜
か
れ
る
。

火
雷
ぜ
ぃこう

易
経
六
四
卦
の
一
つ
に
一…一鞘
嘘
嘘
と
言
う
卦
が
あ

る
。
字
画
は
む
ず
か
し
い
が
内
容
は
簡
単
で
あ
る
。

岨
と
は
歯
の
こ
と
。噛
と
は
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

上
下
の
歯
で
口
の
中
の
物
を
噛
み
碎
く
こ
と
。
碑
く

と
い
う
の
は
物
に
強
い
圧
力
を
加
え
る
こ
と
で
あ

る
。
類
推
し
て
罪
を
犯
し
た
者
に
ど
の
位
の
圧
力
、

即
ち
荊
量
を
科
す
る
か
と
言
う
卦
で
あ
る
。
易
経
本

文
に
、
唯
嘘
、
享
、
利
し
用
し
獄
。
(獄
を
も
ち
い
る
に

よ
る
し
)
と
あ
る
。
人
を
裁
く
基
本
は
、
先
王
以
明
し

罰
勅
し法

(罰
を
明
ら
か
に
し
法
を
と
と
の
ふ
)
今
で

言
う
罪
刑
法
定
主
義
に
徹
せ
よ
と
教
え
て
い
る
。
そ

の
上
で
刑
の
裁
量
、
足
を
切
っ
た
り
、
耳
や
鼻
を
そ

ぎ
落
し
た
り
首
や
手
足
を
鎖
で
つ
な
ぐ
刑
を
列
記
し

て
い
る
。
今
の
懲
役
禁
固
拘
留
に
当
る
。
た
だ
死
刑

は
な
い
。
罪
人
に
と
っ
て
両
足
を
切
断
さ
れ
て
な
お

生
き
る
こ
と
は
死
に
勝
る
苦
痛
だ
っ
た
ろ
う
。

天
水
し
ょう

財
産
即
ち
民
事
の
争
い
に
は
、
三
間
訟
の
卦
が
あ

る
。訟
と
は
訴
訟
の
訟
で
声
を
高
く
し
て
争
う
意
味
。

声
高
に
争
え
ば
大
衆
に
知
れ
る
。
裁
判
で
争
う
こ
と

　
　
　
　

で
あ
る
。
声
高
で
な
い
争
い
は
別
に
霊
三
一暎
と
言
う

卦
が
あ
る
。
…膜
"と
は
に
ら
み
合
い
。
訟
が
陽
性
な
の

に
対
し
、
言
葉
に
出
さ
な
い
争
い
こ
れ
は
陰
性
で
あ

る
。
二
女
同
居
、
其
志
不
し同
し行
。
(お
互
い
が
腹
の

中
で
ま
る
き
り
反
対
の
こ
と
考
え
て
い
る
)
嫁
と
姑

の
争
い
の
よ
う
な
も
の
だ
と
言
う
。
陰
に
こ
も
っ
た

争
い
は
増
幅
さ
れ
や
す
い
。
爆
発
す
る
と
個
人
間
で

4
月
号
の
特
集
テ
ー
マ
は

｢道
路
に
関
わ
る
法
律
案
の
概
要
｣

の
予
定
で
す
。

は
傷
害
殺
人
、
会
社
で
は
派
閥
争
い
、
国
家
で
は
革

命
に
ま
で
発
展
す
る
。

さ
て
訟
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
刑
事
事
件
と
ち
が
い

終
凶
、
訟
不
し
可
し
成
也
。
訟
は
勝
っ
て
も
負
け
て
も
、

あ
と
味
が
悪
い
か
ら
し
な
い
方
が
よ
い
と
言
っ
て
い

る
。
財
産
上
の
争
い
は
肉
親
間
の
も
の
が
多
い
。
た

と
え
訴
訟
に
勝
っ
た
と
し
て
も
永
く
両
者
の
間
に
気

ま
づ
ぃ
思
い
が
続
く
。
だ
か
ら
す
る
な
と
言
う
。
若

し
ど
う
し
て
も
訴
訟
を
起
し
た
い
な
ら
、
裁
判
の
結

末
が
ど
う
な
る
か
、
そ
し
て
そ
の
後
の
こ
と
な
ど
慎

重
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
て
か
ら
始
め
な
さ
い
(作

し事

課
し
始
)
と
至
極
当
然
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
こ
の

当
り
前
が
欠
け
る
か
ら
訟
に
な
る
の
だ
が
、
已
む
を

得
ず
訟
に
な
っ
た
ら
長
く
争
っ
て
い
る
の
は
お
互
い

に
不
利
。
少
し
の
損
は
あ
っ
て
も
、
早
く
終
え
る
こ

と
が
吉
で
あ
る
不
し
永
し
所
し
事
、
小
有
し
言
、
終
吉

と
教
え
て
い
る
。
現
在
で
も
民
事
訴
訟
は
長
く
か
か

る
。
原
･
被
告
と
も
疲
れ
果
て
て
和
解
す
る
ケ
ー
ス

が
多
い
と
聞
い
て
い
る
。

(が
)



｢道
路
行
政
セ
ミ
ナ
ー
L
一
九
九
一
年
度
既
刊
号
目
次

(肩
書
は
執
筆
時
ま
た
は
座
談
会
実
施
時
の
も
の
で
す
)

○
道
路
に
付
加
価
値
を

○
申
し
子

○
就
任
の
ご
挨
拶

○
み
ち
と
道
路

○
情
報
化
ハ
イ
ウ
ェ
イ
の
展
望

○
横
浜
･
道
路
雑
感

○
近
頃
気
に
な
っ
て
い
る
事

○
道
路
整
備
の
新
た
な
時
代

共

同

通

信

社

記
事
審
査
室
次
長

岡
日
本
道
路
建
設
業

協

会

副

会

長

日
本
道
路
公
団
総
裁

東
京
大
学
文
学
部
教
授

側
道
路
新
産
業
開
発

機

構

理

事

長

筑
波
大
学
教
授

東
京
電
力
㈱
顧
問

節
道
路
経
済
研
究
所

理

事

長

建
設
省
道
路
局
長

東
洋
信
託
銀
行
㈱
顧
問

早

稲

田

大

学

人
間
科
学
部
教
授

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

運
輸
省
地
域
交
通
陸
上

技
術
安
全
部
技
術
企
画
課

厚
生
省
健
康
政
策
局
指
導
課 加

藤

宣
利

藤
原

武

鈴
木

道
雄

樺
山

紘
一

3
年
4
月
号
(第
蜷
号
)1
頁

3
年
5
月
号
(第
M
号
)1
頁

3
年
6
月
号
(第
15
号
)1
頁

3
年
7
月
号
(第
格
号
)1
頁

尾
之
内
由
紀
夫
3
年
8
月
号
(第
“
号
)1
頁

高
秀

秀
信

3
年
9
月
号
(第
露
号
)1
頁

黒
川

洸

3
年
10
月
号
(第
的
号
)1
頁

山
根

孟

3
年
虹
月
号
(弟
卸
号
)1
頁

岡
野

行
秀

3
年
12
月
号
(第
れ
号
)1
頁

藤
井

冶
芳

4
年
1
月
号
(第
“
号
)1
頁

神
崎

倫
一

4
年
2
月
号
(第
盤
号
)]
頁

中
村

桂
子

4
年
3
月
号
(第
鷁
号
)1
頁

3
年
4
月
号
(第
蜷
号
)3
頁

3
年
4
月
号
(第
蜷
号
)=
頁

3
年
4
月
号
(弟
聡
号
)崎
頁

3
年
4
月
号
(第
聡
号
)聡
頁

3
年
4
月
号
(第
燈
号
)劉
頁

○
道
路
管
理
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
つ
い
て

道
路
局
路
政
課
占
用
管
理
シ
ス
テ
ム
係

3
年
5
月
号
(第
M
号
)3
頁

3
年
5
月
号
(第
14
号
)8
頁

3
年
5
月
号
(第
M
号
)姫
頁

3
年
5
月
号
(第
M
号
)的
頁

3
年
5
月
号
(第
員
号
)第
頁

3
年
5
月
号
(第
H
号
)祖
頁

4
年
2
月
号
(第
器
号
)弼
頁

4
年
3
月
号
(第
24
号
)鱒
頁

○
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
と
道
路
の
有
効
利
用

-
｢世

間
一
般
の
通
念
｣
の
誤
り
を
た
だ
そ
う
--
r

o
新
し
い
年
を
迎
え
て

○
私
の
心
の
中
の
道

○
大
ら
か
に
使
う

-交
通
安
全
対
策
一

○
第
五
次
交
通
安
全
基
本
計
画

○
自
動
車
の
安
全
性
の
確
保

○
救
急
救
命
士
制
度
(案
)
の
概
要

0
第
5
次
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
の

婚瀞
餅酔
群
鍋
青
山
研
-

概
要

0
踏
切
道
の
改
良
に
よ
る
交
通
事
故
防
止
対
策

道
路
局
路
政
課
交
通
係

0
関
西
地
区
支
部
に
ぉ
け
る
道
路
管
理
シ
ス
テ
ム
の
運

醐
輻

磧
暹

彬
部

西
宇

正

用
開
始
に
つ
い
て

総
務
企
画
課
長

○
有
線
音
楽
放
送
施
設
に
係
る
正
常
化
の
現
状

○
電
線
類
地
中
化
の
新
た
な
動
き

○
国
道
二
号
松
永
道
路
今
津
パ
!
キ
ン
グ
エ
リ
ア
の
占

用
許
可
に
つ
い
て

○
大
阪
駅
前
地
下
道
の
不
法
占
用
物
件
の
排
除
に
つ
い

て
○
電
線
類
地
中
化
推
進
検
討
会
議
報
告
に
つ
い
て
H

O
電
線
類
地
中
化
推
進
検
討
会
議
報
告
に
つ
い
て
□

道
路
局
路
放
課
企
画
指
導
係

道
路
占
用
問
題
研
究
会

中
国
地
方
建
設
局
道
路
部
路
政
課

鱗
麗
骰編
階鰓
脳
石
原
席…ぬ博

道
路
占
用
問
題
研
究
会

道
路
占
用
問
題
研
究
会

道
路
関
係
争
訟

○
損
害
賠
償
論
に
関
す
る
最
近
の
新
し
い
考
え
方
と
そ

の
評
価

○
最
高
裁
大
阪
空
港
判
決
に
お
け
る
｢供

用
関
連
瑕
疵
｣

の
適
用
等
に
関
す
る
裁
判
例
及
び
主
な
学
説

○
公
害
紛
争
処
理
制
度
の
概
要

○
道
路
管
理
に
係
る
損
害
賠
償
と
争
訟
の
状
況

○
西
淀
川
大
気
汚
染
訴
訟
(第
一
次
)判
決
の
概
要

○
平
成
元
年
度
及
び
二
年
度
の
道
路
管
理
瑕
疵
に
関
す

る
判
例

○
一
般
自
動
車
道
の
現
状

○
農
道
整
備
事
業
の
概
要

○
林
道
整
備
事
業
の
概
要

○
漁
港
法
に
基
づ
く
道
路

秋
田
大
学
助
教
授

小
賀
野
晶
一

3
年
6
月
号
(第
邸
号
)5
頁

上
智
大
学
助
教
授

小
幡

純
子

3
年
6
月
号
(第
姫
号
)“
頁

離
鞠
認識頗絵鱗
-局
塩

純
子

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

近
畿
地
方
建
設
局
道
路
都
路
政
課

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

鹿
児
島
県
企
画
部

交
通
政
策
課
課
長

(前

運

輸

省

運
輸
政
策
局
運
輸

道
路
業
務
課
補
佐
官
)

農

林

水

産

省

構
造
改
善
局
開
発
課

林
野
庁
指
導
部

基
盤
整
備
課
課
長
補
佐

水
産
庁
漁
港
部

計
画
課
課
長
補
佐

3
年
6
月
号
(第
蛎
号
)“
頁

3
年
6
月
号
(第
第
号
)$
頁

3
年
6
月
号
(第
お
号
)“
頁

4
年
3
月
号
(第
劉
号
)“
頁

長
谷
川
伸
一

3
年
7
月
号
(第
蜷
号
)5
頁

御
前

孝
仁

杉
山

隆
志

高
木

伸
雄

3
年
7
月
号
(第
雌
号
)鱒
頁

3
年
7
月
号
(第
蜷
号
)野
頁

3
年
7
月
号
(第
蜷
号
)盤
頁



○
臨
港
道
路
に
つ
い
て

○
自
然
に
ふ
れ
あ
う
歩
道
づ
く
り

○
都
市
計
画
事
業
に
よ
る
道
路
整
備
(街
路
事
業
)

○
土
地
区
画
整
理
事
業
と
道
路

道
路
と
情
報

0
座
談
会
/
情
報
ハ
イ
ウ
ェ
イ
構
想
の
新
た
な
る
展
開

に
向
け
て

○
電
気
通
信
市
場
の
動
向
と
今
後
の
課
題

○
高
速
道
路
に
お
け
る
情
報
提
供
の
現
状
と
将
来

○
事
業
者
側
か
ら
み
た
電
気
通
信
事
業
の
今
後
の
展
望

と
期
待

･
一
人
に
一
台
の
時
代
は
来
る
の
か
ー
･

-
自
動
車
電
話
･携
帯
電
話
の
将
来
I

多
様
な
サ
ー
ビ
ス
の
展
開
へ

第
二
電
電
株
式
会
社
の
現
状
と
今
後
の
課
題

一平
成
四
年
度
道
路
関
係
重
点
施
策
-

○
平
成
四
年
度
重
点
施
策
に
つ
い
て

○
総
合
的
な
物
流
対
策
の
推
進

○
駐
車
場
整
備
の
推
進

○
｢環
境
対
策
特
別
推
進
事
業
｣
に
つ
い
て

運
輸
省
港
湾
局

計
画
課
第
一調
査
係
長

環
境
庁
自
然
保
護
局

施
設
整
備
課
施
設
係
長

都
市
局
街
路
課

課

長

補

佐

波
多
野

匠

岡
本

光
之

福
本

俊
明

3
年
7
月
号
(第
齢
号
)斜
頁

3
年
7
月
号
(第
齢
号
)"
頁

3
年
7
月
号
(第
船
号
)“
頁

3
年
7
月
号
(第
齢
号
)劫
頁

○
地
域
一
体
振
興
整
備
事
業
の
創
設

一平
成
四
年
度
道
路
関
係
予
算
概
算
要
求
一

○
平
成
四
年
度
道
路
整
備
予
算
概
算
要
求
に
つ
い
て

○
一
般
国
道
関
係
予
算
の
概
要

○
有
料
道
路
関
係
予
算
の
概
要

○
地
方
道
関
係
予
算
の
概
要

○
街
路
事
業
関
係
予
算
の
概
要

○
交
通
安
全
対
策
の
推
進

○
災
害
に
強
い
道
路
整
備
の
推
進

道
路
と
沿
道

0
解
道
地
か
ら
の
落
石
等
に
お
け
る
道
路
管
理
者
の
責

○
道
路
の
沿
道
規
制
に
関
す
る
一
考
察

0
道
路
交
通
法
に
よ
る
沿
道
規
制
に
つ
い
て

○
沿
道
地
域
に
対
す
る
諸
施
策

･
沿
道
環
境
保
全
対
策
に
つ
い
て

道
路
開
発
資
金
制
度
に
よ
る
資
金
の
貸
付
け

立
体
道
路
制
度
の
現
状
に
つ
い
て

･
高
規
格
幹
線
道
路
関
係
の
施
策

･
道
路
景
観
整
備
関
連
施
策

沿
道
大
規
模
建
築
物
関
連
交
通
対
策
支
援
制
度
に

つ
い
て

魂
甥
料襁
路
録
柳
橋
則
夫

3
年
9
月
号
(第
郎
号
)笈
頁

道
路
局
道
路
総
務
課

企

画

官

道
路
局
国
道
第
一
課

建

設

専

門

官

道
路
局
国
道
第
二
課

建

設

専

門

官

道
路
局
有
料
道
路
課

課

長

補

佐

道
路
局
高
速
国
道
課

課

長

補

佐

道
路
局
地
方
道
課

課

長

補

佐

都
市
局
街
路
課

課

長

補

佐

道
路
局
企
画
課

駐
車
場
整
備
専
門
官

道
路
局
企
画
課
道
路

防
災
対
策
室
課
長
補
佐

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
班

元
･
道
路
局
路
政
課

宮
坂

祐
介

鰡
漆
訝
婆
畦
謁
直
江
利
克

増
田

優
一

渡
辺

茂
樹

長
沢
小
太
郎

3
年
ゆ
月
号
(第
雌
号
)3
頁

3
年
10
月
号
(第
的
号
)埒
頁

都
市
局
区
画
整
理
課

望
月

一
範

端
情
報
ラ
タ
鶏
浅
野
正
-
郎

3
年
8
月
号
(葬

号
)3
頁

日
本
道
路
公
団
理
事

太
田

利
雄

獺み囃
鱗
燃
武内
宏允

舶
L逐袖[聴
講唯"㈱
伍
堂

光
雄

道
路
局
路
政
課
長

山
本

郵
政
省
電
気
通
信
局
事
業
政
策
課

日
本
道
路
公
団
保
全

交
通
部
交
通
対
策
課

日
本
移
動
通
信
㈱

日
本
テ
レ
コ
ム
㈱

第

二

電

電

㈱

(司
会
)

山
本

正
尭

3
年
8
月
号
(第
"
号
)“
頁

3
年
8
月
号
(第
“
号
)総
頁

3
年
8
月
号
(第
野
号
)50
頁

3
年
8
月
号
(第
野
号
)$
頁

3
年
8
月
号
(第
“
号
)60
頁

道
路
局
道
路
総
務
録

増
田

優
-

3
年
9
月
号
(第
腿
号
)3
頁

企

画

道
路
局
企
画
課

道
路
経
済
調
査
室

鹿
野

正
人

3
年
9
月
号
(弟
選
号
)9
頁

調
査
第
二
係
長

!

こ

･

‘
'』
:
･
、
ヒ

艇
瀞
諦
彪
-講
憲
伊
勢
田

敏

3
年
9
月
号
第
塒
号
函
頁

道
路
局
企
画
課

道
路
環
境
対
策
室

今
泉
伸
一
郎

3
年
9
月
号
(第
郎
孝
灼
頁

環
境
第

一
係
長

ナ

,↑
.
j

ム

ー
“i
ご
-
3
t

広
瀬

輝

3
年
齢
月
号
(第
的
号
)第
頁

小
池

幸
男

斎
藤

隆
司

福
本

俊
明

鈴
木

克
宗

服
部

亮
二

3
年
10
月
号
(第
的
号
)紅
頁

3
年
10
月
号
(第
的
号
)"
頁

3
年
10
月
号
(第
的
号
)“
頁

3
年
10
月
号
(第
的
号
)鞘
頁

3
年
11
月
号
(第
卸
号
)3
頁

3
年
11
月
号
(第
劉
号
)的
頁

3
年
11
月
号
(第
"
号
)お
頁

繍鞠
畔
輻

今泉伸
-郎
3
年
u
月
景
第
め
曇
埒
頁

道
路
局
道
路
総
務
課
道
路
資
金
企
画
室

道
路
局
国
道
第
一
課

楠

道
路
局
企
画
課
道
路
環
境
対
策
室

道
路
局
地
方
道
課

石
原

康
弘

文
隆

3
年
11
月
号
(第
卸
号
)25
頁

3
年
11
月
号
(第
即
号
)盤
頁

3
年
11
月
号
(第
20
号
)綿
貫

3
年
11
月
号
(第
劉
号
)粥
頁

3
年
11
月
号
(第
加
号
)蜷
頁



道
路
法
及
び
駐
車
場
法
の
一
部
改
正

0
道
路
法
の
一
部
改
正

鰤
肪群
昂乳路
鮎…課
加
藤
利
雄

3
年
12
月
号
(第
れ
号
)3
頁

0
駐
車
場
法
の
一
部
改
正

轄廓網廓…幻垪瀰穰饑
内
田

要

3
年
12
月
号
(第
"れ
号
)製
頁

安
全
･快
適
な
道
路

○
モ
ー
ダ
ル
シ
フ
ト
と
道
路

N
H
K
解
説
委
員

横
島

庄
治

4
年
1
月
号
(第
銘
号
)9
頁

⑧
日
本
自
動
車
逮

鎌
倉

節

4
角
最
鉈
曇
賛

○
安
全
快
適
な
道
路
を
め
ざ
し
て

J

会

o
第
5
次
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計

蟷
鸚
詢
桃
瀞

隷
後
藤

貞
二

4
年
1
月
号
稍
銘
号
)聡
頁

画
の
概
要
に
つ
い
て

日
本
道
路
公
団

○
高
速
道
路
に
お
け
る
快
適
性
の
追
求

保

全

交

通

部

吉
川

良
一

4
年
1
月
号
(第
残
号
)卸
頁

保
全
企
画
課
調
査
役

平
成
四
年
度
道
路
関
係
予
算

道
路
局
道
路
総
務
課

増
田

優
一

4
年
2
月
号
(第
器
号
)8
頁

○
平
成
四
年
度
道
路
関
係
予
算
案
の
概
要

企

画

o
高
規
格
幹
線
道
路
等
関
係
予
算
の
概
要

鯛
褻
謎
蝸
騨

徳
山
日
出
男
4
年
2
月
号
(第
箏

)卸
頁

o
-
般
国
道
関
係
予
算
の
概
要

魂
鵲
瑁
禰
様

渡
辺
茂
樹

4
年
2
月
号
(第
芻
号
)M
頁

癰
路鞠
瑁
種
課
長
沢
小
太
郎

0
高
速
自
動
車
国
道
関
係
予
算
の
概
要

増
曙
速輌
道
録
小
池
幸
男

4
年
2
月
号
(葬

号
)錐
頁

0
有
料
道
路
関
係
予
算
の
概
要

囃
抑
有
料襁
盪

広
瀬

輝

4
年
2
月
号
(第
芻
号
)“
頁

o
地
方
道
関
係
予
算
の
概
要

離
峨螺
畑朝
方脳
饑
納

宏

4
年
2
月
号
(第
弩

)即
頁

親
銹
覊
蝋
鼾

矢
野
善
章

"

0
交
通
安
全
対
策
の
推
進

群
腓
廟
艶
語
録
鈴
木
克
宗

4
年
2
月
号
(第
器
号
)鶉
頁

o
安
全
で
信
頼
性
の
高
い
道
路
交
通
確
保
の
た
め
の
総

轆
無
類
講
磁
齪

服
部

亮
ニ

4
年
2
月
号
(第
“
号
)珀
頁

合
的
施
策
の
推
進

o
道
路
環
境
整
備
の
推
進

翳
蜘繁
輌も覊鰯

吉
崎

収

4
年
2
月
号
(第
器
曇
邱
頁

o
街
路
事
業
関
係
予
算
の
概
要

鮒
市
婉
ぞ
路
録
福
本

俊
明
4
年
2
月
号
(錢

号
)"
頁

0
道
路
事
業
調
査
費
の
概
要

縦窯
整
合讓
議

澤
田
和
宏
4
年
2
月
号
(簑

号
)推
頁

0
街
路
交
通
調
査
費
の
概
要

都市
謁部齢
交囎
鰹
望
月
明
彦

4
年
2
月
号
(第
器
号
)靴
頁

　　　　　　　

0隨
聯
賭
翅
傳
庭
廉
偽
轉
醐
鰡鈴
議
の主
要
議
題-
道
路
法
令
研
究
会

4
年
目
月号
第
盤
ク)R貢

○
平
成
二
年
度
道
路
交
通
管
理
統
計
調
査
結
果
の
概
要

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

4
年
3
月
号
(第
24
号
)お
頁

駐
車
･
駐
車
場
対
策

o
違
法
駐
車
‐防
止
｣条
例
【の
制
定
と
実
践

鱗
柵
鰤
霊
鰡
茂
呂

修

3
年
4
月
号
(第
蜷
号
)“
頁

j
交
通
指
導
員
に
よ
る
指
導
、
啓
発
活
動
ー

0
道
路
事
業
に
よ
る
駐
車
‐場
事
業
へ
の
融
資
制
度
に
つ

糒
路
誘
觜
料“触
路
鰊
遠
藤…
元
-

3
年
12
月
号
(第
れ
号
)ね
蝨與頁

い
て

　　
　

○
那
須
山
麓
有
料
道
路
無
料
開
放

栃
木
県
道
路
公
社

3
年
5
月
号
(第
M
号
)“
頁

0
北
九
州
都
市
高
速
道
路
と

蛇

九
州
道
路
等
｣
と
の

錦
織
剛
昶罐
誤
村
山
隆
之

3
年
7
月
号
(第
蜷
号
)郎
頁

一
体
化
に
つ
い
て

○
世
界
一
の
斜
張
橋

｢生
口
橋
｣
(西
瀬
戸
自
動
車
道
)

日
本
道
路
公
団
.本
州
四
国

3
年
11
月
号
(第
20
号
)艶
頁

の
供
用
開
始
に
つ
い
て

連
絡
橋
公
団
監
理
官
室

○
浜
田
自
動
車
道
の
全
線
開
通
に
寄
せ
て

浜

田

市

長

大
谷

久
満

4
年
2
月
号
(第
符
号
)範
頁

○
橋
と
地
域
と
未
来

瀬

戸

田

町

長

和
氣

成
祥

4
年
2
月
号
(第
器
号
)鵠
頁

　
　

○
｢道
の
日
｣
(八
月
一
〇
日
)
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
総
務
課

3
年
7
月
号
(第
格
号
)邱
頁

○
平
成
三
年
度

｢道
の
日
｣
中
央
行
事
(グ
ラ
ビ
ア
)

3
年
9
月
号
(第
飽
号
)口
絵

○
平
成
三
年
度

｢道
の
日
｣
中
央
行
事
に
つ
い
て

道
路
局
道
路
総
務
課

3
年
9
月
号
(第
蜷
号
)艶
頁



○
平
成
三
年
度

｢道
の
日
｣
行
事

一道
路
を
ま
も
る
月
間
一

〇
平
成
三
年
度

｢道
路
を
ま
も
る
月
間
｣
行
事

0
㈲
高
速
道
路
調
査
会
の
機
構
と
業
務

○
広
域
基
幹
道
路
の
指
定
に
つ
い
て

○
全
国
幹
線
道
路
網
の
機
能
強
化
と
再
編
成
(そ
の
一
)

○
全
国
幹
線
道
路
網
の
機
能
強
化
と
再
編
成
(そ
の
二
)

○
ハ
イ
ウ
ェ
イ
･
オ
ア
シ
ス
の
概
要

○
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
と
道
路
政
策
(1
)

○
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
と
道
路
政
策
(2
)

○
平
成
三
年
度
建
設
白
書
の
概
要

○
第
三
回
A
P
M
(新
交
通
シ
ス
テ
ム
)国
際
会
議
H

O
第
三
回
A
P
M
(新
交
通
シ
ス
テ
ム
)国
際
会
議
□

○
公
共
用
地
の
先
行
取
得
の
推
進
に
つ
い
て

○
日
本
道
路
公
団
の
C
I
『
S
T
E
P
ー
れ
-
"
活
動

に
つ
い
て

東
京
都
建
設
局
道
路
監
理
部
監
察
指
導
課

3
年
9
月
号
(第
胆
号
)58
頁

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課

東
北
地
方
建
設
局

関
東
地
方
建
設
局

北
陸
地
方
建
設
局

中
部
地
方
建
設
局

近
畿
地
方
建
設
局

中
国
地
方
建
設
局

四
国
地
方
建
設
局

九
州
地
方
建
設
局

北
海
道
開
発
局

沖
縄
総
合
事
務
局

節
高
速
道
路
調
査
会

道
路
局
地
方
道
課

道
路
局
企
画
課

道
路
経
済
調
査
室
係
長

道
路
局
企
画
課

道
路
経
済
調
査
室
係
長

寺
元

博
昭

寺
元

博
昭

日
本
道
路
公
団
計
画
部
計
画
第
二
課

道
路
局
企
画
課

道
路
経
済
調
査
室

道
路
局
企
画
課

道
路
経
済
調
査
室

藤
井

健

藤
井

健

3
年
9
月
号
(第
粥
号
)“
頁

建
設
大
臣
官
房
政
策
課
総
括
計
画
官
室

横
浜
市
道
路
局
街
路
部
企
画
課

建
設
経
済
局
調
整
課

3
年
4
月
号
(第
腿
号
)班
頁

3
年
5
月
号
(第
14
号
)姫
頁

3
年
5
月
号
(第
国
号
)即
頁

3
年
6
月
号
(第
蜷
号
)50
頁

3
年
6
月
号
(第
お
号
)鋳
頁

3
年
7
月
号
(第
蜷
号
)錠
頁

3
年
8
月
号
(第
“
号
)贅
頁

3
年
9
月
号
(第
聡
号
)“
頁

3
年
9
月
号
(第
粥
号
)鋭
頁

3
年
12
月
号
(第
ね
号
)“
頁

3
年
10
月
号
(第
旧
号
)野
頁

○
平
成
三
年
度

ハ
イ
ウ
ェ
イ

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の

開
催
に
つ
い
て

o及禰麒肺数蟷離鋤廳扱秒鰔蝸等効姥滲
防止

○
道
路
サ
ー
ビ
ス
高
度
化
懇
談
会
の
設
置
に
つ
い
て

○
平
成
三
年
の
道
路
行
政
を
ふ
り
か
え
っ
て

○
第
二
九
回
国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
審
議
会
に

つ
い
て

○
高
規
格
幹
線
道
路
の
う
ち
一
般
国
道
と
し
て
整
備
す

る
路
線
の
調
査
計
画
に
つ
い
て

○
平
成
二
年
度
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
報
告

-
(そ
の
一
)
一
般
交
通
量
調
査
-

○

｢移
動
｣
の
時
代
の
道
路
行
政

○
道
路
緑
化
の
夢

○
第
七
八
回
道
路
審
議
会
に
つ
い
て

J
H
日
本
道
路
公
団

サ
ー
ビ
ス
推
進
企
画
室

横
浜
市
環
境
事
業
局
総

務
部
総
務
課
経
理
係
長

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

道
路
局
路
政
課
長

山
本

佐
藤

敦
夫

正
尭

3
年
11
月
号
(第
即
号
)抗
頁

3
年
乾
月
号
(第
れ
号
)斑
頁

3
年
12
月
号
(第
れ
号
)鎚
頁

4
年
1
月
号
(第
22
号
)3
頁

日
本
道
路
公
団

｢S
T
E
P
-
れ
!
｣

桑
野

健
一

3
年
11
月
号
(第
卸
号
)蜷
頁

委
員
会
事
務
局

○

｢交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置

儀勤籍榔醗撒
鉦尉偽縦議滞椴磁饑賂婉纖篤盤
道路
法
令
研究会

施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

○

｢国
の
補
助
金
等
の
臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律
｣

お
よ
び

｢道
路
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政

道
路
法
令
研
究
会

令
｣
に
つ
い
て

○
｢道

路
法
及
び
駐
車
場
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
｣

お
よ
び

｢
一
般
国
道
の
指
定
区
間
を
指
定
す
る
政
令

道
路
法
令
研
究
会

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
｣
に
つ
い
て

○
高
速
自
動
車
国
道
の
路
線
を
指
定
す
る
政
令
の
一
部

道
路
法
令
研
究
会

を
改
正
す
る
政
令
に
つ
い
て

○
芳
洲
と
熊
楠

○
裏
舞
台
か
ら
み
た
東
京
湾
開
発

○
ロ
ー
ド
サ
イ
ン
は
世
界
の
こ
と
ば

節
道
路
管
理
セ
ン
タ
ー

理

事

長

東
京
湾
横
断
道
路

調

査

会

嘱

託

日
本
旅
行
作
家
協
会

会

員

道
路
局
高
速
国
道
課

小
口

浩

4
年
l
月
号
(第
銘
号
)"
頁

道
路
局
企
画
課
道
路
経
済
調
査
室

4
年
1
月
号
(第
残
号
)“
頁

蝋
臨
済胖
額
隷
鹿
野
正
人

4
年
l
月
号
第
“
号
滋
頁

生
命
保
険
文
化
セ
ン
タ

ー

研

究

員

東
京
大
学
生
産
技
術

研
究
所
助
教
授

道
路
局
道
路
総
務
課

大
田

弘
子

藤
森

照
信

4
年
2
月
号
(第
第
号
)3
頁

4
年
2
月
号
(第
器
号
)6
頁

4
年
2
月
号
(第
器
号
)皿
頁

3
年
4
月
号
(第
聡
号
)滋
頁

3
年
4
月
号
(第
蜷
号
)35
頁

3
年
6
月
号
(第
お
号
)60
頁

4
年
2
月
号
(第
“
号
)鋭
頁

尾
之
内
由
紀
夫
3
年
5
月
号
(第
M
号
)鍵
頁

巳
松
総
三
郎

3
年
8
月
号
(第
舒
号
)“
頁

木
村

薫
子

3
年
9
月
号
(第
蜷
号
)斡
頁



シ
リ
ー
ズ
/
日
本
の
道
期
選
よ
り

○
ま
た
、
来
た
く
な
る
道

-
国
道
二
〇
二
号
(虹
の
松
原
ロ
ー
ド
)ー

○
五
箇
山
ト
ン
ネ
ル

○

｢瀬
戸
の
都
｣
高
松
市
の
シ
ン
ボ
ル
ゾ
ー
ン

○
よ
み
が
え
る
歴
史
の
道

"寺
町
通
り
“

○
雄
大
な
富
士
へ
の
道

○
雪
流
し
の
道
-
諏
訪
町
本
通
り
線
-

○
札
幌
の
道
路
公
園
-
札
幌
大
通
-

四
国
地
方
建
設
局

富
山
県
八
尾
町

L

幌

市

3
年
4
月
号
(第
脇
号
)乾
頁

3
年
9
月
号
(第
粥
号
)秘
頁

3
年
n
月
号
(第
加
号
)靴
頁

3
年
12
月
号
(第
れ
号
)“
頁

4
年
l
月
号
(第
銘
号
)“
頁

4
年
3
月
号
(第
雛
号
)“
頁

4
年
3
月
号
(第
笈
号
)“
頁




